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本論の課題は「論理法則の正当化 (justification of logical laws)」である。ある前提から

ある結論が論理的に帰結することを確立するためにはどうすればよいか。あるいは逆に、

ある推論を、じっさいにはそれ妥当ではないとして批判するにはどうすればよいか。

こう考えるひともいるだろう。推論の正当化や批判を行うとしても、その議論自体もま

たある一定の論理法則にしたがって行われるはずだ。とすれば究極的には、論理法則の正

当化や批判など不可能ではないか。あるいはこう考えるひともいるかもしれない。推論の

妥当性は、前提や結論の意味に、特にそこに含まれる論理定項の意味に依存する。その意

味を定めてやれば妥当性の概念は明確になる。定められた意味にしたがって、前提が真で

あるときに結論も真になっているなら、その推論は妥当である。

このような返答には満足できない。論理法則のもつ、ある特殊な力を説明してくれない

からである。探偵は、推理によって殺人事件の犯人を特定する。犯行現場を直接目撃した

わけでもないのに、である。政治家は「あれを認めてるのにこれを認めないのは論理的に

おかしい！」と詰め寄られる。「これ」が本当に成り立っているかだれも確かめていない

場合でさえ、である。論理的な推論をとおして、われわれはある特殊な仕方で、言うなれ

ば間接的な仕方で、知識を手に入れたりひとにコミットメントを迫ったりすることができ

る。このような現象はいかにして可能になるのか。われわれが知りたいのは、たんに推論

が妥当かどうかだけではなく、そのような特殊な力を持つ論理的な妥当性というものが、

いかにして成り立っているのか、ということである。

たしかに推論の妥当性は、前提と結論の意味に依存する。ただこのような関心のもとで

は、文の意味はその「真理」という観点よりも、その「使い方」という観点から定められ

るべきである。ここで考えている文の使い方とは、典型的には、それが真理であることを

検証し、それに基づいて主張するという行為である。そのような用法には、上で見たとお

り、直接的なものと間接的なものがあるだろう。例えば、直接目撃しようが推理によろう

が、その犯人が犯人であること (結論が真であること) には変わりない。しかしわれわれ

にとって重要なのは、このような直接的／間接的な検証手段のあいだの違いであり、それ
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が推論の妥当性とどのように関係しているのかである。

この問題設定は、マイケル・ダメットの反実在論的、検証主義的な意味理論の構想

(Dummett, 1975a,b, 1991b, etc.)をベースとする。かれは、文の意味をその検証の観点か

ら、より広くはその用法の観点から捉える意味論を提案し、言語の諸用法のあいだの整合

性 (coherence)によって、論理的な妥当性の成り立ちを説明しようとした。かれはそうし

た整合性を特別に「調和 (harmony)」と呼ぶ。本論は、かれの議論を批判的に検討し、論

理法則の正当化のためのよりよい意味論的枠組を提示することを目指す。

推論にかかわる言葉の用法を体系的に記述し、その諸用法の間の「調和」を示すという、

ダメットのアイディアを具体化してくれるのが、ゲンツェン由来の証明論の道具立てであ

る。ただし、ここでの「証明論」とは、プラウィッツの言葉を借りれば「還元的証明論」

ではなく「一般的証明論」であり、ネグリとフォン・プラトーの言う「構造的証明論」で

ある (Prawitz, 1974; Negri & Von Plato, 2001)。すなわち、ヒルベルト・プログラムに由来

する、数学理論の無矛盾性や決定可能性を立証したり、理論の強さを測ったりするための

道具としての形式的証明の理論ではない。われわれが眼を向けるのは、形式的な証明それ

自身がもつ構造や性質の研究としての証明論である。

ゲンツェンは、自然演繹とシークエント計算という証明体系を遺した (Gentzen, 1935)。

その後の一般的証明論とは、この二つの証明体系の研究であるといっても過言ではないだ

ろう。ゲンツェンの体系は、フレーゲ・ラッセル・ヒルベルト的な公理体系ではなく、推

論規則の体系である。そこでは各論理定項に対し、それを支配する推論規則が割り当てら

れる。そうした推論規則はほぼ常に二種類与えられる。つまり、結合子は二つの使い方で

用いられるということである。そして、証明論の「基本定理」と呼ばれる性質、すなわち

自然演繹の「正規化定理」とシークエント計算の「カット除去定理」は、そうした二つの

使い方のあいだの整合性を立証するものと理解することができる。

ゲンツェンの証明体系は、外側から与えられた論理的妥当性の概念を機械的になぞって

定理を産出していく計算システムではない。推論規則の体系それ自体に、一定の秩序が内

在しているのであり、それを解明する手法も確立されている。こうしたゲンツェンの道具

立てを用いて、モデル論的意味論のオルタナティブになるような意味論を構築しようとす

る試みを総称して、「証明論的意味論 (Proof-Theoretic Semantics; PTS)」と呼ぶ (cf. Kahle

& Schroeder-Heister, 2006)。ダメットの意味理論の構想は、この証明論的意味論の哲学的

な後ろだてとなってきた。本論は主に、ダメットの構想の具体化としての PTSをめぐっ

て議論を行う。

本論が依拠する解釈によれば、ゲンツェンの体系における二種類の推論規則のうち、ひ

とつはその結合子を含む文を主張するための条件 (ないし検証条件)を、もうひとつは、そ
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うした文を否認するための条件 (ないし反証条件) を規定している、と見なすことができ

る。そして、証明体系の内部において、それら二つの条件のあいだには双対的なバランス

が成り立っている。例えば、ある文を主張するなら、同時にそれを否認するという態度は

とれない。逆もまた真なりである。主張と否認は互いに排除しあう。また、もしある文を

否認することが間違いだとして排除されているなら、それを主張してもかまわないという

ことになるだろう。ゲンツェンの体系においては、主張と否認という言語使用の二つの側

面は、このように「互いのあいだに重なりもギャップもない (no overlap, no gap)」という

仕方で特徴づけられている。本論の主要な論点は、こうしたバランスをどのように利用し

て、意味論を構築するかというところにある。

ダメットは自身の証明論的意味論を構築するに際して、主張と否認のうち主張のほうに

優位性を与える。結合子の意味は、主張の条件を定める規則だけによって決まる。否認の

条件を定める規則は、間接的な検証をもたらす規則として、主張の規則とのバランスに照

らして正当化される。このように、文の用法の二つの側面のうち、主張というひとつの側

面によって意味が決まるとする考え方を「単側面説 (unilateralism)」と呼ぶ。それに対し

て本論が提示するのは「双側面説 (bilateralism)」である。すなわち、主張と否認という二

つの側面が協調して意味決定に関与する。一方が概念的に優先され、他方がそれに照らし

て正当化されるといった図式は設定しない。

双側面説を採る理由は次のようなものである。双側面説の立場では、たとえば主張の規

則は主張の条件を定めるとともに、否認の条件をいわば外側から特徴づける。否認の規則

も同様である。そこでは、二つの側面が互いにバランスを保ちながら互いを特徴づけあう

ことで、ひとつの文の意味が定まり、その文にかかわる推論の妥当性の範囲が定まる、と

いうイメージを描くことができる。それに対して、(少なくともダメットの)単側面的な枠

組では、こうした「外側からの特徴づけ」にあたる要素がなく、妥当性の範囲の確定は、

具体的・明示的な用法 (規則)によらず、直観的・抽象的な概念に委ねられることになる。

われわれは、この点で双側面説は単側面説に対してアドバンテージをもっているというこ

と、あるいは少なくとも、前者が、後者に対する維持可能なオルタナティブであるという

ことを論じる。

次のように議論をすすめる。第 1章では、まず、議論の背景となる検証主義的な意味理

論の構想を概観したあと、「論理法則の正当化」についてのダメットの哲学的な議論を検

討し、そこですでに、上で述べた単側面説の性質が現れていることを確認する。第 2章で

は、よりフォーマルな証明論的意味論に舞台を移し、ダメットの構想がどのように具体化

されるかを見る。そこでは、妥当性の範囲の確定の問題は、形式的体系に対する意味論的

完全性の問題として現れてくる。第 3章では哲学的な議論をいったん離れ、二つの側面の
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あいだの双対的なバランスの内実を、形式的に定式化することを試みる。以上の議論を踏

まえ、第 4章でわれわれの双側面的な枠組を提示する。双側面説は、証明論的意味論の分

野に限ってもメジャーな立場とはいえないが、それなりの議論の蓄積はあり、またダメッ

トもそれに関連した議論を行なっている。われわれは最終的には、G.レストールのシー

クエント解釈 (Restall, 2005a)に依拠し、それをダメットの枠組と突き合わせつつ、双側

面説の立場を詳しく描写する。

われわれの主要な関心は、推論の妥当性をいかにして説明すべきかという哲学的問題そ

れ自体にあるが、ダメットの哲学をめぐる議論状況の中では、本論は次のように位置づけ

られるだろう。ダメットの意味論的枠組は基本的に、直観主義論理にうまく適用できるよ

うに設計されており、そのままでは、古典論理に特徴的な論理法則の妥当性を説明するこ

とはできないようになっている。これは「二値的な真理概念ではなく、検証ないし証明の

概念を中心概念とすべきだ」とする、彼のより一般的な意味理論的考察を反映したもので

ある。そしてさらに彼は、実在論・反実在論という形而上学的な対立を、こうした論理や

意味にかんする立場の違いとして再定式化する。

ここで彼自身の立場を、しばしば簡単に要約されるように、「古典論理・真理条件意味

理論・実在論に対する批判」および「直観主義論理・検証主義意味理論・反実在論の擁護」

として、図式的にあるいは党派的に捉えるなら、本論はその党派に対するひとつの攻撃だ

と見なせるだろう。本論の提示する双側面的な枠組は、反実在論的でありながら、古典論

理の妥当性をも説明することができるからである。一方で、本論はそのような仕方で、彼

の哲学を論駁しようとするものではない。むしろ、本論の双側面説は、彼の意味理論的考

察において用いられる概念や原理を再検討し、より自然な仕方で位置づけなおすことで得

られる枠組である。われわれはこの枠組が、論理と意味理論と形而上学をめぐる議論を、

図式的な二項対立ではなく、より柔軟に、よりニュアンスに富んだ仕方で展開するための

基礎となりうる、と考えている。つまり本論は、彼の哲学に対する内在的な読み換えを通

して、ダメットの懐の深さを示そうとする試みなのである。
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第 1章

論理法則の正当化

1.1 論理法則

この章では、論理法則の正当化についてのダメットの議論を紹介する。例えば彼の「直

観主義論理の哲学的基底」は、次の問いをめぐって書かれた論文である。

数学的な推論において、古典論理の規範を拒否し、直観主義論理を採ることに対

して、いかなる説得力のある理由付けが存在しうるだろうか*1。(Dummett, 1975b,

215)

ダメットにとって、直観主義論理・数学の哲学的意義を明らかにすることは、フレーゲ哲

学の研究とともに、かれの哲学の中心をなす課題であった*2。直観主義の特徴は、排中律

(A∨ ¬A)や二重否定除去則 (¬¬Aから Aを推論してよい)といった、いわゆる構成的で

ない論理法則の普遍的妥当性の否認である。では、そのように論理法則を拒否したり、あ

るいは正当なものとして認めるとは、そもそもどういうことだろうか。『形而上学の論理

学的基礎』では、もう少し一般的な問いかけがなされている。

論理法則を、あるいは論理法則とされるものを正当化することは可能だろうか。そ

れが正当化を欠いていると示すことはできるだろうか。(Dummett, 1991b, 184)

*1 Dummett (1978)所収の論文にかんしては、邦訳『真理という謎』(藤田晋吾訳)を参考にしたが、適宜変
更を加えている。

*2 例えば比較的初期の論文「真理」(1959)にすでに次のような一節がある。「わたしがここで行ったのは、数
学的な言明について直観主義者が言っていることを通常の言明へと移しかえることであった」(Dummett,
1959, 17)。
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古典論理や直観主義論理といった特定の論理の批判や正当化は、場合によっては、その特

定の論理の特定の性質に訴えて (あるいは、特定の競合相手との差異に訴えて) なされう

るかもしれない。しかし、このふたつめの引用で問われているのは、論理法則に対する正

当化や批判という試みはそもそも可能なのか、ということである。

われわれは、自分たちが行う推論を、論理法則を用いて正当化する。例えば

(＊) オフィスにいないならボスはジムに行ってるはずだよ。いつもならこの時間

は、彼は仕事をしているかジムに行っているかのどっちかだから。

この推論を、

(※) Aか Bかのどちらかである。しかし Aではない。それゆえ Bだ

という法則の妥当性に訴えて正当化する (実践の記述としてより適切なのは、「この法則と

前提がどちらも正しいことを使って、結論を正当化する」かもしれない)。(＊) のように

具体的な日本語の表現で表される個別の「推論」と、(※)のような図式文字を使って表す

ことのできる「論理法則 (推論規則、図式)」のあいだの正当化関係については特別な問題

はないように思われる。われわれとダメットの関心は、後者の論理法則はいかにして正当

化されるか、である。

ダメットが「論理法則」ということで意味しているのは、「前提と結論の構造、および

その中での純粋に論理的な表現の存在にのみ依存する推論の原則」(Dummett, 1991b, 184)

である。彼は「推論の原則 (principle)」と「推論規則 (inference rule, rule of inference)」を

特に区別せず使っているので、われわれは以下では後者の「推論規則」という言葉を用い

ることにする。論理的な推論規則の例としては、先ほどの選言三段論法や、「Aならば B

である。しかし Bではない、それゆえ Aではない」というモードゥス・トレンス (後件否

定)などが挙げられる。Aや Bなどの図式文字を使って表されるこうした推論規則は、A

や Bの内容にかかわらず、こうした形式をした推論すべてに当てはまる法則であり、その

正しさの源泉は「ならば」や「でない」といった論理的な表現の意味にあると考えること

ができる。また、排中律のように、推論形式ではなくひとつの文の形で表現される、いわ

ゆる論理的真理は、推論の連鎖の中でいつでも前提して使うことのできる、特殊な推論規

則と見なされる。

考察の対象となる推論規則は、形式論理の言語を使って形式的に表現される。その際の

ひとつの問題は、論理法則の特徴づけに出てくる「純粋に論理的な表現」として、すなわ

ち論理定項として何を認めるかであろう。わたしの知るかぎり、ダメットはその明確な境
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界づけを与えてはいない。例えば、連言 ∧、選言 ∨、含意→、否定 ¬ *3という結合子 (演

算子)、および全称 ∀と存在 ∃という二つの一階量化子は「純粋に論理的な表現」あるい
は論理定項として扱われている (われわれはこれらを「標準的な」論理定項と呼ぶ)。他に

議論に出てくるのは、様相演算子 (必然性 □、可能性 ♢)や時制演算子である。二階の量

化子や真理述語、集合の抽象演算子 { | }などについての態度は不明である (これらは本論

の議論の範囲外でもある)。ダメットの関心は全体として、標準的な論理定項を使って表

現される論理法則の正当化にあり、論理的なもの (定項、法則)とそうでないものの境界設

定にはあまり注意は払われない。しかし、問題が論理法則の正当化である以上、論理の境

界設定についての考察が、何かしらの重要な視点を与えてくれる可能性はあるだろう。こ

れについては後で論じる。

1.2 さまざまな正当化と批判

論理法則の正当化や批判はいかにして可能かという一般的な問題の中でも、ダメットが

主要な関心をもっているのは、先に引用したとおり、直観主義論理の諸法則を正当化し、

古典論理に特徴的な (直観主義論理では非妥当な) 論理法則を批判することである。排中

律や二重否定除去則などが後者の代表例である。だが、ひとくちに論理法則の正当化・批

判といっても、そこにはさまざまなレベルや種類がある、とダメットは考えている。この

節では、古典／直観主義論理の間の争いがそれらのどこに位置づけられるか見ておくこと

にする。

1.2.1 説得と説明

ダメットは、論理法則のうちどれが正しくどれが間違っているという問題の前に、そも

そも論理法則の正当化や批判はいかにして可能かと問うている。それは、一見したところ

不可能に見えるからである。何かを正当化したり批判したりするために、何らかの論証を

行わなければならない。しかし上で見たように、そうした論証の正しさを保証するのが、

論理法則である。「何が妥当な論証を構成するのかについて意見が合わないのだとすると、

われわれはどのような基礎のもとに、そうした問題を論じればよいのか。そもそも、その

ような合理的な思考の基本法則を、合理的な仕方で疑うというのはいかにして可能なの

か」(Dummett, 1991b, 17)。

*3 ダメットは、否定は矛盾を表す命題定項⊥と含意を用いて ¬A := A → ⊥で定義されると考える。こ
れについては後に再び触れるが、現在の議論には影響はない。
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ダメットは、論理法則の正当化には三つのレベルがあると考えている (Dummett, 1975a,

297)。第一のレベルは、問題の論理法則を、より基本的な規則を使って導出する (与えら

れた体系の派生規則であることを示す)という仕方での正当化である。もちろん、どの法

則を基本的なものと見なすかは、そこでの体系化の仕方に依存するが、ここではそれは論

点ではない。ともあれ、この第一のレベルにはそれほど問題はないだろう。第二のレベル

は、他の規則の妥当性の基礎となっている、基本的な諸規則の正当化である。このレベル

では、循環が生じるざるをえないのではないかというのが上の疑念である。

基礎的なレベルの法則に対して正当化をしようとするなら、そこに含まれる論理定項の

意味に訴えることになる。現代では、形式論理の諸体系に対する意味論が、そうした論理

定項の意味を定めていると考えられている。だが、例えば A∧ Bから B∧Aを導く推論

規則 (連言の交換則) を、古典論理の二値意味論を使って正当化しようとすると次のよう

になる。

A∧ Bが真だとすると、Aが真であり、かつ、Bが真である。そ̀れ̀ゆ̀え̀、Bが真で

あり、かつ、Aが真である。それゆえ、B∧Aも真である。つまり、交換則は妥当

である。

「それゆえ」のステップでは、メタ言語の「かつ」にかんする交換則を使っている。ある

論理法則を正当化するためには、その意味論を与えているメタ言語での推論が必要であ

り、その推論は場合によっては、正当化したい法則とまったく同じ形式をしている。とす

ると、論理法則の正当化の問題は、メタ言語に舞台を移すだけのように見える。

このような、ある論理法則 R を正当化する論証において、それと同じ形式をもつ、メ

タ言語における論理法則 R ′ が用いられているという状況を、「プラグマティックな循環」

と呼ぶ (Dummett, 1991b, 202)。すべての論理法則の意味論的正当化において、プラグマ

ティックな循環が起こるわけではないだろうが、そうした正当化論証をいくつか集めれ

ば、そこではいくつかの推論形式が相互に依存しあう仕方での循環が生じているかもしれ

ない。いずれにせよ、意味論を持ち出しても、これ以上は遡ることのできないような確固

たる地盤がすぐに見えてくるわけではない。論理法則の正当化の連鎖が、どこかで循環に

陥らざるをえないという印象には、抗いがたいものがある。

ダメットはこのような考え方に対して、次の二種類の応答を提示している。ひとつは、

「説得」と「説明」の文脈を区別するという考え方に基づくもの、もうひとつは、正当化

の対象となる論理法則の範囲は限定されているという考え方に基づくものである。この節

では、ひとつめの応答を見ることにする。

上で見た循環が、意味論的正当化の価値を減じるものなのかどうかは、その正当化が
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与えられる目的に依存するとダメットは言う (Dummett, 1975a, 297),(Dummett, 1991b,

202)。もし、その目的が「説得」にあるなら、すなわち、本当に問題の法則の妥当性を

疑っている人に、その妥当性を納得してもらうことを目指しているなら、上のような循環

は致命的である。そのような循環を含む論証は、説得のための力は持ちえない。しかし、

正当化を行う目的が説得ではなく「説明」にあるなら事情は異なる。そこでは、問題の法

則の妥当性は認められているものとして話が始まる。そして、われわれは、その法則が妥

当であるという結論から逆向きに出発して、そのような結論を導き、かつ、その妥当性

をも̀っ̀と̀も̀う̀ま̀く̀説̀明̀してくれるような論証を探す。あるいはそのような論証で使用され

るべき、前提や推論法則を探す。それらの中に問題の法則 (のメタ・レベルでの対応物)が

含まれ、ある種の循環が生じていても、それは構わない*4。なぜなら、元の法則の妥当性

は認められており、その論理的な基礎づけが目指されているわけではないからだ。欲しい

のは「もっともうまい説明 (the most plausible explanation)」(Dummett, 1975a, 296)なの

である。この「説明」ということで、ダメットが考えているのは次のようなことだと思わ

れる。

ダメットは、「演繹的推論一般の可能性の説明」(Dummett, 1991b, 203)であるとか、「わ

れわれの言語使用においてそうした [演繹的] 論証が果たしている役割についての満足の

いく説明」(Dummett, 1975a, 296)といった表現を用いる。説明されるべきことの重点は、

個々の論理法則というよりも、演繹的推論という実践がそもそもどのように成り立ってい

るのか、あるいは、その実践が、言語を用いるという実践全体の中でどう位置づけられる

か、にある。これが第三の、より深いレベルでの正当化である。では、意味論的な正当化

論証は、この第三のレベルの正当化ないし説明にどのように貢献するのだろうか。

説得ではなく説明の文脈では、ある論理法則が妥当であるという結論から出発して、そ

の結論を導く前提を探す。そのようなとき、われわれは、当の法則に固有な、それにしか

通用しないような特殊な「前提」を求めるわけではないだろう。それを含む一群の論理法

則に対して体系的に正当化を与えることのできる、意味論という一般的、理論的な枠組を

求めるのである。そこで想定されている意味論とは、古典論理の二値意味論や、直観主義

論理や様相論理のクリプキ・モデルといった数学的な理論であるが、それらは、現実の推

論実践と適切に結びつけられて、演繹の可能性を説明するための理論的な土台となること

*4 一般に、メタ言語の論理法則 R ′ を使えば、必ずそれと同じ形式の対象言語における Rの妥当性が立証

される、というわけではない。例えば、直観主義論理に対するクリプキ意味論においては、メタ言語で

古典論理を用いても、対象言語において古典論理に特徴的な法則が正当化されるわけではない (Dummett,
1991b, 202-203)。この点で、プラグマティックな循環は、論証の前提の中に論証全体の結論そのものが含
まれているような、あからさまな循環とは異なる。後者が単なる同語反復で情報を持たないのに対し、前

者は何らかの情報をもつ可能性があるのである。
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が期待されている。ダメットの概念で言えば、説明の文脈での正当化論証の探索とは、言

語実践の全体を説明する「意味理論」に組み込まれ、そこでその土台として機能しうる適

切な意味論を探すことである。そのような適切な意味論さえ得られれば、その意味論によ

る正当化論証には、プラグマティックな循環が含まれていてもかまわない。目的は、論理

法則の正しさに究極的な基礎を与えることではなく、(ある一定の推論実践を所与として

認めた上で)その成り立ちを解明する理論を展開することだからである。

意味理論という概念については、あとでもう少し詳しく見ることにして、ここでは二つ

だけコメントしておきたい。ひとつめは、説明による正当化の考え方には、その裏返しと

して、論理法則に対する批判のアイディアも含まれているということである。説明の文脈

では、たとえ、ある論理法則を正当化する意味論が与えられたとしても、その意味論が意

味理論の土台となりえないようなものだとしたら、説明の試みは失敗である。つまり、説

明に失敗しているという理由で、意味論やそれが正当化する法則を批判する、というやり

方が考えられるのである。批判の方法については、次節でもう一度検討する。

ふたつめは、演繹的な推論実践を説明するというとき、何が説明されるべき事実なのか

についてである。演繹的推論がもつであろう多くの特徴のうち、その根幹をなすものとし

てダメットが考えているのは、それが知識を得るための、ある特殊な方法であるという点

である。すなわち、演繹的な推論は、トリビアルにも見える自明なステップを積み重ねる

ことで、想像もしていなかったような新しい知識をもたらしてくれる。「演繹的推論一般

の可̀能̀性̀の説明」と言うとき、ダメットが念頭に置いているのは、このような演繹による

知識の拡張という現象である。この現象はまた、本論の全体に関係するトピックでもあ

り、あとで詳しく取り上げる。

1.2.2 批判の方法

直観主義論理の正当化と古典論理の批判というダメットの目標は、説明としての正当化

の構図で理解できるかもしれない。すなわち、説明としての正当化は、自分たちが現に行

なっている実践の成り立ちを理̀解̀するためのものであって、ゼロからの基礎づけは目指さ

れていない。直観主義論理は、この文脈の中で正当化される。一方、前節の最後で示唆し

たように、現行の実践であっても、それを理解可能なものとして意味理論のレベルで説明

できないなら、修正すべきという圧力はかかるだろう。このように、説明の枠内からはみ

出るのが、古典論理に特徴的な諸法則というわけである。

しかし、そのような批判を、単純に説明の文脈に置くことはできないように思われる。

というのは、説明としての正当化で示されるのは、多くの人 (ないし自分たち)が妥当だと
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認めている法則がじっさい妥当だということだが、古典論理の批判は、多くの人が妥当だ

と認めている法則が、じつはそうではないという趣旨だからだ。そこにはやはり、説得と

いう要素が一定程度含まれているはずである。それゆえ特に、古典論理を批判する議論に

は、プラグマティックな循環が生じていてはいけない。排中律を使った論証によって、排

中律が妥当でないと説得される人はいないように思われる。

説得のための論証には、プラグマティックな循環も許されない。しかしそれも論証であ

る以上、何らかの論理法則に訴えざるをえず、今度はその妥当性を相手に認めさせねばな

らず、そういったことを繰り返すとやはりどこかで循環に巻き込まれるように思われる。

だがここでもダメットは、ある一定の推論実践を所与として出発してよいのだとする。と

いうのは、「演繹的推論のい̀か̀な̀る̀原理の妥当性も認めないような懐疑論者など存在しな

い」(Dummett, 1991b, 204)からである。あるいは、妥当とする論理法則の集合が、われ

われのそれとまったく共通部分を持たないような人々というのも考えがたいだろう。とに

かく、説得の場面で問題にされるのは、ある特定の範囲の論理法則だけであり、それ以外

の大部分は論争の両陣営の間で共有されていると考えてよいとする。そして、説得の文脈

での正当化や批判も、問題となっている法則には訴えず、共有された論理法則だけを用い

て展開できれば、それで十分であろう。元の話に戻ると、直観主義論理は古典論理の部分

だから、古典論理を批判するときに、直観主義論理で妥当な論理法則を使うことは許され

るだろうというわけである。

以上から読みとれるように、説得であれ説明であれ、正当化と批判をめぐるダメットの

姿勢は、「われわれはすでに演繹的推論に携わっている」(Dummett, 1991b, 296)というこ

とから出発する、というものだ*5。そして、例えばこの世界の構造であるとか、人間の思

考の本性的な傾向であるとか、そういった論理の外側の何かにまでさかのぼって論理法則

に究極的な基礎を与える、ということまでは考えていない。ある程度の推論実践は所与と

して受け入れた上で、それらが全体としていかにして秩序だっているかが理解できれば十

分なのである。こうした考え方は、あとで紹介する「調和」という概念に如実に現れてい

ると思われる。

1.3 意味理論

ダメットの「論理法則の正当化」というプロジェクトの構成は次のようにまとめること

ができるだろう。その目標は、ある言語 (ないしある言語断片)全体に対する意味理論に組

*5 論理法則の正当化が行われる文脈として、ある程度合理性の共有を前提するダメットの姿勢については、

金子 (2006,第 3章)から学んだ。
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み込むことができるような、そして、それを通して演繹的な推論実践の説明に貢献しうる

ような、そうした意味論を見つけることである。たとえ数学的には興味ある意味論であっ

ても、それを意味理論の中に組み込むことができないなら、正当化のためには使えない。

ある論理法則 (あるいはそれを含む論理体系) に対して、正当化のためには使えない意味

論しか与えられていないなら、われわれはその論理法則を、正当化を欠いているとして批

判できるだろう。ただし、説明としての正当化を与える論証の中では、プラグマティック

な循環は許されるが、批判を行う際には循環は避けるべきである。

このように、論理法則の正当化と批判は意味理論という文脈で行われる。この節では、

ダメットの「意味理論」の構想について概観する。

1.3.1 意味理論の構造

意味理論ないし意味の理論という構想の起源を、フレーゲに帰している。フレーゲは、

特に数学における言語実践を分析し、それを彼独自の概念記法という論理的言語へ形式化

したが、さらにその分析を言語全体に拡張し、「言語のはたらきについての一般的な説明」

(Dummett, 1981, 83)を与えようと試みた。フレーゲのそのような試みをダメットは「意

味の理論 (theory of meaning)」と呼ぶ。

言語のはたらきについての説明は、意味の理論である。というのは、ある表現がそ

の言語の一部としてどのように機能しているかを知ることは、その表現の意味を知

ることにほかならないからである。(Dummett, 1981, 83)

ダメットにとって意味の理論とは、要するに言語哲学そのものと言ってよいような、言語

とその意味にかんする一般的な哲学的考察であるが、その特色は問いの立て方にある。す

なわち、その考察は、言語とは何かとか意味とは何かというような抽象的な哲学的問題に

直接アタックするのではなく、意味を体系的に記述する理論をじっさいに構築するには

どうすればよいか、という問いをめぐって行われる (cf. Dummett, 1974, 1)。そのような、

その言語のすべての表現とすべての文に対して、その意味を特定する理論を「意味理論

(meaning theory)」という。

そうした記述 [意味理論] は、われわれの言語の言葉や表現が、現にもっていると

ころの意味をもつということがどういうことなのかを描き出してくれるだろう。

(Dummett, 1991b, 13)
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ダメットは「意味理論 (meaning theory)」と「意味の理論 (theory of meaning)」をそれ

ほど厳密に使い分けているわけではない。それらは、個別の言語 (日本語や英語といった

自然言語およびその断片が想定されている)に対して与えられる (想定上の)理論を指して

いたり、そうした諸理論がとるべき形式や従うべき原理についての一般的な考察を指して

いたりもする。本論でもそれほど混乱は生じないので、ある程度柔軟に使い分ける。

ダメットは、ある言語に対する意味理論は、いくつかの理論が組み合わさった多重構造

をとると考えている。少し長いが、次の引用はその構造を簡潔に説明してくれている。

真理の概念をその中心概念として採用する意味理論は、二つの部門からなる。理論

の中核となるのは真理の理論である。すなわち、当の言語の文の真理条件を帰納的

に特定する理論である。この中核部分は [文の真理条件の特定はそこに現れる語の

指示の特定から始まるから] 「指示の理論」と呼ぶほうがよいかもしれない。…指

示の理論を包み込む外殻は、意義の理論を形成するだろう。意義の理論は、指示の

理論の任意の部分についてのある話者の知識が何に存するのかを、その理論の命題

と話者の実践的な能力を相関させることで、規定する。指示の理論と意義の理論が

合わさって、意味の理論のひとつの部門を形成する。もうひとつの、補助的な部分

が力 (force)の理論である。力の理論は、ある文の発話が持ちうる、さまざまなタ

イプの慣習的な意味合い (significance)を説明するだろう。すなわち、そのような

文の発話によって行われるであろう、主張をしたり命令をしたり依頼をしたりと

いったさまざまな種類の言語行為に説明を与えるだろう。(Dummett, 1976, 40)

ここに出てくる、指示、意義、力という三つの概念は、フレーゲの Bedeutung, Sinn, Kraft

を原型としている。フレーゲの貢献は、これらの概念を通して、実質的に意味理論 (これ

自体はフレーゲの言葉ではないが)の構造を提示したところにあるとされる*6。

われわれの興味は、論理に対する意味論が、こうした意味理論の構造の中に組み込まれ

て正当化として機能する仕方である。前節で検討していた種類の意味論は、上の構造の中

では「指示の理論」に対応する。次節では、意義の理論・力の理論との関係も視野にいれ

ながら、ダメットが意味論ないし指示の理論ということで何を考えているかを見る。

*6 フレーゲ・ダメットの枠組では、指示・意義・力の他にもうひとつ、「色合い (tone)」が広い意味での意味
の一部と見なされる。色合いには例えば、動詞の能動形と受動形の違いから生じる印象の違いや、表現の

文学的な味わいなど、雑多で、概ね主観的な要素が含まれる。
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1.3.2 意味論と指示の理論

意味論ないし指示の理論ということでダメットが考えているのは、次のような理論であ

る。対象言語は自然言語の場合もあるが、さしあたり述語論理の形式言語で考える。

意味論は、対象言語の表現のカテゴリーに応じて、そのカテゴリーに属する表現に割

り当てるべき「意味論値 (semantic value)」の種類を定める。古典論理の二値意味論では、

例えば、名前 (個体定項) の意味論値は個体であり、関数表現は関数を、一項述語は性質

を (あるいはこれらの数学的代理物としての、「個体領域」として予め設定された集合の要

素、個体領域上の関数、そして個体領域の部分集合を)意味論値とする、などと定められ

る。各カテゴリーの意味論値は、それらが具体的に特定されたときに、すなわちある「解

釈 (interpretation)」が与えられたときに、それらに属する表現が合わさって形成される文

の真理条件を説明するために設定される。名前と一項述語からなる (原子) 文が、与えら

れた解釈において真であるのは、(その名前に意味論値として割り当てられた)個体が、(述

語に意味論値として割り当てられた)性質をもつときである、という具合に。

このようにして、原子文の (ある解釈のもとでの)真理条件が定められる。ただし、真理

の概念は意味論によってさまざまで、多値意味論では真偽だけでなく三つ以上の真理値が

想定されるし、様相論理や直観主義論理のクリプキ意味論では、真理は各世界に相対化さ

れる。文の下位表現の意味論値は、こうした真理の概念に合わせて、文全体の真理の決定

への寄与という観点から設定されねばならない。

文は論理定項によって組み合わされて、より複合的な文の構成要素となる。複合文の真

理条件を定めるには、その下位表現としての文それ自体の意味論値の種類も定められねば

ならない。古典論理の二値意味論は、文の意味論値として、その真偽 (真理値)そのものを

利用する特殊な意味論である。命題結合子は真理関数であり、それによって形成された複

合文の真偽は、結合されている文の真偽だけによって決まる。他の意味論ではそうとはか

ぎらず、文の真偽と意味論値は、関係はしているが区別されるべきものである。例えば、

様相論理の可能世界意味論では、必然性 □Aの世界 wにおける真理は、その部分 Aの w

における真理だけでなく、Aの (wから到達可能な)他の世界での真理をも参照する。だ

からこの場合、文 □A全体の真理値決定への寄与としての Aの意味論値は、例えば、A

を真とする世界の集合などと定められることになる。

上のような意味論では、解釈が与えられてある文の下位表現の意味論値がすべて決定さ

れれば、その解釈のもとでその文が真であるかどうかが自動的に決定する。それに対し

て、これからわれわれが検討するような、検証主義的な意味論においては、文の真偽と意
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味論値の間の関係はまた少し異なる。そのような意味論では、文の意味論値は簡単に言う

と、その文の証明と見なされる構成 (construction)の集合 (ないしはさまざまな構成一般を

証明とそうでないものに分類する規準)である。そして文が真であるのは、そのような集

合が空でない (つまり証明が存在する) ときである。それゆえ、文の意味論値が特定され

ても、その真偽は自動的に決まるわけではない。

いずれにせよ、意味論が行うのは、(1)各カテゴリーの表現がとるべき意味論値のタイ

プを定めること、そして、(2)それぞれの文に対して、与えられた解釈におけるその真理

条件を、その下位表現の意味論値とそれらの結合の仕方に応じて定めることである。それ

により、論理的妥当性が「すべての解釈のもとでの真理 (真理保存)」として定義される。

フレーゲ・ダメットの意味理論の考え方では、意味理論の中核を形成するのは、このよ

うな形式の意味論である。文の真理条件を規定するという意味で、これが「真理の理論」

とも呼ばれるのは明らかであろう。そして、「指示の理論」と呼ばれるのは、フレーゲ流

の意味論の考え方では、表現の意味論値は一般に、それが指示する存在者として規定され

るからである。だが、タイプを異にする意味論では、必ずしも意味論値が指示の観点から

与えられるとはかぎらない。それゆえ、例えば Dummett (1991b)などでは「指示の理論」

の代わりに、「意味論的理論 (semantic theory)」と呼ばれる。本論では、一貫して「意味

論」という言葉を用いる。

この「意味論」は、意味論値のタ̀イ̀プ̀と文の真理が決定される仕方を定めるだけであり、

個々の表現の具体的な意味論値にはかかわらない。論理学という目的にとってはこれで十

分である (cf. Dummett, 1981, 83)。非論理的な表現とは違って、論理定項の意味だけは、

単純な文の意味論値から複合文の真理条件を決定する仕方として説明されており、そして

可能な解釈の範囲さえ定まれば、上で見たように論理的妥当性は定義できるからである。

しかし、意味論が、純粋に数学的な理論であることを越えて、われわれが現実に従うべき、

論理定項の意味や論理的妥当性の説明になっているかどうかは、それが、より大きな意味

理論の中に、その中核理論として組み込まれうるかどうかに依存する。そこで問題は、意

味論を意味理論の中に組み込むとはどういうことかであろう。意味理論は言語の各表現の

意味を特定するのだから、意味論がとりうる複数の解釈のうち、ひとつの解釈を意図され

た解釈として固定したものが意味理論となるのだろうか。ダメットの考え方では必ずしも

そうではない。その理由は、一言で言えば、意味理論は「理解の理論」だからである。
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1.3.3 意味の理解と意義の理論

ある言語に対する意味論は、その言語の構文論的カテゴリーのそれぞれに対して、それ

に属する表現がとるべき意味論値のタイプを指定する。そして、与えられた解釈のもとで

の文の真理が、その構成要素表現の意味論値のタイプと、それらの表現から文が形成され

る仕方に応じて決定される仕方を説明する。意味論は、その言語に適した意味論的な解釈

の型を定めているだけで、個々の表現の意味を定めるわけではない。もちろん意味理論全

体の構想では後者の作業が必要とされることになるが、その作業を、個々の表現の現実の

意味論値を指定することと捉えるのは間違いである。というのは、意味論値は「意味の成

分 (ingredient)」(Dummett, 1981, 90-93)ではないからである。

この考え方は、フレーゲの意義 (Sinn)と指示 (Bedeutung)の区別に由来する (Frege,

1892)。ひとは、例えば「明けの明星」と「宵の明星」という言葉を、それらの指示対象

が同じであると知ることなく、理解することができる。そのときそのひとが知っているの

は、指示対象としての金星そのものではなく、その指示対象が与えられる仕方、あるいは

それを特定する仕方である (ある対象そのものについての知識とは何かというのはひとま

ずおくとして)。すなわち、「明けの明星」で把握されるのは、明け方の東の空に明るく見

える星、という特定の仕方であり、「宵の明星」は夕方の西の空に明るく見える星、とい

うことであろう。こうした「与えられ方」「特定の仕方」をフレーゲは「意義」と呼んだ。

言葉の意義とは、その言葉に対して適切な種類の指示 (ないし意味論値) を特定する何ら

かの手段である (cf. Dummett, 1981, 93)。

ダメットは、意味理論において、個々の表現に対して特定されるべき「意味」とは、ま

ず第一にそれらの意義 (にあたる事柄) であって、それらが現実にもつ指示ないし意味論

値ではないと考えている。あるひとがある表現を理解していると言われるとき、そのひと

が知っているのは、前者であって後者ではないからであり、意味理論が特定すべきはまさ

にそうした知識のはずだからである。

意味理論は理̀解̀の理論である。われわれが説明せねばならないのは、あるひと

が、ある言葉ないし表現が何を意味しているのかを知っているとき、すなわち、

彼がその言葉を理解しているときに知っている事柄とは何かということである。

(Dummett, 1981, 92)

もちろん、意味論や意味論値という概念が、意味という概念と関係がないなどというこ

とではない。意味や理解という直観的で掴みどころのない概念に対して、意味論はそれを
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特徴づけるための土台を与える。すなわち、意味の知識を記述するに際して依拠すべき

「意味論値の特定の仕方」という観点を与える。意味論の果たすべき重要な役割は、この

意味における土台としてのそれであって、現実の意味論値を指定することに重点はない。

意義の理論は意味論という土台の上で、言語理解に含まれる認知的な要素にかんする説

明を導入する。意味論は、文全体の真理値が、その形成の仕方に従って、構成要素表現の

意味論値から決定される仕方を説明する。意義の理論は、その真理値決定プロセスを、現

実のわれわれの認知的なプロセスと結びつける。例えば、一項述語と名前からなる原子文

に対しては、前者が表す性質と後者の指示する対象をそれぞれ特定し、前者が後者に当て

はまるかどうかを判定する、といったプロセスである。そこに登場する意味論値が同じで

あっても、それを特定するプロセスが異なるなら、得られる情報 (いわゆる「認識価値」)

も異なるというのが、「明けの明星」と「宵の明星」という例でフレーゲが提示した論点

であった。

表現の意味論値はそれが指示する (適切なタイプの)存在者であり、その指示の特定の仕

方が意義 (表現を理解しているときにもっている知識) であるという組み合わせは、じっ

さいには、ダメットがフレーゲに帰しているところの実在論的な真理条件的意味理論にお

ける構図であり、他のタイプの意味理論に適用可能かどうかは、ダメットの議論からもそ

れほど明らかではない*7。例えば、数学の言語に対する構成主義的ないし検証主義的な意

味理論では、表現の意味論値として指定されるのは、その指示ではなく、それに適切な仕

方で関連する数学的構成や計算法などといったものになるだろう。つまりこの場合、意味

論値と、表現を理解しているときに把握している事柄としての意義は、ほとんど同じよう

なものであるように思える。

このように、じっさいの意味理論の具体的な中身となるとそれほど見通しはよくない

が、「意味論とその外殻としての意義の理論」という意味理論の構成のポイントは、形式

的な意味論と、われわれの言語の「理解」や「知識」のあいだにつながりをつけるという

ことにある。われわれの関心事である論理法則の正当化の文脈に戻るならば、意味論は、

このような仕方で意義の理論と組み合わされることで、言語の言語としてのはたらきを説

明する意味理論に貢献しうるのであり、その限りにおいて正当化や批判のための効力を持

ちうることになる。逆に、それにふさわしい適切な意義の理論の中に組み込むことができ

ないような意味論は、(数学的な興味は別として)正当化には役に立たない形式的な道具立

てにすぎないということになるだろう。

*7 また、真理条件的な意味理論の内部でも、指示と意義の組み合わせが、述語や文といった、名前 (単称名
辞)以外の表現に一般に適用できるかということも、大きな議論になってきたところである (cf. Dummett,
1981, ch.7,12)。
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また、論理定項の意味論値それ自体は、ほかのカテゴリーの表現と違ってすべての解釈

で同じであり、その点で (解釈を固定しない)意味論によって、すでにその意味は定まって

いるとも言える。しかしそれでもやはり、意義の理論において、それを理解するとは、そ

の意味を知っているとはどういうことかという説明を必要とすることでは同じである。

ここで付け加えておくと、意味理論全体の中では、指示の理論 (意味論)と意義の理論が

その中核を構成し、それに補助的な部分として「力の理論」が添えられる。上の引用で説

明されているとおり、中核部分で説明される文の意味をもとに、主張や命令といった言語

行為の説明をする部分である。これについては、第 4章で双側面説を導入するさいにもう

一度触れることになる。

1.3.4 習得論証、表出論証

さて、ダメットは、このような「理解」「知識」との結びつきという観点において、二値

意味論の意味論としての適格性を批判し、それをもとに、古典論理の批判と、直観主義論

の正当化を目指す。「直観主義論理の哲学的基底」(Dummett, 1975b)を中心に、かれの議

論を見ておくことにする (以下の議論の整理においては、金子 (2006,第 4章)を参考にし

た)。そこでのトピックは、先に引用したように「数学における正しい論理は何か」である

から、考察対象は数学的な言明である。しかし、かれ自身認めているように、その考察は

数学の言語特有の性質に依存しない、意味理論が満たすべき一般的な制約をめぐるもので

ある。

二値意味論においてひとつの解釈を固定すると、対象言語のすべての文に対し、真あ

るいは偽いずれかの真理値が割り当てられる。この二値的な「真理 (真偽)」が、たんなる

「0,1」のような符丁ではなく、われわれのじっさいの言語使用にかかわるものだとすると、

この真理概念は一般に「認識超越的」であると言える。というのは、二値意味論は、対象

言語の中に、われわれの認識手段によってはその真理値を決定できないような言明——

実効的に決定不可能 (effectively undecidable)な言明——が含まれている場合でも、その

ような言明に真偽いずれかを割り当てるからである (実効的に決定不可能な言明の典型例

は、自然数全体など無限の総体の上への量化文で、有限回のステップによって真偽が判定

できないような言明 (Dummett, 1975a, 231)である)。

二値意味論が定める真理条件は、われわれがその成立を認識できるかどうかとは、原則

無関係である。ある文の真理を、われわれは認識できるかもしれないし、できないかもし

れない。しかしそのことと、その文が真という真理値をもつということのあいだに、必然

的な結びつきはない。ダメットの批判は、このような認識超越的な真理概念、真理条件を
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もとに、言語の理解を説明することはできないというものである。その議論には二つあ

り、それぞれ「表出論証 (manifestation argument)」「習得論証 (acquisition argument)」と

してよく知られている*8。

どちらの論証も、いわゆる意味使用説、すなわち「言葉の意味とはその用法である」と

いうスローガンを掲げる。使用説についてのダメットの説明は、例えば次のようなもので

ある。

数学的言明の意味は、その言明の使い方を決定し、また使い方によって余すところ

なく決定される。そのような言明の意味は、その言明を使う用法には表立って現れ

ず、その意味を把握している個人の心のなかにあるだけ、というようなものではあ

りえないし、そのようなものを当の意味の成分として含んでもいない。もし、二人

の人間がその言明の使い方について完全に合意しているなら、かれらはその言明の

意味について合意しているのである。(Dummett, 1975a, 216)

このような考え方に基づいて、まず「表出論証」は次のように進む (Dummett, 1975a, 217)。

あるひとがある表現を理解していたり、その表現の意味を知っているとき、その理解や

知識は何に存するか。そのひとはその表現を、別の (何らかの意味で)より基礎的な言葉で

言い換え、説明できるかもしれない。しかし、意味の知識が一般に「別の言葉で言い換え

る能力」に存するとすれば、それは無限背進を導くことになるだろう。意味の知識はどこ

かで、その内容を言葉では表すことのできない「暗黙の知識」となっていなければならな

い。そして、意味の知識の帰属が可能であるためには、そうした暗黙の知識をもっている

ひととそうでないひとの違いは (定義上言葉による説明の能力としては現れないのだから)

その表現をじっさいに使うさいのふるまいの違いとして表出 (manifest)されねばならな

い。それゆえ「数学的言明の意味の把握は、一般に、その言明をある一定の仕方で使う能

力、あるいは他人の使い方に対してある一定の仕方で応答する能力に存する」(Dummett,

1975a, 217)。

ところで、二値意味論は真理条件を文の意味として提示する。ではその知識は、どのよ

うに表出されるか。理想的には、その文の真偽を決定する手段を使って、その真理条件が

成立している (文が真である) ときには、そうであることを認識したり主張したりするこ

と、偽であるときにはそれを否認することにおいて、表出されるだろう。しかし、実効的

に決定不可能な言明の場合、「実効的に決定不可能」の定義上、そうした表出のルートは

閉ざされている。にもかかわらず、二値意味論は、認識の可能性を越えたところで成立し

*8 この名前は、C.ライトの命名によるそうである (cf.金子, 2006, 129)。
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たりしなかったりする真理条件をわれわれは把握できるということを主張している。つま

りその意味の中には、その文の使い方としては十分に表出されない、ミステリアスな部分

が残されるのである。

「習得論証」は次のように進む。数学の言語を習得するときわれわれが学ぶのはその使

い方である。例えば、ある数学的言明をどのようにして計算にして確立するのか、いつ確

立されたといえるのか、その言明は何から推論でき、そこから何を推論できるのか、等々

であり、それ以外には何もない。あるひとがある表現の意味を把握しているかを判定する

唯一の規準は、そのひとがその表現の「正しい使い方に習熟」(Dummett, 1975a, 217)して

いるかどうかである。とすると今度も同様に、われわれの認識を超越したところで、ある

いはそれと無関係に成立したりしなかったりする真理条件の把握に、われわれはいかにし

て辿り着くのか。「ことの性質上、その言明が真であるとはどういうことなのかを、その

言明の真理を確立するものとして扱うようわれわれが学んできた事柄から独立に理解する

ようになるということは、おそらく不可能だろう」(Dummett, 1968, 362)。

このように、認識超越的な真理条件の知識を、意味の知識として、その言明の使い方の

観点から説明することは困難である。その意味で、二値意味論は一般に、言語の理解のモ

デルとなるべき意味理論の土台とはなりえない。認識超越的な真理概念は、それに依拠し

て文の意味が説明されるところの、意味理論の中心概念にはなりえないのである。ここか

ら、ダメットは次のように結論する。

数学の言語の何らかの部分を学ぶとき、われわれがじっさいに学ぶのは、それぞれ

の言明について、何がその真理あるいは虚偽を確立すると見なされるのかを認識す

ることである。非常に単純な言明の場合には、われわれはその真偽を決定する何ら

かの計算手続きを学ぶ。より複合的な言明については、何がその言明の証明あるい

は反証と見なされるかを認識することを学ぶ。…それゆえわれわれは、真理の概念

に代えて証̀明̀の概念を、数学的な言明の意味の理論の中心概念として据えねばなら

ない。ある言明の意味の把握は、その証明が提示されたときにそれを証明として認

識する能力に存する…。(Dummett, 1975a, 225)

ここまでの考察を、数学とは別の領域にも一般的に適用するなら、望ましい中心概念は、

証明ではなく検証であろう。すなわち、「そのような見解においては、ある言明の意味を

知るとは、何がその言明を検証するものと見なされるか、すなわち、何がその真理を決

定的に確立するものと見なされるかを認識する能力をもつことである」(Dummett, 1975a,

227)。

こうして、ダメットにとって望ましい意味理論は、真理ではなく検証を中心に据えた
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「検証主義的意味理論」である。本論では、二値的な真理条件意味理論を排除する以上の

ようなダメットの議論 (いわゆる「ネガティブ・プログラム」の議論)を受け入れるところ

から出発する。本論が主にかかわるのは、かれの提示した意味理論に対する制約を満たす

仕方で意味理論を構築するにはどうすればよいか、その意味理論においていかにして論理

法則の正当化はなされるか、という、いわゆる「ポジティブ・プログラム」のほうである。

さてここで、いくつか注意をしておきたい。ひとつには、以上の表出論証や習得論証に

よって、二値意味論が却下されるのは、対象言語のなかに実効的に決定不可能な言明が含

まれているときである。例えば、算術の単純な等式計算だけからなる体系のように、真偽

がつねに決定可能な言語では、真理とその認識のあいだにギャップは生まれないので、そ

のような言語に対する意味論が二値的であることには障害はないのである。このことは、

次節で紹介する実在論／反実在論論争に関係する。

次に、これも次節の内容にかかわるが、以上の議論は二値意味論という意味論に対する

批判であり、古典論理の論理法則そのものに対する決定的な批判とはならない。古典論理

を正当化しうる意味論は、他にもありうるかもしれないからである。より強力な批判を行

うには、ダメットが望ましいとする検証主義的な意味論において、古典論理の全体は正当

化できない、ということを示す必要がある。そのためには、以上の一般的な意味理論的考

察では不十分で、具体的にそのような意味論を構築してみせなければならない。それが次

章で見る証明論的意味論である。

もうひとつは、上の議論で採用された使用説は、論理法則の批判や改訂を阻むように見

える、という点である。われわれは現実に古典論理の諸法則に従って推論しているし、少

なくとも、古典論理はある一定の推論規則や公理によって体系化されている。とすると、

われわれがじっさいに古典論理を使っているという事実によって、あるいは、古典論理の

公理系に従うと宣言すればそれだけで、古典論理は自明に正しいということになりはしな

いか。というのはもし、言語の意味が単純にその使い方に尽きるのだとすれば、それらを

正しいものとして扱うということが、まさにそれら論理法則の意味を構成するもののはず

だからである。これは、他のどんな馬鹿げた論理法則にも当てはまることだろうし、逆

に、直観主義論理の正当化も意味を失うということでもある。使用説と、ダメットが目指

す論理法則の正当化というプロジェクトのあいだには、見かけ上このような衝突がある。

これをどう解消するかが、検証主義の立場に立つ証明論的意味論のひとつの課題である。
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1.4 実在論／反実在論

すぐ前に述べたように、前節の議論は、二値意味論という意味論に対する批判であり、

古典論理の論理法則そのものに対する決定的な批判とはならない。しかし、ダメットに

とって二値原理に対する批判は、論理法則の正当化を越えてより大きな哲学的問題につな

がっている。すなわち、実在論と反実在論の対立という、形而上学の問題である。

前節でみた「直観主義論理の哲学的基底」における議論は、意味のモデルとは一般にい

かなるものであるべきかという考察から、論理法則の正当化と批判を引き出そうとするも

のだった。その論文では同時に、もうひとつのルートの可能性が検討されている。すなわ

ち、古典論理に基づく数学と、直観主義数学のあいだの形而上学的な見解の相違から、正

しい意味のモデルを決定し、それにより論理法則を正当化・批判する、というルートであ

る。前者の形而上学的立場は「プラトニズム」と呼ばれる。数学的対象はわれわれの認識

から独立に存在し、数学者は、天文学者が天体を研究するのと同じような意味あいにおい

て、数学的対象について研究するのだと考える、実在論的立場である。それに対して後者

は、数学的対象は人間精神による創造の所産であるとする、反実在論的な立場である。

もしプラトニズムが正しいなら、任意の数学的言明は、われわれによる認識とは関係な

く、どこかに存在する数学的対象なり構造なりによって、真偽いずれかに決定されている

はずだ。その意味で、数学の言語に対しては二値原理が成り立ち、古典論理がその言語を

支配すべき正しい論理だとされるだろう。逆に反実在論的な直観主義の立場が正しいな

ら、数学に対する適切な意味のモデルは、二値意味論ではなく、証明を中心概念に据える

意味論だということになるだろう。その意味論では、直観主義論理だけが正当化され、古

典論理に特徴的な諸法則は正当化されえないだろう。

このように、当該の言語が扱う存在者の領域にかんする形而上学的な見解の相違は、あ

るべき意味のモデルの性質についての違いを生み出し、それを経由して、論理法則の妥当

性にかんする違いを生み出す。とすれば、形而上学的な論争の解決を通して、論理法則の

正当化と批判を行うという行き方もあるのではないか。しかし、このルートには根本的な

問題がある。

難しいのは、そもそもこの形而上学的問題はいかなる基礎にもとづいて解決しうる

のか、それを知ることである。しかもこの段階では、われわれの数学的言明の理解

に対して、どのようなモデルを使うべきかさえ、われわれは知らないのである。結

局のところ、われわれは二つの比喩、二つの描像のあいだでどちらかを選ぶよう問
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われているのである。…一見したところでは、どちらの比喩も特に適切であるよう

には思えないし、どちらかが他方よりもより適切だというふうにも見えないのであ

る。(Dummett, 1975a, 229)

形而上学的な見解はしばしば、その正否を判定するために必要な、明確な内容の定式化を

欠いている。そのような見解の対立の解決を、論理法則の正当化プロジェクトの出発点に

おくことは、非生産的であろう。ダメットが、じっさいに習得され表出されうる「言語の

用法」の観点から、意味理論的考察を展開した所以でもある。

ダメットのさらなる洞察は、上の図式が逆転できると気づいた点にある。すなわち、形

而上学的論争から意味のモデルを決定するという方向は、前者の内容がそもそもはっきり

しないためにうまくいかない。それに対して、適切な意味のモデルをめぐる意味理論的な

考察には、ダメットが実例をもって示しているように、しっかりとした内実があると考え

られる。とすると、意味の理論の考察から、争点のはっきりしない形而上学的対立に解決

が与えられるのではないか。少なくとも、その争点を明確にすることはできるだろう。そ

の争点とは、二値原理である。

実在論と反実在論の争いは、ふつう、ある存在者のクラスの存在にかんする論争と理解

される。例えば、物理世界を構成する対象たち、心的な出来事や状態、数学的対象、未来

や過去の出来事など。このように、実在論論争が展開される領域にはさまざまなもので

あり、論争はそれぞれ別個に展開される。ダメットはそれを、問題の存在者たちについ

ての言̀明̀のクラスにかんする論争に転換する。そうした言明からなるクラスを「係争クラ

ス」と呼ぶ。

わたしは実在論を次のように特徴づける。すなわちそれは、係争クラスに属する言

明が、われわれがそれを知る手段とは独立に客観的な真理値をもっているという信

念である。それらは、われわれからは独立に存在する実在によって真あるいは偽な

のである。これに対抗して、反実在論者は、係争クラスに属する言明は、それらに

対する証拠と見なされる類の事柄のみを参照して理解されるべきだとする見解を提

示する。(Dummett, 1978, 146)

実在論とは、係争クラスの言明に対する意味のモデルとして、二値原理が成り立つ意味論

がふさわしいと考える立場であり、反実在論はそれを拒む立場である。前節で見たよう

に、二値意味論は一般には維持しえない意味論だが、二値的な真理概念が適用可能な領域

も存在しないわけではない。論争の各領域に応じて、二値性が成り立つかどうかを見てい

けばよい。このようにして、さまざまな領域の実在論論争を、意味の理論と真偽の二値性
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をめぐる論争として再定式化しようというのが、ダメットの提案である。

実在論論争の再定式化というアイディアは、「言語の意味から存在へ」というアプロー

チであり、フレーゲの哲学を批判的に継承したダメットの重要な洞察である*9。しかし、

残念ながら本論では、このアイディア自体についての考察は行えない。むしろ本論は、ダ

メットの図式にはすんなり収まらない事実を指摘することになる。すなわち、古典論理を

正当化するために、二値的な真理概念は必要なく、ダメットでも認められるような概念や

原理だけで十分だということである。

ダメットには、二値意味論と実在論、そして古典論理を、分かちがたく一体になったも

のとして扱う傾向がある。例えば、「古典論理の正当性を立証する唯̀一̀の観点、すなわち

真理条件による実在論的な意味のモデル」(Dummett, 1975a, 316,強調引用者)のような言

い方をするときもある。しかしそうではない。本論が示すように、ダメットの意味で反実

在論的な仕方で、古典論理を正当化するという可能性も開かれているのである。

さてここまでは、論理法則の正当化の背景をなす、ダメットの意味理論の構想を概観し

てきた。もちろん、以上はきわめて粗いスケッチである。例えば、Dummett (1974, 1976)

において大々的に展開される、デヴィドソン流の真理条件意味理論 (Davidson, 1984)に対

する批判は取り上げなかった。また、マッギンやマクダウェルをはじめとして、習得論証

や表出論証には反論が多く提示されている (McDowell, 1981; McGinn, 1980, etc.)。さら

に最近では、Miller (2003)のように、ダメットの “意味論的” な実在論／反実在論の定式

化が、現在の分析形而上学の議論とどう接続するのかといった検討も行われている。とは

いえ、われわれにはそれらをひとつひとつ吟味していく余裕はない。本論が興味をもって

いるのは、以上の構想を大枠で受け入れた上で、すなわち反実在論的、検証主義的な意味

理論の構想を受け入れた上で、そこでいかにして論理法則の正当化が行われるかを、より

具体的に検討することである。

1.5 演繹の正当化

議論をすすめることにしよう。前節で紹介した二値意味論に対するダメットの批判は、

習得や理解の表出という、意味理論に対する一般的な制約の観点から、意味のモデルとし

ての適格性を問うという議論だった。これらの議論とは別に、ダメットは、意味理論の役

割のうちでも、演繹的な推論実践の説明という部分に特化した考察も与えている。この節

*9 フレーゲ自身のこのアプローチに対するダメットの批判は、数学的対象の存在と「文脈原理」という意

味論的原理をめぐって展開される (Dummett, 1991a, 1995)。このトピックについては、拙論 (大西, 2006,
2008)でも取り上げた。



第 1章 論理法則の正当化 21

で主に取り上げるのは「演繹の正当化」という論文である。そこでは、「演繹的推論一般

の可能性」を説明するためには、推論の「妥当性と有用性」をともに説明せねばならない

という観点が提示される。この観点は、ダメットの意味理論構想と反実在論について包括

的な考察が展開される金子 (2006)においても、残念ながら扱われることがなく、さらに、

ダメットの「論理法則の正当化」にかかわる議論をより詳細に検討すべき証明論的意味論

の議論においても、あまり注目されてこなかった。しかしそこでは、二値意味論に対する

批判を越えて、意味論ないし意味理論のとるべき姿についてダメットが抱いているビジョ

ンがより積極的に提示されているのである。

1.5.1 演繹的推論の二面性

論理法則の正当化には、三つのレベルがあるのだった。第一のレベルは、論理法則をよ

り基本的な規則を用いて導出するという仕方での正当化であり、このレベルでは特に問題

は生じない。この種の正当化が依拠する基本的な諸法則に対して意味論的正当化を与える

のが、第二のレベルである。ここでの正当化論証は、プラグマティックな循環を含んでし

まう可能性があるが、それでも、説得ではなく説明の文脈においては一定の役割を果たし

うる。すなわち、そこで使われる意味論は、意味理論が演繹的推論という実践の成り立ち

を説明するに際して、その土台を提供するのである。これが第三のレベルでの正当化であ

り、そこで行われるのは「演繹的推論一般の可能性の説明」である。

第三のレベルの正当化が問題にするのは、個々の推論規則の妥当性ではなく、「そもそも

演繹的な論証はいかにして可能になるのか」「演繹的推論の存在」(Dummett, 1975a, 297)

である。つまり、演繹的な推論の成り立ちには、説明を必要とするような何らかの謎が含

まれている。その不思議さを、ダメットは二通りの観点から説明している。ひとつめは、

演繹的推論の「正当性 (妥当性)」と「有用性 (usefulness)」のあいだの緊張関係という観点

である。ここで「有用性」とは、演繹的推論によって、われわれはそれまでに知らなかっ

た新しい知識を獲得することができるということである。

演繹的な推論の存在が問題になるのは、推論の正当性 (legitimacy)を説明するため

に必要と思われる事柄と、その有用性 (usefulness)を説明するのに必要と思われる

事柄のあいだにある緊張関係のためである。推論が正当であるためには、その前提

を真として認識するプロセスは、その結論の真理を認識するために必要とされる事

柄を何であれ、すでに成し遂げているのでなければならない。一方、それが有用で

あるということは、前提に対して真理の認識が与えられたとしても、そのときに結

論に対する真理の認識がじっさいに与えられているとはかぎらないということであ
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る。(Dummett, 1975a, 297)

別の箇所でも、少し違う表現だが同じようなことを言っている。

[演繹的推論が] 説得的 (cogent)なものであるためには、演繹のあるステップの前

提が何かによって真になっているのなら、それによってすでにその結論も真になっ

ているということを、われわれが認識できるようになっていなければならない。一

方、それが生産的 (fruitful) であるためには、その結論を導くことが可能だというこ

とに気づくことなく、推論の前提を把握し、それが真であることを認めることがで

きなければならない。(Dummett, 1991a, 305)

推論が妥当であるとは、前提が真であれば結論も真だということだが、そこには何らかの

意味での必然性が含まれている。すなわち、前提を真であると認めるなら、結論も真だと

認めざるをえない。演繹的推論はこのような、有無を言わさぬ説得力をもつ。一方で、あ

る言明が真であることを知っていても、そこからの論理的帰結をすべて知っているという

わけではない。言い換えれば、演繹的推論は思いもよらぬ新しい知識をもたらしうる。ダ

メットは、正当性と有用性という二つの要請のあいだに「はっきりとした矛盾があるわけ

ではない」が、それらがどのように満たされているかを明らかにするような仕方で前提と

結論の結びつきを説明するのはなかなかに難しい、としている。

ふたつめの観点は「われわれが、ある言明の真理を認識するための間̀接̀的̀な手段をもつ

ということはいかにして可能なのか」(Dummett, 1975a, 298)というものである。ダメッ

トのお気に入りの例は、ケーニヒスベルクの橋の問題に対するオイラーの証明である。そ

れは、「ケーニヒスベルクの町にかかった 7本の橋をすべてちょうど一回ずつ渡って、元

の場所に帰ってくることはできるか」という一筆書きの問題だが、オイラーは、この問題

に対して「できない」という否定的な解決を与えた。その証明に基づくと、ある人がすべ

ての橋を少なくとも一回ずつ渡ったということさえチェックすれば、それだけで、彼がど

こかの橋をもう一度渡ったことがわかる。その人がどこかの橋を二回渡ったという言明が

真であることを、二度目の通過を観察するという直接的な方法で確立する必要はない。オ

イラーの証明は、間接的な真理の認識手段を与えてくれるのである。

真理の認識手段にかんする直接的／間接的という区別は、観察のみに基づくものと推論

を含むものといった区別ではない。言明の種類によっては、直接的なプロセスの中に推論

が本質的に含まれる場合もありうる。例えば、「Aかつ B」という連言の形をした文の真

理を確立しようとするなら、Aと Bの両方の真理を確立した上で、連言の導入則を用い

て問題の文を推論する、というプロセスこそが「直接的」と見なされるのにふさわしいだ
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ろう。これは、そうしたプロセスが「かつ」という言葉の意味の一部を構成しているから

と考えられる。

ダメットの言う直接的／間接的という区別は、当の言明の意味ないしその構造の問題で

ある。「ある言明を検証する直接的な手段とは、その言明とそこで用いられている構成要

素表現に対する意味のモデルを踏まえ、その言明の内部構造に対応して段階的に進められ

るような手段である」(Dummett, 1975a, 312)。意味論は、文の真理値が、その構成要素表

現の意味論値と文の形成に応じて決定される仕方を説明する。直接的な手段は、こうした

真理値決定プロセスに対応する。そして、演繹的推論は、意味論が提示する直接的なプロ

セスを経ることなく、それとは別のルートからの真理の認識を可能にするのである。

他方、ある言明に対する間接的な検証手段とは、その言明の意味把握の中に、直ちに明

らかになるような仕方では含まれていないようなプロセスである。演繹的推論の第二の謎

とは、想定されているふたつの種類の検証手段のあいだの関係にほかならない。「そのよ

うな [間接的な真理の認識をもたらす] 推論によって、直接的には確立されてこなかった

言明の真理を確立できるというのはどうしてだろうか」(Dummett, 1975a, 299)。

推論の妥当性と有用性の関係と、言明の意味に即応した直接的検証とそうとは限らない

間接的検証手段の関係、というふたつの観点は、基本的に同じようなことを言っている。

推論が妥当であり説得力をもつのは、そのステップが前提や結論の意味に忠実に従ってい

るからである。しかし、推論が有用であるためには、前提から導き出される結論は、それ

らの意味から直ちに明らかとは言えないようなものでなければならない。意味論ないし意

味理論が、論理法則に対して第三のレベルの正当化を与えると言えるためには、演繹的推

論がもつこのような二面性をどちらもおろそかにすることなく説明しなければならない。

これが「演繹的推論一般の可能性の説明」である。これはふつう、論理学の意味論のやる

仕事ではないが、その意味論が、現実の言語に対する意味のモデルとして役立ち、論理法

則を正当化する効力をもつと言うためには満たされるべき要請なのである。

1.5.2 全体論と調和

演繹的推論の本性についての考察が、改めて認識させてくれるのは、言葉の使用法は一

枚岩ではないということである。演繹的推論の存在は、文の真理を確立する手段として、

直接的なものと間接的なものを区別するよう要請してくる。あるいは少なくとも、それら

の中には複数の種類がありうるということである。このことは、意味使用説と、論理法則

の批判ないし改訂の可能性とのあいだの見かけ上の衝突を解消する方向を示唆している。

ダメットの考え方をより明確にするために、彼のおいている「全体論の拒否」という理
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論的前提を見ておこう。演繹的推論は間接的な検証手段を提供するが、真理を確立する方

法のあいだに、直接的／間接的という格差を設定する必要はあるのだろうか。何といって

もそれによって、直接的／間接的な手段のあいだの関係が問題になるのである。そうでは

なく、多種多様な方法を平等に扱い、それらの総体が意味を決めていると考えればよいの

ではないか。この考え方は、全体論的言語観につながる。

全体論的な見方によれば、個々の文の意味は、その真理を確立するための、その言

語の中に現存する、あらゆる可能な方法の全体によって特徴づけられる。その中に

は、演繹的推論を用いる方法も含まれる。(Dummett, 1975a, 302)

全体論的言語観は、推論の妥当性と有用性の両方に対して、ある一定の説明を与えるこ

とができるようにみえる。

全体論的見解によれば、演繹が有用であるのは、それによって、それなしでは到達

しえなかったような結論に、もっとも単純な論理形式をもつような結論にさえ、到

達することができるからである。それが正当化されるのは、単純に、その演繹が、

われわれの言語実践全体の一部だからである。(Dummett, 1975a, 303)

ただ、この説明に満足する人は少ないだろう。ここで言われているのは、実質的に、正当

化などそもそも必要ないということだからだ。「われわれは自分たちが話したいように話

す」のであって、そしてそのような実践の全体が意味を決める。演繹的推論もそのような

実践の一部である以上、「ある推論形式が満足すべきものとして要請しうる条件などとい

うものはそもそも存在せず、それゆえ、示すべきこと [そうした条件に照らした正当化] な

どなにもない」(Dummett, 1975a, 304)。全体論はこのように言っているように見える、と

ダメットは言う。

全体論的言語観では、現行の言語実践はまったくの所与とされ、論理法則の正当化であ

れ批判であれ、そもそも意味をなさない。ダメットのこの捉え方が、全体論に対する批判

になっているかどうか、あるいはダメット自身が批判を意図しているのかどうかは微妙な

ところである*10。いまわれわれが主に依拠している「演繹の正当化」という論文では、例

えば「演繹的推論体系が正当化を要求しているように見えるのは、全体論が拒否されると

きである」(Dummett, 1978, 304)のように書くだけで、だから全体論は拒否されるべきだ

とまでは言わない。自分のプロジェクトと全体論は相性が悪いので、自分の前提として全

体論は拒否すると言っているだけのようにも読めるからである。ただ、ここから次のよう

*10ダメットの全体論的言語観に対する批判は、いま見ている論点に尽きるものではなく、他の論文や著作で

は別の論点から批判を展開している (cf. Dummett, 1976, 1991b, ch.10, etc.)。
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な考えは読みとれる。

まず、金子 (金子, 2006, 114)が指摘するように、ダメットは全体論の特徴を説明すると

きに、上で引用した「われわれは自分たちが話したいように話す」のような言い方をする。

もちろんここにはネガティヴなニュアンスが伴っており、ダメットが言いたいのは、言語

には規範性があるはずだということである。金子はさらにもう一歩進んで、「全体論的観

点では規範の概念が意義をもちえない」という理由でダメットは全体論を批判している、

と見るが、上で書いたようにこれについてはひとまずおく*11。ともかくも言えるのは、ダ

メットは使用説をベースとしつつも、それと同じくらい、言語の規範性も重視していると

いうことである。言語使用は恣意的なものではなく、正しい用法とそうではない用法があ

る。彼の構想する意味理論は、推論の正しさを規定する論理のための意味論を土台とする

のだから、そこに体現される言語観が規範的な要素を含むのは自然なことだろう。あるい

は逆に、演繹的推論を言語にかんする一般的な考察の出発点とするのは、言語の規範性を

捉えんがため、という言い方さえできるかもしれない。

言語実践が規範的な営みであるというのは、それ自体は平凡な考え方であろうし、それ

をダメットに帰するのも、彼は明示的に「normativity」のような言葉を使うわけではない

とはいえ、それほど的を外したものではないと思われる。ただ彼の重点は、規範性の源泉

をどこに求めるかということにあるといってよいだろう。そもそも、現在の文脈で全体論

という話が出てきたのは、言語の用法には複数の相ないし側面があるという事実をどう扱

うかという関連においてだった。ここに、現行の言語実践を批判し、改訂を迫る可能性が

出てくる。自分たちが話したいように話し、そうすることで、言葉に意味させたいことを

意味させるというのは、トリビアルなことではない。言葉は複数の仕方で使われるもので

あり、それゆえに、その使い方は首尾一貫したものではないかもしれないのである。言語

実践において「不具合の可能性が生じるのは主に、われわれの言語実践を支配する原理の

複数性に由来する。言語が意図されたとおりにはたらくには、そうした諸原則は互いに調

和していなければならない」(Dummett, 1991b, 210)。複数の使用法のあいだに齟齬が生じ

ているのなら、その実践は修正が必要だろう。その裏返しとして、言語のもつ複数の相が

首尾一貫したものであること、ダメットの言葉では「調和 (harmony)」を保っていること

を示すという仕方で、推論規則を正当化するという行き方も見えてくるのである。

*11金子も、こうした読みについては自分の推測がかなり混じっていると断っている (金子, 2006, 118)。
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1.5.3 分子論的言語観

全体論的な言語観のもとでは、論理法則の正当化や批判は意味をなさない。それが意味

をなすのは、次のような分子論的な言語観をとったときである。

演繹的推論体系が正当化を要求しているように見えるのは、全体論が拒否されると

き、すなわち、それぞれの文が、それ自体の内部構造だけに依存して、そして、そ

の文が埋め込まれた言語からは独立に、それ固有の内容を持つものとして表される

だろうとわれわれが想定するときである。(Dummett, 1975a, 304)

われわれが「意味論」として考えてきた理論は分子論的である。それは、文の真理条件を、

構成要素表現の意味論値と、文の形成の仕方に従って規定するのだった。文の意味は、そ

れを含む言語全体を参照せずとも、その内部構造と構成要素の意味だけから決定できる。

その構成要素の意味は、それが他の文に現れるときの使い方にも依存するだろうから、ひ

とつの文をそれ単独で理解できるというのはありえそうにない。それは、当の言語のある

程度大きな断片全体の習得を前提することになるかもしれない。つまり、ダメットの考え

ているのは、全体論的でも、逆に原子論的でもない、分子論的な言語観である。本質的な

のは、

それぞれの文に対して、それが属する言語全体の記述からは独立な、個別的な内容

の表示 (representation)が存在しなければならないということ、そして、文のあい

だに、その複雑さの程度に応じた区別を設けることができ、いかなる文の意味表

示も、それよりも大きな複雑性をもつ文の意味表示を含まないということである。

(Dummett, 1975a, 305)

ここでの要求を満たすような仕方で、自然言語の表現一般に対してじっさいに複雑性を割

り振るというのは、かなり困難な仕事に見える。ただ、われわれが興味をもっているのは

論理定項であり、現代の標準的な構文論での形式化を前提しているので、この問題につい

ては踏み込まない。いずれにせよ、ダメットが考察しているような現代論理学の代表的な

意味論は、どれも文 (論理式) の複雑さにかんする帰納法で真理条件を定めるので、分子

論の要請だけなら間違いなく満たしている。問題はその先である。意味論ないし意味理論

は、演繹的推論の妥当性と有用性の両方を説明することが求められている。分子論的な意

味論は、いかにしてこの要求を満たしうるのか。それを満たすためには、その意味論はど

のようなものでなければならないか。
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1.5.4 保存的拡大

「演繹的推論の妥当性と有用性の両方を説明しうる意味論」の具体的な姿は、『形而上学

の論理的基礎』で提示される、いわゆるダメットの証明論的意味論である。それについて

は次章で見る。ここではそれに先立って、上記の要請をもう少し詳しく検討し、ダメット

の意味論に動機づけを与えておきたい。

まずは、問題の所在を明確化するところから始めよう。ダメットは、演繹的推論の妥当

性と有用性のあいだには、はっきりとした矛盾とはいえないが、ある種のディレンマがあ

ると考えている。推論の妥当性をちゃんと説明しようとすると、推論による知識の獲得が

説明できなくなり、逆もまた然りということである。ただし、こうした “ディレンマ” が

生じる場面は限られている。

ある意味論が与えられており、そこでは例えば、ふたつの前提からある結論を導く推論

規則が妥当だとされているとする。このとき、一方の前提が真であることを自分ですでに

知っており、もう一方の前提が真であることを誰かから聞き知ったら、合わせて結論が真

であるということがわかる。他人から聞いたことではなくとも、ふたつめの前提が真であ

ることを (忘れていたのだが) 思̀い̀出̀し̀た̀、という場合も同様である。演繹的推論は、出処

の違う複数の情報を組み合わせて、そこから新しい知識を導くことを可能にする。意味論

はそのような導出を正当化したり、それに反例を与えて反駁したりするだろう。こうした

状況には、あるいは推論の際に起こっていることをこのように記述するかぎりでは、問題

は感じられない (cf. Dummett, 1975a, 306)。

ダメットにとって、前提の知識のソースの異同はそれほど重要ではない。前提の知識は

どれも、自分でまさにいま自覚的にもっているものと考えてかまわない。重要なのは、結

論を導く推論が直接的かどうかの違いである。その推論が、結論の意味を反映した直接的

な検証プロセスの一部を構成しているときは問題にはならない。分子論的な意味論では、

文の真理値が、構成要素の意味論値から文の形成に従って決定される仕方が定められてい

る。このプロセスに即応して進められるのが直接的な検証である。Aと Bから A∧ Bを

導く連言の導入則による推論がその例であった。この場合、その推論は明らかに妥当で

あり、われわれは結論の真理を認識する。ここには何の不思議もない。単に、文の意味に

従ってその検証を行っただけである (cf. Dummett, 1975a, 312)。

問題になるのは、間接的な検証である。ケーニヒスベルクの橋にかんするオイラーの

証明の例では、ある人がすべての橋を渡ったという前提から、どこかの橋を少なくとも

二回渡ったという結論が導かれる。ここでは、結論の直接的な検証は与えられていない。
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この場合の直接的な検証とは、どこかの橋で二回渡るところをじっさいに観察すること

だと言ってよいだろう。だが、オイラーの証明の、あるいは演繹的推論一般の効用は、

じ̀っ̀さ̀い̀に̀見̀な̀く̀と̀も̀二回渡ったことはわかるということにほかならない。演繹的推論

は、「現実の条件のもとでは、その推論様式を使うことなしには到達できなかったはずの

結論へと、われわれを導く」(Dummett, 1975a, 316)。こうした間接的な検証を、真理を確

立するひとつの手段と考えるなら、そこで想定されている「真理」の概念は「直̀接̀的̀な̀手

段のみによる真理の認識を越えていなければならない」。その一方で、全体論を採らず、

言語の諸用法のあいだの「調和」にもとづく正当化や批判の可能性を確保したいなら、間

接的な推論によってもたらされる「真理」はやはり「言明の真理を直接的に確立しうる

手段と何らかの明確な関係を持っていなければならない。というのは、そうした直接的

な手段が、われわれが採用した意味のモデルに応じた言明の内容を反映しているからだ」

(Dummett, 1975a, 313)。妥当な演繹的推論によって、前提から真理へと伝達されていく真

理とは、直接的な認識手段を越えているものであると同時に、それに忠実なものでもなけ

ればならない。この状況を、どちらもおろそかにせず説明するのが、意味論の任務である。

間接的 (だが妥当とされる)推論と、直接的な手段の関係は次のようなものであろう。こ

れはダメットの例ではないが、例えば、ある整数の各位の数を足すと 3の倍数になるの

で、そこから元の数が 3の倍数であると結論する、という推論を考える。これは、元の数

をじっさいに 3で割ってみるという計算を必要としない、間接的な推論である。われわれ

が、この結論を真として認めるのは、各位の数の和が 3の倍数であることを表す式を、元

の数が 3の倍数であることを表す式へと変形する手続きがあるから (あるいは誰かがそれ

を証明してくれていると信頼しているから)である。だからい̀ざ̀と̀な̀れ̀ば̀、その手続きに

従って計算を行い、元の数が 3の倍数であるということの直接的な検証を与えられると

知っているからである。

ケーニヒスベルクの例であれば、「すべての橋を渡った」という前提から「どこかで二

回渡った」という結論への推論が妥当であるとわれわれが認めるのは、なぜか。じっさい

に見ていないのに、なぜそれがわかるのか。ひとつの答えは、それは、オイラーの証明が

「一方のパターン [すべての橋を渡ったこと] を示すどのような経路表示であっても、他方

のパターン [どこかで二回渡ったこと] を示すような表示へと変換することのできる、実

効的な手段」を提示しているから、というものである (Dummett, 1975a, 308)*12。

*12われわれが問題にしているのは、メタ言語を用いた意味論的な正当化であるが、ダメットがここで提示し

ている妥当性の根拠 (オイラーの証明)は、前提から結論へと至る対象レベルでの推論連鎖のように見え
る。もちろん、オイラーの証明に相当する論証をメタ言語で展開することは可能であろうから、ここでは

問題なかろう。ダメットはここに限らず、メタ・レベルと対象レベルを自由に行き来するような語り方を
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ここでの間接的な推論に対する妥当性、ないしそれによって導かれる結論の真理の規準

は、前提の検証が与えられれば、それを再配置して、結論の直接的な検証へと作り変え

ることができる、ないしそのような実効的な方法が存在するというものである*13。これ

は言い換えれば、直接的な方法ではそもそも確立できなかったような文が、その推論に

よって新しく確立できるようになってしまってはいけない、というものである。すなわ

ち、推論が妥当であるとは、その規則を含む言語が、それを含まない言語断片の保存的拡

大 (conservative extension)になっているということである。ダメットが、言語の諸用法の

あいだの「調和」と呼ぶ (もののひとつ)のが、この保存性である (Dummett, 1975b, 222),

(Dummett, 1975a, 302-303)。間接的な検証方法を導入しても、それは元々の意味に忠実で

あり、それゆえ、言語の使用法全体は首尾一貫しているということである。

保存的拡大および調和という概念が、ダメットの枠組において、演繹的推論の妥当性と

有用性を両方ともに説明するための基本的な道具である。ただし、それらの説明は事柄の

性質上、それほどクリアカットなものではない。

まず、ひとつめの 3の倍数の例の場合、推論の妥当性 (元の意味に忠実であること)に文

句は付けられないが、有用性をどこまで主張できるかは難しいところかもしれない。それ

は、直接的な計算に容易に還元可能な、少し便利な計算法くらいのものに見えるからであ

る。ただ、計算すべき数がきわめて大きくなれば、あるいは、もっと複雑な計算や証明で

あれば、直接的な検証を与えるのは現実的に難しくなるだろう。先の引用をもう一度引く

と、間接的な推論は「現̀実̀の̀条̀件̀の̀も̀と̀で̀は̀、その推論様式を使うことなしには到達でき

なかったはずの結論」(Dummett, 1975a, 316,強調引用者)を導いてくれる。ダメットは、

有用性に絶対的な規準はなく、その都度の現実の認識手段に相対的な程度問題として考え

ていると思われる。逆に、妥当性については、次のような言い回しが特徴的である。

ある言明が真だと認められるのは、その真理を直接的手段で確立することのでき

る、原理的には実効的な手段 (effective means in principle)をもっているときであ

る。(Dummett, 1975a, 313)

数学的な主張とは、主張された言明が真であるという申し立てではなく、それを真

にする、原理的には実効的 (effective in principle)な方法を保持しているということ

である。(Dummett, 1991b, 179)

する。

*13ダメットは、このような「方法」としてつねに実効的 (effective)なもの (有限回の機械的なステップで終了
する手続き)のみを考える。これは意味論を与えるメタ言語に対する制約であり、議論の余地はありうる。
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つまり、現実のリソースでは直接的な検証をもたらすことができなくとも、それをもたら

しうる原理的な方法さえ提示されていれば、それで十分だとするのである。

上のような、純粋に数学的な推論の場合、その妥当性と有用性は、現実の計算や証明可

能性と、原理的な可能性のあいだのギャップにもとづいて、うまく両立しつつ説明される

ように見える。それに対して経験的な言明にかかわる推論の場合には、事情はよりデリ

ケートになる。「保存的拡大」は、本来、形式体系に対して定義された概念である*14。ダ

メットはそれを、経験的な言明も含む自然言語と、関連する認識の方法一般に応用しよう

としている。

経験的な言明の場合に起こるのは、次のような事態である。ケーニヒスベルクの街を散

歩するひとを観察して、彼がすべての橋を渡ったことは観察によって検証したとする。オ

イラーの証明は、上のような意味での保存性を示してくれているから、われわれは、その

人がどこかの橋を二回渡ったはずだと結論する。しかし、われわれはもはやそれを直接的

に確かめることはできない。なぜなら、散歩はもう終わっているからだ。数学において

は、検証 (計算や作図など)は原則的に何回も繰り返せるが、経験的な言明の場合、検証は

再現可能とはかぎらない。そのようなとき、意味論的な正当化論証は、結論の直接的検証

となるような観察を再び作り出すことはできないのである。

このことにより、この場合の保存的拡大とそれに基づく推論の妥当性の概念には、デリ

ケートな様相が付け加えられることになる。すなわち、推論が妥当であるときに一般に言

いうるのはたかだか、前提に対する直接的な検証が与えられれば、そのもとで結論の直接

的な検証も得られるは̀ず̀だ̀、ということまでである。あるいは「[主張の] 正しさの十分条

件は、ある適切な時間において、ある適切な状況におかれた者ならば、じっさいになされ

た観察を主張された言明の検証へと変換できるは̀ず̀ (could haveconverted)の実効的な手

段が存在する、というものである」(Dummett, 1991b, 268)。

このような推論の場合、有用性については疑う余地はない。もはや直接的には知りえな

いことを、その推論によってわれわれは知ることができる。その代わり、その妥当性につ

いては疑念が生じうるかもしれない。「ここで正当化の連鎖は途切れる」とダメットは言

う。ただ、それを受け入れることで、われわれの認識は飛躍的に拡大しているのだ、とも

言う。

われわれはただそれを受け入れているのである。もし受け入れなくなったとした

*14形式体系の定義にも依存するが、保存的拡大の概念は一般に次のような仕方で定義される。言語 L上の

システム Sが、言語 L ′ ⊆ L上のシステム S ′ の保存的拡大であるのは、任意の L ′ の文Aについて、A

が Sで証明可能であることとAが S ′ で証明可能であることが同値になるときである。これについては

後にもう一度触れる。
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ら、われわれの言語もわれわれの世界観の全体も変わってしまうはずである。その

ときにはわれわれは、自分たちを取り囲む実在に対する理解が、格段に貧しくなっ

てしまったことに気づくはずである。(Dummett, 1991b, 179)

ダメットが目指しているのは、演繹的推論の可能性を疑う懐疑論者を説得することではな

く、われわれの実践がいかにして成り立っているかを説明するという仕方での正当化で

あった。それゆえ、このようにして、「われわれが現にそうしているから」ということ以

上は言えないような段階に行き当たることそれ自体は問題ではない。重要なのは、このよ

うな到達点が何を意味しているかである。

1.5.5 真理

まず改めて確認しておきたいのは、演繹的推論の存在は、ある言語のための意味論に対

し、その言語に適した真理の概念とは何かという問いを提起するということである。これ

まで想定してきたのは、意味論は、その言語のそれぞれの文に対して、その内部構造に

従って真理条件を説明するということ、そして、その真理条件は、まず第一にその文の真

理を認識する直接的な手段と関係しているということである。しかし、演繹的推論の存在

は、文全体の真理を、その直接的な認識手段を越えたところに設定するよう要求する。意

味論は、内部構造に応じた検証プロセスだけでなく、それと関係しつつも別個のものとし

て、文の真理条件を定めなければならない*15。

第二に、そのようにして設定されるべき真理の概念は一般に、ある程度、実在論的なも

のになるだろう。

[演繹的推論を妥当でもあり有用でもあるという仕方で正当化することが可能であ

るためには] われわれは、ある言明の真理をまだ直接的に認識していないときで

あっても、それを認識可能にするような諸事情が成り立っているときには、それで

もってその言明に真理を認め、そのことによって、どれだけ小さな距離であろう

と、実在論へ向かう道のりに沿って旅する必要がある。(Dummett, 1975a, 314)

この実在論よりの真理概念を、ダメットは「その言明を真にするような事柄」の概念とも

言っている (Dummett, 1975a, 315)。この論点について、ダメットはあまり詳しくは論じ

ていないので、再構成も交えながらもう少し敷衍してみたい。

*15『形而上学の論理的基礎』では、われわれが「主張の正しさ」という概念に加えて真理の概念までをも必

要とするその一因は、演繹的推論の存在にあるとしている (Dummett, 1991b, ch.7, esp. 175–183)。
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全体論的言語観においては、有意味性の最小単位は言語の全体である。それらが全体と

してこの世界なり実在なりを表す。分子論的言語観のもとでは、ひとつの文は、言語全体

ではなくその限定された断片にのみ依存する個別的な内容をもつ。言い換えるとそれは、

この世界全体のうちの、ある一部分、ある一側面を表現しているにすぎない。それゆえ、

そうした内容に従って決まる、文の直接的な検証とされるものもまた、部分的ないし一面

的な性格をもつ。ケーニヒスベルクの例における、「あるひとがすべての橋を渡った」の

直接的な検証とは、その文字通り、(あるひとつづきの行程において)そのひとがすべての

橋を少なくとも一回ずつ渡ったことを観察すればよく、言い換えれば、彼の全行程をつぶ

さに見ておくことまで要求されていない。

しかし、上の前提から、彼がどこかの橋を二回渡ったはずだと推論するとき、われわれ

は、彼の行程を、前提が捉えているのとはまた別の側面から眺めることができると考え

る。前提の真理を直接的な仕方で認識するとき、それが真理であるからには、検証におい

て引き合いに出された事柄だけでなく、それらを取り囲むある一定の状況が、世界の側に

用意されているとわれわれは考える。そして、前提を真にしているその状況が結論をも真

にするからこそ、「もし仮に、彼の全行程にかんする十分に詳細な観察が与えられれば、

その中で彼が同じ橋を二度渡るところを観察で̀き̀た̀は̀ず̀だ」という仕方で、結論が真であ

ることを受け入れるのである。こうした状況なり事態なりがダメットの言う「言明を真に

する事柄」であろう。演繹的な推論による知識の拡張を認めるなら、この類の概念を、ど

れだけ弱いものであっても (however attenuated)導入しなければならないというのが、ダ

メットの考えである (cf. Dummett, 1975a, 315)。

この「言明を真にする事柄」を、ここで仮にその言明の「内容」と呼んでおこう。言明

の内容はいわば第二の「意味」であって、意味論によってまず第一に規定される「意味」

とは、区別されねばならない。文の直接的な検証と即応した形式をもつ前者に対し、それ

を越える真理概念に従うものとして導入されるのが前者だからである。そして、こうした

「内容」や「真理」こそ、前段落で見たように、推論の妥当性の特徴付けとして一般に、前

提から結論へと真理が保存されるとか、前提の内容に結論の内容が含まれていると言われ

る際に、引き合いに出されるべき概念である。その一方で同時に、妥当な推論において増

大しないということが、この内容概念の要件であるから、この概念だけでは推論の有用性

が説明できないことも明らかである。有用性は、内容と直接的な検証とのギャップによっ

て説明される。ただしそのギャップは、ある一定の保存的拡大の概念に従い、たとえ緩い

仕方であっても埋められる可能性のあるものでなければならない。

演繹的推論の妥当性と有用性の両方を説明するためには、以上のような概念的道具立て

が必要であるとダメットは考えた。そして、彼はこの枠組の観点からも、実在論的な二値
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意味論に対して批判を与えている。その主旨は要するに、二値意味論は以上の要求のすべ

てを満たすことはできないということである。

実在論的な意味論は、それぞれの文がどのような事態のもとで真になるか、すなわちそ

の文の真理条件を定める。真理条件は文の形成に従って分子論的に説明されるため、そこ

から直接的な検証プロセスを自明な仕方で読みとれるようにも思える。すなわち、原子文

の真理値を決定し、その真理値から論理定項の意味に従って、複合文の真理値を決定し、

というプロセスである。しかし、(われわれの言葉遣いにおける)この第一の意味それ自体

には、少なくとも一般には、二値原理を要求するような要素は含まれていない。論理定項

を含まず、原子文だけからなる言語で考えてみよう。そうした単純な文から、その真理を

直接的に確立するために、どのような観察や計算、測定が必要とされるかを、われわれは

読みとることができるだろう。しかし誰も、われわれの現実の条件下において、そのよう

な直接的な検証手段を行使することで、いつでもすべての文を真あるいは偽のいずれかに

決定できるとは考えないだろう。これはもちろん、当の意味論が扱う言語の範囲に依存す

る。初等的な計算や、有限個の対象に対する測定 (ひとの身長体重など)といった、限られ

た範囲の事象を表現する言語であれば、すなわち、ダメットが言うところの「決定可能な

言明」に対しては、二値的な真理概念がふさわしいといってよいだろう。ただし、決定可

能であれ不可能であれ、ひとつ言えるのは、直接的な検証プロセスの中で、二値原理がそ

うした検証のための原理として引き合いに出されることはないはずだということである。

決定可能な言明の二値性は、その検証手続きの性質から帰結する結果であって、その前提

ではないはずである。

二値性が前提として要求されるのは、直接的な検証プロセスを越えて、演繹的推論に

よって間接的に真理を確立しようとするときである。そして、実在論的な意味論に、実在

論としての実質を付与しているのは、このようにして要求される二値原理であり、それに

従って定式化される内容 (第二の意味) の概念にほかならない。すなわち、ある文の内容

とは、それを真にする事態ないしそれを含む世界の集合であり、実在において、その事態

は成り立っているか成り立っていないかのいずれかのはずだというわけである。ところで

ここでもやはり、文の「意味」として出てくるのは、結局、それを真にする事態である。

実在論的な意味論の大きな特徴は、結果としてできる意味論においては、第一の意味と第

二の意味が未分化だということである。実在論的な意味論が規定する文の真理条件は、あ

るときは直接的な検証プロセスに関係する第一の意味として、別のときには、妥当な推論

において保存されるところの内容として捉えられる。二値性が明示的に要求されるのは、

後者の内容においてである。

演繹的推論の妥当性と有用性を説明するためには、こうした二つの側面からの捉え方が
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必要であることは、これまで見てきたとおりである。真理条件を第一の意味としてだけ捉

えていたのでは、直接的な検証を越える、間接的な推論の妥当性が説明できない。特に、

たとえ実在論的と称されていても、第一の意味それ自体においては二値原理は要求されな

いのだから、古典論理に特徴的な論理法則は正当化されない。他方、真理条件を内容の観

点からのみ捉えていたのでは、有用性が説明できない。推論の妥当性は、前提の内容に結

論の内容が含まれているということに存するからである。

ダメットの批判の主旨は、ひとつの真理条件に対して、二値性を保証しつつ、このよう

な二通りの捉え方をすることは、じっさいには不可能だということである。推論の妥当性

は、直接的には内容の概念によって定められるが、内容の概念は、適切な保存的拡大の概

念を介して、第一の意味から決定される。そして、実在論的な二値意味論においては、そ

のような「適切な保存的拡大の概念」を見つけることは絶望的なのである。

ケーニヒスベルクの橋の例では、われわれの現実の認識手段から出発し、それに相対的

に「観察で̀き̀た̀は̀ず̀」と言える範囲に、すなわち前者を言わば少しだけ拡張した範囲に真

理の概念が設定された。その範囲は (私の知るかぎり) ダメットの議論では正確には画定

されてはいないが、少なくともオイラーの証明により導かれる結論がそこに入っていると

いうことは、それを否定することは演繹的推論一般の可能性を否定することだと言えるほ

ど、抗いがたい事実であるように思えた。

こうした拡張は、「文を真にする事柄 (内容)」という、実在論的な要素を含んだ概念の

導入を要請するが、あくまで、現実の認識手段に相対的なものである。それに対して、二

値性を意味論において前提することは、実質的に、われわれの現実の認識手段をはるかに

越えたところに真理概念を設定するということである。認識的な言葉遣いで言うなら「あ

る言明の真理に含まれるのは、ある適切な状況に置かれ、十分な知覚的、知的能力を備え

た存在者—それは人間であるとはかぎらない—によって認識される、あるいは認識される

はずだという原理的な可能性である」(Dummett, 1975a, 314)と想定することである。「人

間とはかぎらない」という但し書きにあらわれているように、ここで言われる「適切」や

「十分」に明確な上限は一般には見つからない。それゆえ、そうした認識の可能性が、つ

ねにわれわれの何らかの現実の認識手段と関係づけられる保証はない。つまり、二値原理

を介して妥当だと認められる推論が、保存的拡大を生み出す保証はないのである。

このような反論が考えられるかもしれない。われわれの現行の推論実践は、古典論理の

論理法則に従っている。古典論理は二値意味論のもとでは妥当であり、有用性について言

えば、真理の直接的な認識と推論によってもたらされる真理のあいだには、疑いようもな

く、きわめて大きなギャップが存在する。保存性を除けば、二値意味論はわれわれの現行

の推論実践に対して、その妥当性と有用性の両方の説明を与えているように見える。とす
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れば、批判されるべきは二値原理や古典論理ではなく、むしろ、保存性の要求のほうを取

り下げるべきではないのか。

これに対しては次のように答えられるだろう。われわれは、古典論理を正当化するよう

な、二値的な真理概念をどこから入手したのか。先に確認したように、論理定項を含ま

ない言語の範囲では、そのような真理概念を持ち出す必要はなかった (Dummett, 1975a,

317)。必要とされるのは、二値原理によってしか正当化できないような、論理定項を含む

推論を行うときである。しかし、その真理概念は、保存性の概念を介して得られるような

ものではない。とすると、その真理概念の出処は、そうした種類の推論をわれわれが現に

行なっているという事実にしか求められないように思われる。これは次のことを意味する

だろう。

…分子論的な言語観のもと目指される意味の理論においては、それぞれの文に対し

て個別的な内容を帰属させるのだが、そのような内容帰属は、その文に関連する言

語断片の使い方を参照するだけでは正当化できず、その文が他のより複雑な文の構

成要素として現れているときや、より複雑な文を含む推論の中に現れているときの

ふるまいを参照することではじめて正当化される、ということになるだろう。…そ

のような [分子論的、真理条件的な] 意味のモデルにおいては、ある文に対してわ

れわれが付与していると見なされるところの意味、すなわち、その真理条件は、他

の仕方では正当化できないようなある一定の推論形式をわれわれが受け入れてい

るということによってはじめて表に現れるようなものであろう。(Dummett, 1975a,

317)

つまり、二値意味論は、見かけ上は分子論的に定式化されているが、ある文の意味を、そ

れよりも複雑な文の使い方を参照しなければ説明できないという点で、完全に分子論的で

はない、あるいは全体論的な要素を含んでいるということである。

演繹的推論にじっさいに携わることは、実在論の側へ一歩踏み出すことであった。直接

検証はできないができたはずのこと、それゆえ真であるはずのことを、われわれは演繹的

推論によって受け入れる。しかし、どこまでも許容できるわけではない。少なくとも、二

値性が成り立つほどに超越的な認識能力を想定するところまでは行けない。自然な疑問

は、演繹的推論の存在によってもたらされる真理概念、あるいはその範囲は、直接的な検

証可能性を越えて、どこまで拡大できるのかということである。もちろん妥当性を保証す

るために、その拡大は保存的でなければならない。ダメットの言う保存的拡大の概念は正

確に言ってどこまで広がるのか。
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しかしここで、ダメットは口を濁す。

…しかし、保存的拡大の概念を正確なものにするには、われわれは、真理であると

か主張可能とか、原則的に確立可能などといった何らかの概念に訴える必要があ

る。そして、どの概念が選ばれるかは、そしてそれがどのように説明されるべきか

ということは、採用される意味の理論に依存するだろう。(Dummett, 1975b, 222)

意味の理論にまで話が行くと、それ以上何も期待できなくなる。具体的な意味理論の詳細

を、ダメットは提示してくれてはいないからだ。

ここでは、次章の議論に関連する次の点だけ、指摘しておきたい。われわれは保存性を、

単純な計算の場合、複雑な証明の場合、経験的な言明の場合と、ある種のグラデーション

をなすようなものとして考えた。そして、ダメットの枠組においては、保存性の「典型例」

は間違いなく、保存の度合いがもっとも強い、単純な計算にかかわる推論の場合である。

すなわち、結論の直接的な検証が、有限回のステップで得られる場合である。それよりも

弱い保存性の場合は、典型例の言わば “拡大解釈” によって妥当性が認められていくとい

う状況である。とすると、保存的拡大の限界は一般に明確化できず、グレー・ゾーンが生

じるのではないか、という疑念が自然と湧いてくる。

言い換えれば、妥当な推論の範囲は、内側から少しずつ拡張されるだけで、外側からの

限界づけをもたない、あるいはもちえないように見えるのである。純粋に論理的な推論に

話を限って、形式的な意味論の文脈に置き入れると、これは、意味論的完全性が成り立た

ない、あるいはその概念が明確な意味をもたないのではないか、という疑念になる。次章

で見るのはこのことである。



37

第 2章

自然演繹による証明論的意味論

前章では、主に次の二つのことをダメットの考えとして確認した。まず、論理法則の正

当化という課題は、「言語のはたらきを説明するのに適切な意味理論とは」という、より大

きな文脈に埋め込まれて考察される。ダメットによれば、意味理論は一般に、「意味とは

使い方である」という使用説に則って構築されるべきであるが、その原則から由来する制

約にしたがうなら、意味理論の正しい方向性とは、実在論的な真理条件意味理論よりも、

反実在論的、検証主義的な意味理論だと考えられるのである。

次に見たのは、論理法則の正当化とは究極的には、「演繹的な推論はいかにして妥当で

あると同時に有用でもありうるのか」という、演繹的推論の可能性の説明に存するという

ことであった。この説明のために、ダメットは、文の意味に密接に関係する「直接的な検

証手段」とそれを越えた「間接的手段」とのあいだの区別と、後者を前者の「保存的拡大」

として正当化するというアイディアを導入したのだった。

本章では、以上の考え方を具体化した「証明論的意味論 (Proof-Theoretic Semantics;

PTS)」と呼ばれる意味論を導入し、検討する。PTSとは、モデル論ではなく証明論の道具

立てを使って構築される意味論の総称であるが、ここで紹介する、ダメットやプラウィッ

ツら構成主義的な傾向を持つ論者によって展開されてきた PTSがもっともスタンダード

な枠組である。われわれはあとで、この枠組に対するオルタナティブを提示するが、両者

の違いは、それが依拠する形式的な証明体系の種類の違いに由来する。すなわち、スタン

ダードな枠組は自然演繹に依拠し、われわれのオルタナティブな枠組はシークエント算に

依拠する。前者を「自然演繹による PTS」あるいは「単側面的な PTS」、後者を「シーク

エント算による PTS」あるいは「双側面的な PTS」などと呼ぶことにしよう。ふたつめ

の呼称は、意味論で使われる概念の違いにかかわるものであり、その説明は本論の後半で

行う。
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自然演繹およびシークエント算はともに、G.ゲンツェンの考案による (Gentzen, 1935)。

かれの証明体系がなければ、ダメットの論理法則の正当化の議論に内実を与えることは難

しい。そこで本章ではまず、自然演繹とその正規化定理を紹介し、それに基づいて、自然

演繹による PTSの枠組を概観する。最後に、その枠組が抱える困難 (とまではいえないか

もしれないが、その際立った特徴)を指摘する。それは、前章の最後でダメットの保存的

拡大や真理の概念について指摘したものと同様のポイントである。

2.1 自然演繹

2.1.1 直観主義命題論理

自然演繹は、公理を持たず推論規則のみから構成される証明体系である。ふつう、ひと

つの結合子に対し導入則 (introduction rule)と除去則 (elimination rule)という、二種類の

規則が割り当てられる (それぞれの規則が複数ある場合もある)。次に掲げるのは、直観主

義命題論理の規則である：

A B (∧I)
A∧ B

A1 ∧A2 (∧E)
Ai

Ai (∨I)
A0 ∨A1

A∨ B

[A]

C

[B]

C (∨E)
C

[A]

B (→ I)
A→ B

A→ B A (→ E)
B

⊥ (⊥i)
A

規則の言明中で、水平線のすぐ上にある論理式を「前提」と呼ぶ。文字通り、導入則は推

論のステップに際して結合子を導入するための規則であり、除去則は前提から結合子を除

去する規則である。除去則において、その規則がかかわる結合子を含んだ前提を「大前

提」、そうでない前提を「小前提」と呼ぶ。

自然演繹の導出は出発点となる「仮定」に対して、上述のような推論規則を繰り返し適

用することで構成される。それが表すのは「仮定」の集合から「結論」への導出関係であ

る。任意の論理式 Aに対して、

A

は導出であり「仮定の集合 {A}から結論 Aが導出された」ことを表す。二つの前提をも

つ規則の適用においては、それぞれの前提が依存する仮定の集合が足し合わされる。さら

に、仮定は「消去」することができる。含意導入則→ Iおよび選言除去則 ∨Eにおいて

カッコが付けられているのは、その規則の適用においてその仮定が消去されることを表し

ている。



第 2章 自然演繹による証明論的意味論 39

自然演繹の体系は、このようにして論理式の有限集合 (仮定)と論理式の間の関係を定め

る。これを導出関係 (deducibility relation)と呼ぶ。この関係を {A1, . . . ,An} ⊢ B のよう

に ⊢を用いて表す。さらに慣用にならって左辺のカッコは省略して、A1, . . . ,An ⊢ Bと

書く。これは「仮定 A1, . . . ,An から結論 Bが導出される」と読む。すると、自然演繹の

導出は、自明な導出関係 A ⊢ A (≡ {A} ⊢ A)を「公理」として出発して、推論規則によっ

てこうした導出関係を更新していくことで構成されると考えることもできる。この考え方

に基づいて、結論が依存している前提を明示化した形で推論規則を書き直すと次のように

なる：

A ⊢ A (「公理」)

X ⊢ A X ′ ⊢ B (∧I)
X,X ′ ⊢ A∧ B

X ⊢ A1 ∧A2 (∧E)
X ⊢ Ai

X ⊢ Ai (∨I)
X ⊢ A1 ∨A2

X ⊢ A∨ B X ′,A ⊢ C X ′′,B ⊢ C
(∨E)

X,X ′,X ′′ ⊢ C

X,A ⊢ B
(→ I)

X ⊢ A→ B

X ⊢ A→ B X ′ ⊢ A (→ E)
X,X ′ ⊢ B

X ⊢ ⊥ (⊥E)
X ⊢ A

以下では仮定を明示しない表記法を用いるが、自然演繹で産出されているのは、仮定を背

負った導出関係であり、単独の命題ではないということは注意が必要である。

2.1.2 否定と矛盾

直観主義論理 (古典論理でも)では、否定 ¬Aは命題定項 ⊥を使って、

¬A := A→ ⊥

により定義することができる (本論でも基本的に、否定を独立した結合子として扱うこと

はない)。⊥は矛盾を表す命題定項であり、上の定義によれば、Aの否定とは「Aから矛

盾が導かれる」ということである。

⊥Eは「爆発原理 (principle of explosion)」と呼ばれる規則である。すなわち、「矛盾か

らは何でも導かれる (ex falso quodlibet)」。⊥ には導入則はない (「証明されることはな

い」というのが矛盾の意味に他ならない)。一方、⊥Eは除去則 (E)という名前を付けては

いるが、少し特殊な規則である。というのは、もちろん ⊥Eにおいては、⊥の現れは除去
されるが、同時に Aを結論することで、Aに現れる結合子が「導入」されたことになる

からだ。いわばそれは、ユニバーサルな導入則のように見えるのである。
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直観主義論理においては、この状況を次のように解決できる。すなわち、⊥Eの結論 A

は、結合子を含まない原子文のみに制限することができる。例えば：

Π

⊥ (⊥E)
A∧ B

7→
Π

⊥(⊥E)
A

Π

⊥ (⊥E)
B (∧I)

A∧ B

のように、⊥Eの複合的な結論をもつ適用は、より単純な結論をもつ適用と導入則との組
み合わせに還元できる。このようにして、⊥Eは導入則ではなく、明確に ⊥の除去則であ
ると見なすことができる。

⊥Eの代わりに、いわゆる「背理法」ないし「二重否定除去規則」

[¬A]

⊥ (RAA)
A

を用いると、得られるのは古典論理である。これについては後で述べる。

2.1.3 正規化定理

自然演繹にかんする証明論的性質として最も重要なのは、Prawitz (1965)によって証明

された正規化定理である。例えば

Π1

A1

Π2

A2 (∧I)
A1 ∧A2 (∧E)

Ai

Π

Ai (∨I)
A1 ∨A2

[A1]

Π1

C

[A2]

Π2

C
(∨E)

C

[A]

Π1

B (→ I)
A→ B

Π2

A (→ E)
B

のように、導出中で、導入則の直後に除去則が適用されている箇所を、局所的ピーク (local

peak)と呼ぶ。局所的ピークにおいて問題になっている結合子を含む複合的論理式の現れ

を極大論理式 (maximum formula)と呼ぶ。これらの名称は、問題の論理式が、導出におい

て周りに現れている論理式よりも高い複雑さをもつことによる。

局所的ピークは、導出における回り道である。実際、上の局所的ピークは次のようにし

て消去することができる：

Π1

A1

Π2

A2 (∧I)
A1 ∧A2 (∧E)

Ai

7→ Πi

Ai
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Π

Ai (∨I)
A1 ∨A2

[A1]

Π1

C

[A2]

Π2

C
(∨E)

C

7→

Π

Ai

Πi

C

[A]

Π1

B (→ I)
A→ B

Π2

A (→ E)
B

7→

Π2

A

Π1

B

これらの変形において、導出全体の結論は変わっておらず、仮定の集合は (減ることは

あっても)増えることはない。それゆえ、導出が表す導出関係は本質的に変わっていない。

つまり、結合子を導入して除去するという操作は不必要な回り道だったということであ

る。このように、局所的ピークを (仮定と結論を本質的に変えずに)消去する操作を、導出

の簡約 (reduction)と呼ぶ。

局所的ピークをもたない (回り道のない)導出を正規 (normal)な導出と呼ぶ。ある導出

中の局所的ピークを、上のような簡約操作を有限回繰り返してすべて消去し、元の導出と

(本質的に)同じ仮定と結論をもつ正規な導出を得る操作を、導出の正規化 (normalization)

という。あるシステムにかんする正規化定理 (normalization theorem)とは、そのシステム

の導出がすべて正規化可能だと主張する定理である。例えば、直観主義 (命題・述語)論理

のシステム NJにかんしては正規化定理が成り立つ。正規化定理が成り立たないシステム

や、それを成り立たなくさせる規則についてはあとで見る。

正規な導出においては、そこに現れる論理式はすべて、その導出の結論か仮定のいずれ

かの部分論理式になっている。これは、仮定から結論への導出関係が、それらに含まれな

い余計な概念を用いることなく確立されるということである。このような性質を部分論理

式特性 (subformula property)と言う。正規化定理が成り立つシステムにおいて X ⊢ Aが

導出可能ならば、その導出は部分論理式特性を満たす、あるいはそのようなものへ変形で

きると考えることができる。

2.2 自然演繹による PTS

前節の自然演繹の形式的な性質にかんする説明を踏まえて、この節では、自然演繹に

よる PTSの枠組を紹介する。この枠組は、ダメットおよびプラウィッツを中心として多

くの著作・論文で展開されてきている (Prawitz, 1973, 1974, 2006; Dummett, 1991b, etc.)。

最近では、Synthese148-3号で特集が組まれている (cf. Kahle & Schroeder-Heister, 2006)。
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以下の紹介は主に Dummett (1991b); Prawitz (2006); Schroeder-Heister (2006, 2011)に基

づく*1。

2.2.1 BHK解釈と推論主義

前章で見たように、論理法則の正当化のための意味論とは、対象言語の表現の各カテゴ

リーに対して、それに割り当てられるべき意味論値のタイプを定め、それに基づいて、文

の真理をその構成要素表現の意味論値から決定する仕方、文の真理条件を定める理論であ

る。さしあたり命題論理の範囲で考えるとして、われわれは、検証主義的な意味理論を採

るという前提で動いている。それゆえ行うべきは、原子文に対する証明 (検証) の概念が

与えられたという前提のもと、論理定項を使って形成される複合文の証明 (検証)条件を、

その部分文の意味から定める、ということである。この複合文の意味説明がすなわち、論

理定項の意味の説明でもある。

検証主義的な意味理論が想定する、そうした意味説明のプロトタイプは、直観主義論理

に対する BHK 解釈である。

• A∧ Bの証明とは、Aの証明 aと Bの証明 bのペア ⟨a,b⟩である。
• A∨ Bの証明とは、i ∈ {0, 1}と Aの証明 (i = 0のとき)あるいは Bの証明 (i = 1

のとき)からなるペア ⟨i,x⟩である。
• A→ Bの証明とは、任意の Aの証明を Bの証明へと変形する構成である。

• ⊥は証明をもたない。

BHK 解釈は、論理定項を含んだ複合文の証明条件を、その部分文の証明の観点から説明

する。そしてその形式は、自然演繹の導入則の形とまったく一致する。その意味で BHK

解釈は、論理定項の意味を導入則によって定める意味論と言えることができるだろう。で

は、除去則は何の役割も果たさないのだろうか。

「表現の意味はそれにかかわる推論規則によって定まる」とする立場を一般に、推論主

義 (inferentialism)と呼ぶ*2。われわれが扱っているのは論理定項だけなので、ここでの立

*1 日本国内での哲学的観点からの証明論的意味論の研究は盛んであるとは言えないだろう。海外の文献の紹

介としては、Prawitz (1972)が飯田 (1995)に (加地大介訳)、Sundholm (1994)が岡本・金子 (2007)に (金
子洋之訳)収録されている。また、大出 (1991)では、自然な推論にかんする哲学的考察から独自の論理体
系の擁護が行われている。マーティン・レーフの型理論やフレーゲ、ウィトゲンシュタインを視野に入れ

ながら、独特の命題観を展開しているのが岡本 (2003)である。数学的な証明論にかんしては確固たる伝
統がある。代表的な著作だけを挙げると竹内・八杉 (1988),松本 (1971),林 (1989),新井 (1991)などであ
る。

*2 本論で扱うのは、証明論に依拠する、どちらかと言えば構成主義的な傾向をもつ推論主義である。少し
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場は「論理定項にかんする推論主義」ということになる (以後はいちいち断らない)。推論

主義がもっともらしく見えるのは、特に自然演繹の導入則と除去則のような推論規則が、

演繹推論における論理定項の用法を完全に説明し尽くしているように感じられるからで

ある。

ある論理定項に対する導入則は、その定項を主結合子 (演算子)として形成された複合文

の証明 (検証)条件を定める。言い換えれば、それを主張するための保証 (warrant)や根拠

(ground)とは何か、を (部分文の意味にもとづいて)説明する。除去則は、複合文を受け入

れることから生じる帰結 (consequence)とは何かを規定している。あるいは、その複合文

を主張することで、話者は何にコミットすることになるのか、その主張によってどのよう

な違いが生まれるのか、といったことを説明している。つまり、両者合わせて、その論理

定項を含む文の主張の「根拠」と「帰結」を説明する。演繹的推論における用法にかんし

て、それ以外に説明すべきことはないように思われる (cf. Dummett, 1991b, 210–212)。

こうした観察を、しかし、「導入則と除去則を任意に組み合わせることによって、好き

なように論理定項を定義できる」と一般化することはできない。それを示したのが、プラ

イアーの tonkという結合子である (Prior, 1960)。

AtonkB (tonkE)
B

A (tonkI)
AtonkB

A (tonkI)
AtonkB (tonkE)

B

上のような導入則と除去則の組み合わせによって tonkという結合子を導入すると、それ

らの規則を用いて右図のように、任意の A から B を導出することができる。すなわち、

システム全体がトリビアルになる。このような破壊的な効果をもたらす規則でさえ、論理

定項の意味を説明していると考えるべきだろうか。むしろ、この結合子は整合的な (首尾

一貫した)意味をもっていない、あるいは、このように記述される推論実践には整合性が

ないと言えるのではないか。

推論主義は、推論規則が論理定項の意味を定めると言える場合と、tonkのような病理

的な場合を区別し、後者を排除するような規準を提示する必要がある。これは前章で見

た、「現行の用法を批判することはできるか」にかんするものと同じ構造の議論である。

それを適用すれば、次のような解決のアイディアが得られる。

導入則は、結論の証明条件をその部分文の意味から定める。それは「文の内部構造に即

応した検証プロセス」ないし「文の直接的検証」のひとつのステップをなす推論である。

毛色の異なる推論主義の論者としては、ブランダムが挙げられる (Brandom, 1998, 2001)が、二つの流派
の関係にかんする議論はあまり盛んとは言えない状況である (数少ない例としては、Peregrin (2004)をは
じめとするペレグリンの諸著作が挙げられるだろう)。
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その意味で、導入則は結論 (それゆえその主結合子となっている論理定項) の意味を定め

る規則である。導入則は意味付与的 (meaning-conferring)である。それに対して、除去則

においては一般に、結論の複雑度は前提のそれよりも小さいとはいえない。それは、結論

の直接的検証プロセスを構成するのではなく、むしろ、間接的な検証手段を与える規則で

ある。それゆえ、除去則は間接的検証手段として、その結論の意味を与える導入則と「調

和」していること、言い換えれば、その保存的拡大になっていることを示すことで、正当

化されねばならない。翻って、導入則は意味付与的であるがゆえに、正当化の必要はな

い。それは自己正当化的 (self-justifying)である (Dummett, 1991b, 251)。

こうしてわれわれは BHK 解釈に戻ってきた。それが示していたとおり、導入則が論理

定項の意味を定めると考えることにしよう。除去則はその意味に照らして正当化される。

tonk の場合には、その意味は導入則によって定まっているが、除去則は正当化されず、

それゆえ上でトリビアルな帰結関係をもたらす推論はブロックされる、ということになる

はずである。というわけで、われわれが見るべきは、除去則の「調和」「保存的拡大」を

示すにはどうすればよいか、である。

なお、以上のアイディアは、自然演繹の考案者であるゲンツェンがすでに示唆している。

導入則は、それがかかわる記号のいわば「定義」を表現している。そして除去則は、

最終的には、それら定義からの帰結以上のものではないと分析される。(Gentzen,

1935, 80)

自然演繹による PTSは、ゲンツェンのこの示唆を、検証主義的な意味理論という背景と

結びつけて具体化しようとする試みである、とも言える。

2.2.2 カノニカル形式と論証の妥当性

自然演繹による PTSは、対象言語の文に対してその証明とは何かを定める。Aと Bの

証明が得られているとき、そこから導入則で A ∧ Bを得るプロセスは、明らかに証明で

ある。では、A∧ Bが除去則によって得られた場合はどうか、あるいは他の何らかの形式

をもつ、導入則ではない推論によって得られた場合はどうか。このような、何がその文の

証明になるかという規準が、A∧ Bの意味を定めることになる。一方、上で tonkを用い

てトリビアルな帰結関係をもたらした「証明」は、証明の形はしているが、まっとうな証

明とは認めたくないだろう。

一般に証明というのは、自然演繹の導出のように文をツリー型に配置して表現されるも

のだとしよう。そうした言語的構成物を一般に「論証」と呼ぶ。(論証には、仮定をおいた
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り、それを推論の際に束縛 (消去) したりするメカニズムが備わっているとする。閉じた

論証とは、すべての仮定が束縛された論証のことであり、そうでない論証は開いた論証で

ある)。PTSが行うのは、そうした論証のうち「証明」と呼びうるまともなものと、そう

でないものを区別することである。前者をここでは「妥当な論証」と呼ぶ。つまり、自然

演繹による PTSが行うのは「論証の妥当性」を定めることである。

まず、原子文に対する妥当な論証が何であるかは、原子文だけからなる推論体系によっ

て確定されるものとする*3。そのような推論体系を、原子ベース (atomic base)と呼ぶ。原

子ベースがどのような体系であり、どのような文が証明されるかは、事柄の性質上、任意

である。意味論の最終目的は、原子文の意味に依存しない妥当性を定めることだからで

ある。

複合文に対する妥当な論証の概念は、所与の原子ベース Sに相対的に定められる。その

ような論証は「Sにおいて妥当」だと言われる。その定義の際に重要なのが「カノニカル

形式」という概念である。

Definition 1 (カノニカル形式). ある閉じた論証がカノニカル形式であると言われるのは、

その最後のステップが導入則の適用になっているときである。 ⊠

カノニカル形式の論証とは次のような形の論証である：

Σ ≡
Σ1

A

Σ2

B (∧I)
A∧ B

[A]

Σ1

B (→ I)
A→ B

この概念をもとに、論証の妥当性を次のように定義することができる。|B| で論

理式 B の複雑度 (現れている論理定項の数) を表すことにし、d(A,A1, . . . ,An) :=

max{ |A|, |A1|, . . . ,|An| }と定める。

Definition 2 (論証の妥当性). 任意の原子ベース S と論理式 A,A1, . . . ,An (n ⩾ 0)に対

し、論証
A1 · · · An

Π

A

の Sにおける妥当性を、d(A,A1, . . . ,An)にかんする帰納法で次のように定める。

*3 原子ベースとされる体系の例としては、整数の四則演算の等式体系や、型付ラムダ計算の typing system
などを挙げることができるだろう。
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(1) 原子文 pを結論とする、Sにおける (Sの推論規則だけを用いた)閉じた論証は、Sに

おいて妥当である (n = 0, |A| = 0の場合)。

(2) カノニカル形式の閉じた論証が Sにおいて妥当であるのは、その直前までの部分論証

が、Sにおいて妥当なときである。例えば、

• A∧ Bに対するカノニカル形式の閉じた論証

Π ≡
Π0

A

Π1

B
A∧ B

が Sにおいて妥当であるのは、Π0,Π1が Sにおいて妥当なときである。

• A→ Bに対するカノニカル形式の閉じた論証

Π ≡

[A]

Π0

B
A→ B

が Sにおいて妥当であるのは、Π0が Sにおいて妥当なときである。

(3) カノニカル形式ではない閉じた論証が Sにおいて妥当であるのは、カノニカル形式の

Sにおいて妥当な論証へと、それを変形する実効的手続きが存在するときである。

(4) 開いた論証
A1 · · · An

Π

B

が Sにおいて妥当であるのは、任意の Sの拡張 S ′ と、仮定 A1, . . . ,An の S ′ におけ

る閉じた妥当な論証 Π1, . . . ,Πn に対して、その “代入結果”

Π1

A1 · · ·
Π1

An

Π

B

が S ′ において妥当な論証となっているときである*4。 ⊠

Fact 3 (原子ベースにかんする単調性). Sを任意の原子ベースとする。このとき、任意の

論証 Πについて、Πが Sで妥当であることと、Πが Sの任意の拡大 S ′ において妥当であ

ることは同値である。

*4 ここで、原子ベース Sの任意の拡大 S ′ を考えているのは、次のような理由による。ひとつには、もし、

Ai たちに代入されるのが、Sにおいて妥当な論証だけであれば、Sにおいて妥当な論証を持たない原子

文 pを仮定としてもつ論証は、すべて Sにおいて妥当になってしまう、ということである。第二に、こ

の拡大を考える定義を採用することで、後で見るように普遍的妥当性を扱いやすくなる。
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Proof. Πの仮定と結論の複雑度 d(A,A1, . . . ,An)にかんする帰納法による。

単調性から、定理をまったくもたない「空な」原子ベース S∅ において妥当な論証は、

すべての原子ベース Sにおいて妥当であることがわかる。このことから、原子文の意味に

依存しない論理的帰結は次のように定められる。

Definition 4 (論理的帰結). A1, . . . ,An |= B、すなわち A1, . . . ,An から B が論理的に帰

結するのは、A1, . . . ,An から Bに至る、S∅ において妥当な論証が存在するときである。

⊠

少し複雑な定義だが、ポイントは単純である。カノニカル形式が「カノニカル (正準的)」

と呼ばれるのは、それが、文の内部構造に即した直接的検証のひとつのステップをなすか

らであり、それゆえに、次のような仕方で、論証一般の妥当性の規準となるからである。

まず、妥当な論証から、導入則で得られた論証は自明に妥当である。一方、カノニカル形

式ではない論証、つまり間接的な証明は、カノニカル形式への変形可能性によって妥当だ

と判定される。そうした変形手続きを一般に「正当化」と呼ぶ。その実例はすぐ後に見る

が、これはまさに、間接的な論証のステップが、結論の元々の意味に忠実であり、保存的

拡大になっているということである。

カノニカル形式とそこへの変形手続きというアイディアは、自然演繹の正規化をある特

殊な形で一般化したものである。直観主義論理の導出はすべて正規化可能であり、正規形

の導出は部分論理式特性を満たす。その中でも特に、閉̀じ̀た̀正規形の導出は、その最後の

ステップが導入則の適用となっている (これは部分論理式特性の系である)。つまり、自然

演繹の閉じた導出はすべて、ここで言うカノニカル形式へ変形できる。構成主義的 PTS

は、直観主義論理の導出にかんして成り立つこの事実を、論証一般の妥当性の規準と読み

換えるのである。

また、正規化をプロトタイプとしていることからわかるように、論証の変形手続きは実

効的なものでなければならないとされている (以後はいちいち「実効的」とは断らない)。

すなわち、変形手続きとは、論証という言語的構成物に対する構文論的操作の連なりであ

り、有限回のステップで終わるものでなければならない。それゆえ、ある変形手続きが提

示されたとき、それを理解し実行するために、特別な概念的資源や存在論的前提が必要に

なることはない。



第 2章 自然演繹による証明論的意味論 48

2.2.3 除去則の正当化

この妥当性の規準に従えば、直観主義論理の自然演繹の導出はいずれも妥当と判定され

る。自然演繹のうち、導入則はカノニカル形式の論証を形成する、意味付与的な規則だか

ら正当化の必要はない。非カノニカル形式の論証を形成するのは除去則である。それらに

よって作られた論証は、次のような手続きで「正当化」される。自然演繹による PTSにお

ける「妥当性」の内容を掴むためにも、少し詳しく見ておくことにする。∨除去則を例に

とって考える。以下、原子ベースに対する言及は省略する。

Π

A1 ∨A2

[A1]

Π1

C

[A2]

Π2

C
(∨E)

C

⇒
Π ′

Ai (∨I)
A1 ∨A2

[A1]

Π1

C

[A2]

Π2

C
(∨E)

C

左図の前提に至る論証 Π,Π1,Π2が妥当であるとして、それらに ∨除去則を適用した論証

全体が妥当であることを示したい。まず、Πは妥当だから、カノニカル形式の (つまり ∨

導入則で終わる)妥当な論証へ変形できる (右図)。すると、導入則の直後に除去則が適用

されている局所的ピークが出現する。これに対して導出の簡約 (reduction)の操作が適用

できる (下右図)：

Π ′

Ai (∨I)
A1 ∨A2

[A1]

Π1

C

[A2]

Π2

C
(∨E)

C

7→ Σ ≡

Π ′

Ai

Πi

C

ここで Πi は開いた妥当な論証である。それゆえ定義により、仮定 Ai の部分に妥当な論

証 Π ′ を “代入” した結果は妥当である。すなわち、右図 Σを Cに対するカノニカルで妥

当な論証へ変形することができる。以上のような手順で、最初の C を結論とする非カノ

ニカル形式の論証を、同じ Cを結論とするカノニカル形式な妥当な論証へ変形すること

ができる。それゆえ、最初の論証は妥当である。この一連の手続きを「正当化」と呼ぶ。

さらに、この手続きは、∨除去則が常に妥当な論証から妥当な論証を生み出す規則である

ことも教えてくれている。それゆえ、この正当化を、除去則という「規則の正当化」と呼

ぶこともできる。

このようにして直観主義論理の論理法則は正当化されるが、その一方で、古典論理に特

徴的な法則に対しては、妥当な論証の存在を立証することはできそうにない。例えば、排

中律の任意の事例 p ∨ ¬pに対して妥当な論証 Πが存在する (左図)とすれば、妥当性の

定義より Π はカノニカル形式の妥当な論証へと変形できなければならない (右図)。その
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論証は選言の導入則で終わっているはずであり、それゆえそこには、原子文 pかその否定

¬pのいずれかに対する閉じた妥当な論証が含まれていなければならない。

Π

p∨ ¬p
7→

Π ′

p
(∨I)

p∨ ¬p

あるいは
Π ′′

¬p
(∨I)

p∨ ¬p

要するに、排中律が論理法則として普遍的に妥当するためには、任意の原子文 p に対し

て、それ自身かその否定が証明できなければならない。これは実質的に原子文に対する二

値性の要求であるが、原子文に対する妥当な論証を定める原子ベースの概念からは、その

ような保証は得られない。つまり、自然演繹による証明論的意味論においては、古典論理

のすべての法則を正当化することは無理そうである。このことについては、次章 3.2節で

もう一度確認した上で、第 4章で、古典論理も正当化することのできる証明論的意味論の

枠組を提示する。本章では、直観主義論理と古典論理の差異についてはここまでにして、

自然演繹による証明論的意味論の枠組それ自体についての検討を続ける。

2.2.4 調和と非対称性

導入則はそれがかかわる論理定項の意味を定める。それゆえ、導入則の適用は自明に正

しい。導入則以外の推論規則は、その前提の意味に遡って、そこから問題の結論が引き出

しうることを確かめることで正当化される。ここでの意味とは、導入則によって定められ

るカノニカル形式にほかならない。「意味に遡る」こと、すなわち前提に対する論証をカ

ノニカル形式に変形する手続き (上図⇒のステップ)は、導入則の反転 (inverse;逆)をと

ることにあたる。それゆえ、上で説明した正当化原理は「反転原理 (Inversion Principle)」

と呼ばれる (Prawitz, 1965, 33)。

そして、この反転原理による正当化可能性が、ダメットのいう「用法のあいだの整合性

としての調和」の具体的な内実である。ある論理定項にかかわる用法としての推論規則

は、その意味を定める用法 (すなわち導入則)と調和するかぎりにおいて、すなわち、反転

原理による正当化手続きが可能なかぎりにおいて、妥当なものと認められる。同時に、反

転原理によって正当化できない推論は批判される。例えば tonkについては、局所的ピー

クの簡約ができないので、その除去則は導入則と調和していないということになる。

A (tonkI)
AtonkB (tonkE)

B

7→ ???

自然演繹による PTSの明らかな特徴のひとつは、導入則と除去則の間の非対称性であ

る。それらはともに、自然演繹を構成する基本的な規則であり、形式的にはどちらが重要
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であるかといった区別はない。しかし、自然演繹による PTSにおいては、除去則は反転

原理によって正当化される多くの推論 (規則)のうちのひとつでしかない。例えば、

A∧ (B∧ C)
(r)

(A∧ B)∧ C

のような推論でも、反転原理を用いた正当化は可能である*5。この非対称的な構図は、間

違っているとまでは言えなくとも、あまり喜ばしいものではない。ゲンツェンの体系は、

演繹における用法は二つの規則にまとめられるという考え方に基づいて作られているから

である。それにもかかわらず、その体系を形式的な基礎として作られた意味論において、

除去則が単なる「ワン・オブ・ゼム」になっているのは、何かが取り落とされているしる

しのように思える。次節では、導入則と除去則の間の非対称性を中心に、自然演繹による

PTSの枠組に対する批判を行う。

2.3 双対性・完全性

2.3.1 双対性

導入則はそれがかかわる論理定項を含む複合文の証明条件、すなわち、その複合文を用

いた主張の根拠が何であるのかを定める。それに対して、除去則は複合文の主張から引き

出しうる帰結を定める。あるいは除去則はその対偶をとれば、複合文を反証するとはど

ういうことか、それを否認 (deny)する根拠とは何かを定める規則であるとも解釈できる。

例えば、連言除去則が述べているのは「A ∧ Bを反証するためには、Aあるいは Bを反

証すれば十分」ということである*6。

どちらの解釈で捉えるのであれ、自然演繹は、文の用法を上のような二つの側面から捉

え、二種類の基本的な規則によってそれらを体系化する証明体系である。とすると、そう

した基本的な規則としての導入則と除去則の間には、ある一定の双対的な関係 (duality)

*5 大まかに書くと次のようになる。反転原理によって前提の複合文をより単純な文へ還元し、それらを組み

合わせるというやり方である。

Π

A∧ (B∧C)

(A∧B)∧C

⇒

Π ′
1

A

Π ′
2

B∧C

A∧ (B∧C)

(A∧B)∧C

⇒
Π ′

1

A

Π ′
21

B

Π ′
22

C

B∧C

A∧ (B∧C)

(A∧B)∧C

⇒

Π ′
1

A

Π ′
21

B

A∧B

Π ′
22

C

(A∧B)∧C

*6 除去則
A∧B

A
,
A∧B

B
をその対偶の形で読めば「Aと Bのどちらも成り立たないことがわかれば、

A∧Bも成り立たない」となる。
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ないしバランスが成り立つはずだと想定できるだろう。すなわち、それらは互いの反転

(inverse;逆)になっているはずである。じっさい、自然演繹による PTSにおける反転原理

による正当化は、導入則を反転させることで除去則の結論を得るという手続きであった。

すなわち大雑把に言えば、導入則の逆は除去則を含意する。

自然演繹による PTSの内部では、その逆方向の含意関係は想定されていない。除去則

の逆が導入則を含意するとか、除去則が導入則の逆を含意するといった「正当化」の概念

は存在しない*7。除去則は、反転原理によって正当化されるさまざまな推論規則のうちの

ひとつにすぎず、それだけでは、除去則は導入則の反転と同̀値̀とは言えず、二つの側面の

あいだの完全な双対性は得られていない。では、自然演繹による PTSの枠組みにおいて

双対性を体現しうるとすれば、それはどのような形になるだろうか。それを検討する前

に、ここで、自然演繹による PTSのもうひとつの特徴を見ておく。

2.3.2 帰結関係と変形手続き

上で述べたように、自然演繹による PTSでは、A1, . . . ,An |= Bという形の論理的帰結

関係は、これらの仮定と結論をもつ開いた妥当な論証の存在として定義される。ただし実

際には、そうした推論ステップの積み重ねとしての論証の存在は必要なく、帰結関係は、

仮定から結論への論証の変形手続きの存在に帰着する。というのは、開いた論証

A1 · · · An

Π

B

の妥当性は、一ステップの論証

Σ ≡ A1 · · · An

B

の妥当性に帰着するからである。これは簡単にいえば、Π の内部で行われている推論ス

テップも、大きく言えば、論証の変形手続きの一種だからである*8。つまり、A1, . . . ,An

*7 次節以降で見る「完全性」とは別に、ダメットは (われわれの言う)双対性のひとつの規準を提示してい
る。すなわち、調和 (反転原理)の逆にあたる「安定性」という概念である。ただし、その概念は、ひ̀と̀つ̀
の意味論の内部で定義することはできず、二̀つ̀の意味論を比較したときの規準である。安定性について

は、次章で検討する。

*8 詳しく言うと次のようにして、Πの妥当性と Σの妥当性は同値であることが示される。Πが妥当だとす

る。Σの妥当性を示すために、A1, . . . ,An の妥当な論証が与えられたとする。このとき、(1)A1, . . . ,An

の妥当な論証をΠに代入し、(2)そうして得られた論証をΠの妥当性に基づいて Bの妥当な論証へ変形

する、という手続きで、Bの妥当な論証へ変形することができる。よって Σは妥当である。逆に Σが妥

当なら、Πはトリビアルに妥当である。なぜなら、A1, . . . ,An の妥当な論証が与えられれば、Σの妥当

性により、Πを使わずに結論の妥当な論証は得られるからである。
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から Bが論理的に帰結するのは、一般には、A1, . . . ,An に対する妥当な論証を、Bに対

する妥当な論証へと変形する変形手続きが存在するとき、ということができる。

自然演繹による PTSは、論理的な帰結関係を、仮定から結論への主張可能性の伝達

(保存) と考える。これは、モデル論における「真理の伝達 (真理保存) としての帰結関

係」と類比的である。異なるのは、ひとつには、PTSでは伝達されるのは、(モデルに

おける) 真理ではなく妥当な論証であるということである。もうひとつには、PTSにお

ける伝達は、実質条件法ではなく論証の変形手続きを通して行われるということである

(cf. Schroeder-Heister, 2007b)。帰結関係についてのこの考え方については、4章でも検討

する。

ともあれこうして、自然演繹による PTSにおいては、おなじみの二種類の帰結関係

の対比が見られる。ひとつは、上のように「論証の変形手続きの存在」として定義され

る意̀味̀論̀的̀な帰結関係である。もうひとつは「導入則と除去則による導出可能性」によっ

て定義できる形式的な帰結関係、すなわち自然演繹における導出可能関係である (いまは

直観主義命題論理の自然演繹で考えている)。こうした二種類の帰結関係については、意

味論的健全性と完全性を問うことができるだろう。導入則は自己正当化的であり、除去則

は反転原理で正当化されるから、自然演繹の導出はすべて妥当である。これは、直観主義

命題論理の自然演繹は、自然演繹による PTSにかんして健全だということにほかならな

い。では、完全性はどうだろうか。

2.3.3 完全性

われわれが考察しているのは、導入則と除去則の間の双対性は、自然演繹による PTSの

枠組においていかにして体現されるのかという問題であった。健全性と完全性という観点

から考えると、双対性のうちの一方向、すなわち、反転原理による除去則の正当化可能性

は健全性に対応する。すると、ここで求めている逆方向は完全性に対応することになる。

それでは、自然演繹による PTSにかんする完全性について検討してみよう。

ここで言う完全性とは「A1, . . . ,An |= Bならば A1, . . . ,An ⊢ B」、すなわち、意味論的
帰結関係はすべて形式的に導出可能だという主張である。例えば、先の (r)という推論は、

反転原理に基づく手続きによって正当化可能な、意味論的に妥当な推論であるが、導入則
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と除去則によって導出可能な、いわゆる派生規則でもある。

A∧ (B∧ C)
(∧E)

A

A∧ (B∧ C)
(∧E)

B∧ C (∧E)
B (∧I)

A∧ B

A∧ (B∧ C)
(∧E)

B∧ C (∧E)
C (∧I)

(A∧ B)∧ C

自然演繹による PTSにかんする完全性とは、意味論的に妥当な論証 (推論)をすべてこの

ように、導入則と除去則による派生規則として導出できるかという問題である。そして、

導入則は意味論と証明体系において共通であるから、この問題は結局のところ、除去則

が、変形手続きによって正当化可能な規則のすべてをカバーするだけの強さを持っている

かという問題である。

この完全性の問題は、1973年にプラウィッツが定式化して以来 (Prawitz, 1973)、なか

なか解決されなかった (cf. Schroeder-Heister, 2011)。わたしの知るかぎり、ダメットが明

示的にこの問題を取り上げたことはない (彼の基本的な考えはおそらく、自然演繹による

PTSの妥当性には、完全性を問うことのできるような明確な境界づけがないというものの

はずである。これについてはすぐあとで触れる)。シュレーダー=ハイスターは、PTSにか

んする完全性を証明しているが、そこでの妥当性の定義は、ここでの自然演繹による PTS

とは少し異なる (Schroeder-Heister, 1983)。また、自然演繹による PTSの標準的な妥当性

の定義に従えば、完全性に対する反例が構成できる。

(A→ B)→ A∨ C
(Mints)

((A→ B)→ A)∨ ((A→ B)→ C)

「ミンツ (Mints)の規則」と呼ばれるこの推論は、仮定から結論への論証の変形という意味

では妥当だが、肯定直観主義論理では証明不可能である (Schroeder-Heister, 2011)。

最近になってリトランドは、論証の妥当性の定義における原子ベースの扱い方を工夫

することで、完全性を証明した (Litland, 2011)。証明は、自然演繹による PTSと直観主

義論理に対するクリプキ・モデルの対応を経由して与えられる。ただし例えば、シュレー

ダー＝ハイスターは、リトランドの定義は、証明論的意味論の妥当性の定義としては認め

られない、という意見をもっているようである*9。

こうした展開が示しているのは、完全性の概念の定式化自体が、まだ固まっていないと

いうことである。例えば、特定の除去則や、それらの集まりとしての直観主義論理を正当

化すること、すなわち健全性を示すことはある意味でたやすい。ひとつの規則に対してひ

とつの正当化手続きを見つけてやればよいからである。しかし、導入則と除去則の間の双

*9 これは、彼との個人的な会話に基づくものである。
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対性を求めて、完全性を示そうとすれば、正当化のための変形手続き全̀体̀の範囲を定める

必要がある。つまり、妥当な論証とは何か、特にそれを正当化する変形手続きとは何かと

いう一̀般̀的̀な概念について、自然演繹による PTSはこれからさらなる洗練を必要として

いるということである。リトランドの証明が示唆しているように、これは今後も興味深い

問題でありつづけるだろう。しかし、その興味とは別に、この路線には根本的な不満が

残る。

使用説、あるいは推論主義の基本的な考え方は、論理的妥当性を、言語の用法とそれら

の間の内的な秩序 (調和、整合性)によって説明するというものである。その秩序とは、二

つの基本的な用法を規定する、基本的な規則としての、導入則と除去則の間の関係に存す

るはずである。そしてわれわれは、その関係とは具体的には、両者が互いの反転 (逆) に

なっているということ、すなわち双対性であろうと想定した。しかしここまで見たよう

に、自然演繹による PTSの枠組において、二つの用法のあいだの関係に対する問いを追求

すると、現れるのは「妥当な論証とそれを保証する変形手続き」の総体である。それは、

導入則や除去則のような規則によって明示的に定められてはおらず、(少なくともいまの

ところは)われわれの直観的な理解のみに依存した、直観的・抽象的な一般概念でしかな

い。すなわち、具体的な用法のあいだの秩序の問題だったはずのものは、自然演繹という

形式体系と直観的・抽象的な概念の関係に対する問いへとすり替えられてしまう。この枠

組が決定的に間違っていると言いたいわけではない。ただ、別の方針もありうるだろうと

いうことである。

前章の最後で考えた問題と関係づけて考えてみよう。ダメットは、推論の妥当性の基礎

となる保存的拡大の概念を、ある一定のグラデーションをなすものと考えている。結論の

直接的検証がじっさいに得られる場合を「典型例」として、かれは、保存性の度合いが弱

い推論においても、われわれはある一定の真理概念とともにその結論を受け入れるのだと

する。しかし、そのグラデーションがどこまで広がるかは、ダメットの議論からは明らか

でなかった。ここでも構造は同じであるように思われる。典型例は、自然演繹の導出の

簡約操作を用いた、除去則の正当化である。一般の正当化手続きとは、除去則の正当化

と何らかの意味で似た手続きであり、「ある適切な条件下では、主張ないし推論の結論の

カノニカルな論証をもたらしてくれるは̀ず̀の実効的な方法」であろうが、除去則の正当化

という「典型例」をどこまで拡大解釈してよいのかは、ここでもまた、明確ではない。ダ

メット自身も「はず」という様相について、自然演繹による PTSという文脈に特定化し

つつ、Dummett (1991b, ch.12)であれこれと議論したあと、この様相の解釈 (彼はそれを

「基礎前提」と呼ぶが)は「きわめて頼りない」ものでしかないと結論している (Dummett,

1991b, 277)。というわけで、われわれのこれからの目標は、使用説ないし推論主義の考え
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方により忠実で、しかも、PTSにおけるこの「頼りない」部分をよりしっかりと理解でき

るような枠組を構築することである。
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第 3章

双対性と反映原理

自然演繹による PTSにおいては、導入則が意味を定め、除去則は反転原理によって正

当化される。除去則は、正当化される多くの推論 (規則) の一種にすぎない。自然演繹に

よる PTSは、結合子の基本的な二つの用法を非対称な仕方で扱う枠組である。この枠組

で、論理的な妥当性の範囲がどこまでかを考察すると、グラデーションとともに拡大され

ていく「真理」であるとか、論証の変形手続きの総体といった、直観的・抽象的な概念に

ぶつかってしまう。われわれは、規則の形で明示的に表された、具体的・現実的な用法の

あいだの関係に、もう少し寄り添う仕方で、それらのあいだの内的な秩序に定位して、論

理法則の正当化を考えたい。

そのためにまず本章では、そのような「言語の用法の内的な秩序」とは何かを、より明

確にしておきたい。それはひとことで言えば、前章で示唆したとおり、二つの用法のあい

だの「双対性」である。言い換えれば、結合子の基本的な二つの用法を表わす二つの規則

は、互いの「反転 (inverse)」になっている。本章はこのことを、主に証明体系の形式的な

性質として考察する。その性質をどのように意義づけて論理法則の正当化を行うかという

ことは、次章の課題であり、本章はそれに先立つ準備作業である。

本章の提示する「二つの用法の間の双対性」のポイントは、次の三点にまとめられる。

(1)双対性は多様な論理に共通する統一的な性質である。言い換えれば、双対性は、「論

理定項」のメルクマールと見なすことができる。推論規則によって双対性を満たす仕方で

特徴づけられる表現、それが論理定項だというわけである。この考え方は、サンビンらの

「反映原理 (reflection principle)」という原理に基づく。

(2)自然演繹による PTSにおいても「反転原理」という名前が示すとおり、二つの規則

の間の双対性はある一定の役割を果たしている。つまり、導入則の反転から除去則を導く

ことで、除去則が正当化される。ただし、そこではその逆方向、すなわち「除去則から導
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入則の反転が導けるかどうか」、ひいては「導入則の反転と除去則が同値であるかどうか」

は勘定に入れない。使われるのは、一方向の導出関係だけであり、その意味で二つの用法

は非対称的である。それに対して、われわれはこの逆方向 (それゆえ双方向) の導出関係

まで考える。二つの用法は互いの反転と同値であり、その意味で対称的なものと捉えられ

る。そして、こうした対称性 (双対性)を明確にするために、われわれは自然演繹ではなく

シークエント算 (およびディスプレイ計算)を用いる。

(3)双対性は、規則の間の (反転的)相互導出関係に基づく。ただし、規則は他の規則と

ともにあるシステムの中で用いられる。それゆえ、規則間の局所的な性質と、システム全

体にかかわる大域的ないし抽象的な性質、およびそれらの間の関係が問われることにな

る。本章は、そうした異なるレベル・種類の諸性質を「一覧表」のような形で整理し、提

示する。

ここで扱う形式的な結果は、ちょっとした定式化の違いを除けば、基本的にはすべて既

存のものである。本章はそれらをまとめ、本論の議論に役立つように整理しただけであ

り、オリジナリティを主張するものではない。

3.1 調和

例えば連言や選言にかかわる標準的な規則と、tonkのような「病理的」な規則をどの

ように区別すべきか。用法間の整合性、すなわち調和の概念の基底にあるのは、このよう

な問題意識である。そして、自然演繹による PTSにおける調和の規準は、反転原理によ

る正当化可能性であった。ただし、反転原理による正当化手続きには、導入則と除去則と

いう規則同士の局所的な関係と、それらが埋め込まれたシステム全体の大域的な性質が、

互いに依存しあう形で利用されている。ダメットも、こうしたレベルの異なる性質や関係

に注意しながら、調和の概念を定式化しようとしている。この節では、反転原理による正

当化手続きをもう一度吟味することで、調和概念の内実をより詳しく明らかにしていく。

3.1.1 反転原理と根本前提

自然演繹による PTSにおいては「導入則が意味を定め、除去則は正当化される」。その

正当化は「反転原理」に従って以下のように行われるのだった。

Π

A1 ∨A2

[A1]

Π1

C

[A2]

Π2

C

C

⇒
Π ′

Ai

A1 ∨A2

[A1]

Π1

C

[A2]

Π2

C

C

7→

Π ′

Ai

Πi

C

⇝ Σ

C
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すなわち、前提の A1 ∨A2に対する論証 Πを、その意味に従ってカノニカルな論証 Π ′ に

変形し (⇒)、その後、簡約の操作を施すことで ( 7→)、問題の ∨除去則を用いない論証を

得る。その論証は、Πi と Π ′ の妥当性の仮定により、Cに対するカノニカルな論証 Σへ

と変形できる (⇝)。一方、tonkの規則にかんしては、このような手続きができない。

Π

AtonkB
B

⇒
Π ′

A
AtonkB

B

7→ ???

こうした正当化の可否が、標準的な規則と tonkのような病理的な規則を区別するメルク

マールだと考えられる。

ただし、この正当化プロセスにおいて、正当化されるべき当の除去則が責任を負いうる

のは、簡約のステップ ( 7→)だけである。その前後のステップ (⇒,⇝)は前提に対する論証

の妥当性の仮定に基づく。一方、tonkの除去則の正当化を阻んでいるのは、簡約不可能

性であって、その前後のステップではない。それゆえ、標準的な規則と tonk規則を区別

する、導入則と除去則の間の調和とは、それらにかんする簡約可能性のことだと言ったほ

うがよいだろう。ここでの調和の概念は、二つの規̀則̀の̀間̀の̀関係である。調和とは簡約可

能性であり、別の言い方をすれば「導入則の反転によって除去則が導けること」「導入則

の反転が成り立つならば、除去則も成り立つこと」である。

一方、反転原理による正当化は、調和という関係を用いた認識的な手続きである。そこ

では、導入則が、結合子の意味を定める自己正当化的な規則と見なされる。その内実は、

上で Πから Π ′ を得る⇒のステップ、すなわち導入則は反転可能だという前提 (カノニカ

ル形式への還元)である。これをダメットは「根本前提 (fundamental assmption)」と呼ぶ

(Dummett, 1991b, ch.12)。そして、根本前提と調和 (簡約可能性)が合わさることで、除去

則が正当化されることになる。

調和は二つの規則の間の関係であり、正当化は「調和＋根本前提」によって可能になる

認識的プロセスである。このことについて、二つコメントしておく。ひとつめには、調和

(簡約可能性)は、正当化の「向き」にかんして中立な性質である。除去則の正当化プロセ

スにおける簡約のステップは、「導入則の反転が成り立つならば、除去則も成り立つこと」

と解釈するのが適当だろうが、逆に読むことも可能なのである。

自然演繹による PTSは、導入則を意味付与的・自己正当化的な規則とするが、除去則

が意味を定めると考える意味論も形式的には同等の権利をもって構築できるはずである

(cf. Dummett, 1991b, ch.13)。その際の根本前提は、導入則ではなく「除去則は反転可能

だ」というものになる。そして、このバージョンの根本前提と簡約を用いて、今度は導入



第 3章 双対性と反映原理 59

則が正当化される：

Ai

A1 ∨A2

Π

⇒
Ai

A1 ∨A2

[A1]

Π1

C

[A2]

Π2

C

C

Π ′

7→

Ai

Πi

C

Π ′

厳密な妥当性の定義までは説明しないが、自然演繹による PTSでは、導出の最後のステッ

プにおける除去則の適用を正当化したが、ここで行われるのは、導出の最̀初̀の̀ス̀テ̀ッ̀プ̀に

おける導入則の適用の正当化である。このような「逆向き」の反転原理による正当化は、

もちろん標準的な結合子と規則に適用でき、tonkには適用できない。いずれにせよ、簡

約可能性としての調和が成り立っていれば、導入則と除去則のどちらを意味付与的ととっ

ても、他方を正当化することができる。言い方を変えれば、どちらが意味付与的であるか

どうかにかんして、調和の概念は中立的である。

もう一点は、これと関連して、簡約可能性の意義についての問題提起である。われわ

れが求めているのは、標準的な規則と tonk 規則の区別である。自然演繹による PTSが

tonk にかんして告げるのは、その除去則は反転原理によって正当化できないというこ

とである。つまり、自然演繹による PTSは、正当化可能性の観点から、標準的結合子と

tonkを区別する。しかし、両者の相違をもたらしているのは、正当化手続き全体ではな

く、その中の簡約のステップである。簡約可能性は、前段落で述べたとおり、意味論が設

定する意味付与的規則と正当化の方向から中立な性質である。では、簡約可能であるとは

いったい何を意味するのか。それはいまのところ、規則の間の単なる構文論的な性質にす

ぎない。というわけで、次節では、簡約可能性としての調和の意義を説明する。

3.1.2 保存性・正規化・簡約

プライアーは tonkという例から、「推論規則によって意味を定める」という推論主義と

いう考え方そのものを拒絶する議論を提示した (Prior, 1960)。しかし、それは明らかに言

い過ぎであって、tonkが示しているのは「どんな規則でも意味を定めることができるわ

けではない」ということまでだと考えるのが妥当であろう。問題は、標準的な規則と病理

的な規則の区別である。このような仕方でプライアーにいち早く応答したのが、ベルナッ

プであった (Belnap, 1962)。彼は「推論規則が意味を定めるといえるためには、保存性と

一意性という条件が要請される」と提案した。二つの条件のうち、この節では保存性のみ

を扱う。一意性については後で見る。
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保存性

保存性の概念は、ダメットの議論においてすでにインフォーマルな形で活用されてい

た。ここでは改めて形式的に見ておきたい。ある言語 L 上のシステム S と、そこに含ま

れない表現 α を考える。Lα := L ∪ {α} とし、S に α を支配する公理ないし規則を加え

たシステムを Sα とする。任意のシステム T が生み出す導出可能性関係 (deducibility)を

⊢T で表わす。このとき、システム Sα が Sの保存的拡大 (conservative extension)である

とは、すべての A1, . . . ,An,B ∈ Lに対して、

A1, . . . ,An ⊢S B iff A1, . . . ,An ⊢Sα
B

が成り立つことである。左から右方向は、Sα が Sの拡大になっているということであり、

現在の設定では自明に成り立つことである。重要なのは右から左方向であり、これを特に

「保存性」と呼ぶことにしよう*1。

保存性が成り立たない場合というのは、古い言語で表現できる事柄が、システムの拡大

によって新しく証明されるようになる場合である。新しい表現を、それにかかわる公理や

規則とともに導入すれば、当然のことながら、それを用いて新しい事柄を表現し、証明で

きる。しかし、保存的でない拡大をもたらす公理や規則は、新しい表現を特徴づけるだけ

でなく、それを超えて、従来の言語にも何らかの影響を及ぼしているということになる。

tonkの病理性はまさにこの点にあると言っていいだろう。それを通常の自然演繹のシス

テムに付加すると、新しいシステムはトリヴィアルになる。特に、tonkを含まない任意

の文 A,Bについても A ⊢ Bが導出可能になる。tonk規則は、tonkを特徴づけるだけで

なく、元の言語やシステムを言わば根底から変えてしまうのである。

一方、標準的な結合子と自然演繹におけるその規則は、通常の場合、保存的な拡大を生

み出す。ここで「標準的」と読んでいるのは、ひとまず、直観主義論理の連言、選言、含

意、および矛盾 ⊥の規則である。これらの規則の保存性と密接にかかわるのが、規則の
間の調和 (簡約可能性)である。ただし、そのかかわりは少し複雑である。

簡約と正規化

第 2章で説明したように、簡約は、自然演繹の導出の正規化の一ステップである。復習

しておくと、導出中で、ある結合子の導入則の直後に除去則が適用されている箇所を「局

*1 保存的拡大性の概念の定義は他にも考えられる。特に、ここでは演繹関係 ⊢T を用いたが、証明可能性を

用いた定義 ( ⊢S B iff ⊢Sα B )も考えられる (一般にはこれらの定義は一致しない)。また、古典論理の
シークエントが表わしているような、複数結論の演繹関係による定義もあるだろう。ただし、それぞれの

場合の正確な定義は明らかであるし、どのような定義をとっても、現在の論点には影響しない。
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所的ピーク」と呼び、局所的ピークを含まない導出を「正規な導出」ないし「正規形の導

出」と呼ぶ。簡約の操作を繰り返して、導出中の局所的ピークをすべて消去し正規形へ変

形できるとき、その導出は「正規化可能」と言われる。あるシステムのすべての導出が正

規化可能であるという主張を、そのシステムにかんする「正規化定理」という。

正規な導出の最も重要な性質が、部分論理式特性 (subformula property)である。すなわ

ち、A1, . . . ,An ⊢ Bの正規な導出においては、A1, . . . ,An および Bの部分論理式しか現

れない。自然演繹のシステムでは、正規化定理と部分論理式特性を通して、各結合子と規

則の保存性を示すことができる。

例として、直観主義論理の言語 Lとその上の自然演繹システム NJを考える。NJにか

んしては正規化定理が成り立つ。そこで例えば、∨とその規則を除いた言語 L \ {∨}とシ

ステム NJ \ {∨}を考える。このとき、NJは NJ \ {∨}の保存的拡大である。実際、∨を

含まない、“古い” 言語に属する論理式たち X ⊂ L \ {∨}および A ∈ L \ {∨}について、

X ⊢NJ A

だとする。すなわち、仮定 Xから結論 Aに至る自然演繹の導出が存在するとする。この

導出は、正規化定理により、局所的ピークを含まない正規な導出であると仮定できる（な

いしそれへ変形できる）。ここで、正規な導出の部分論理式特性により、この導出には ∨

は現れず、それゆえ ∨にかんする規則も用いられていない。つまり、この導出はNJ \ {∨}

の導出であり、X ⊢NJ\{∨} Aである。含意や連言、矛盾についても同様である。

このようにして、ある結合子を含むシステムにかんして正規化定理が成り立つなら、部

分論理式特性を通じて、その結合子は、それを除いたシステムに保存的に付加されたもの

であると示すことができる。そして上で見たように、標準的な結合子は、通常の場合は保

存的拡大をもたらす。それらの規則は、その結合子の特徴づけは行うが、それを超えて他

の表現にまで影響を及ぼすことはないのである。一方、tonkによる拡大は、tonkにかん

する簡約は不可能なので、そのシステムにかんする正規化定理は成り立たない。そして実

際、tonkはそれを含むシステムをトリヴィアルにしてしまうのだから、先に述べたよう

に通常の場合は、明らかに保存的拡大を生み出さない。

すると、標準的な結合子と tonkの違いは次のように整理することができる。標準的な

規則と tonk規則の違いは、まず第一に簡約の可否にあった。その違いは、両者をそれぞ

れ含むシステムの正規化定理の成否につながる。そして、標準的な規則からなる、例えば

直観主義論理のシステムは正規化定理が成り立つので、部分論理式特性を通して、各結

合子と規則の保存性を示すことができる。だが、tonk の場合にはそれは不可能である。

こうして、「簡約可能性‐正規化定理‐保存性」という一連の概念で、標準的な結合子と
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tonkを区別することができる。ただし、これらの概念間には必然的な含意関係などはな

く、一筋縄ではいかない。次項では、これら三つの概念間の関係を整理する。

局所的・大域的・抽象的

簡約可能性は、ある結合子の局所的ピークにかんする、局̀所̀的̀な性質である。それに対

して、導出の正規化可能性は、導出全体にかかわる大̀域̀的̀な性質である。これらの性質の

間に単純な関係は成り立たない。例えば、選言にかんしては簡約は可能だが、それらの規

則を用いた導出がいつでも正規化できるわけではない。導出の中に tonkにかかわる局所

的ピークが含まれていれば、正規化はできなくなる。さらに、あるひとつのシステムの中

に、正規化可能な導出もあれば、正規化できな導出もあるという場合も考えられる。簡約

可能性という局所的な性質は、導出の正規化およびシステムの正規化定理という大域的な

性質の必要条件ではあるが、十分条件ではないのである。

次に、簡約と正規化は、いま見たようにレベルを異にするとはいえ、ともに自然演繹と

いう特定の証明体系にかかわる性質である。その意味で、これらの性質は具̀体̀的̀だという

ことにしよう。それに対して、保存性はその定義を見るとわかるように、証明体系や規

則の形式に言及せずに定義される性質であり、その意味で、抽̀象̀的̀な性質だといえるだろ

う。それゆえに、簡約という言語の用法の間の構文論的な秩序が何を意味するのか、その

意義を教えてくれるのである。

ただし、保存性は、簡約ができたりできなかったりする結合子単体ではなく、システム

とそこに加えられる新しい表現との関係にかかわる、大̀域̀的̀ (あるいは文脈的) な性質で

もあるので、注意が必要である。すなわち保存性は、元のシステムがどのようなものであ

るかに依存する。tonkによる拡大であっても、仮に元のシステムが何らかの理由ですで

にトリヴィアルであれば、定義上、その拡大は保存的になる。それゆえ、簡約可能性や正

規化定理は、保存性の必要条件ではない。逆に、ある結合子にかんして簡約が可能であっ

たとしても、それを含む導出全体の正規化ができず、また保存性を示せない場合もある。

つまり、簡約可能性は、保存性の十分条件にもならない。

このように、簡約という局所的・具体的な性質と、保存性という大域的・抽象的な性質

の間のつながりはすっきりとしたものではない。しかしすでに述べたように、保存性は、

簡約という構文論的な性質がもつ意義を明らかにしてくれる概念である。ダメットは、簡

約可能性を「局所的調和 (local harmony)」ないし「内在的調和 (intrinsic harmony)」と呼

ぶ一方で、保存性を「全体的調和 (total harmony)」と呼ぶ。局所的な調和が要請されるの

は、言語全体に調和を成り立たせるためである。ダメットの言葉で言えば、保存性は局所

的調和の「眼̀目̀ (point)」である (Dummett, 1991b, p.290)。そして、自然演繹による PTS
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の枠組は、簡約・正規化がもたらす保存性の概念をある特殊な形 (正規化プロセスは閉じ

た論証に適用される)で用いていたのである。

こうしてわれわれは、標準的な結合子と tonkを区別するための規準として、次の表を

手にしている。

抽象的・大域的 全体的調和 (保存性)

具体的・大域的 正規化

具体的・局所的 局所的調和 (簡約可能性)

理想的なパラダイム・ケースは、(1)個々の結合子にかんする規則がすべて局所的に調和

しており、(2)それらが適切に組み合わされることで、システム全体に正規化定理が成り

立ち、(3)部分論理式特性を通じて、それぞれの結合子が保存的に付加されたものである

こと、すなわち全体的調和が成り立つ、という場合である。そうした、理想的な状況が成

り立つシステムの発見法を、後で自然演繹ではなくシークエント算を使って考察する。そ

して、そのような理想的なシステムを構成する結合子たちが、「論理結合子」と呼ばれる

ことになる。標準的な結合子たちはその中に含まれるし、もちろん tonkは排除される。

ただし、(局所的・全体的)調和だけでは、われわれの考える「理想」には不十分である。

自然演繹による PTSは、調和の概念を利用してできた意味論であるが、われわれはその

非対称性を問題視してきた。調和は、言語の用法の間に成り立つべき秩序の片側でしかな

いのである。後に考察する「理想的なシステム」には、調和だけでなく、その双対に当た

る性質群も要請されることになる。次節以降では、自然演繹による PTSが十分に検討で

きていない、調和の双対概念について考察する。

3.2 否定と古典論理

調和の双対概念について検討する前に、証明論的意味論のディベートにおいて常に問題

にされる、直観主義論理と古典論理の争いについてコメントしておく。

ダメットらの自然演繹による PTSのひとつの大きな動機は、古典論理批判 (と直観主義

論理擁護)にある。簡単にいえば、証明論的意味論における「意味付与的規則と正当化手

続き」という枠組によって、直観主義論理は正当化できるが、古典論理は正当化できない

と示すことで、両者の差異化が図れるということである。その差異は、否定あるいは矛盾

⊥の扱いに現れる。
古典論理や直観主義論理においては通常、否定 ¬Aは、矛盾を表す定項⊥と含意を使っ
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て ¬A := A→ ⊥と定義される。⊥にかかわるのは次のような規則である。

⊥ (⊥E)
A

[¬A]

⊥ (RAA)
A

矛盾 (否定)を含まない最小論理 (minimal logic)に ⊥Eを付け加えれば、直観主義論理が
得られる。後者の RAAは、いわゆる帰謬法 (reductio ad absurdum)であり、言い換えれば

「¬¬A (¬A→ ⊥)ならば Aである」という、二重否定除去規則である。最小論理に RAA

を加えれば古典論理が得られる (明らかなように、RAAは ⊥Eを特殊例として含む)。

第 2章で説明したように、⊥Eは ⊥の除去則と見なすことができるが、対応する導入則
は存在しない。もし「導入則が意味を定める」のだとすれば、⊥にかんして定められた意
味とは何だろうか。さらに、RAAとなると除去則と見なすことさえ難しい。ふつう、導

入則や除去則の言明においては、結合子はひとつしか現れない。導入則の場合は結論に、

除去則の場合であれば大前提に現れるだけである。それに対して RAAには、数え方によ

るが二つないし三つの結合子が現れる。このような事情であるから、⊥にかかわる局所的
な調和 (簡約) や正規化の定式化としてどのようなものが適切であるかについては、議論

の余地がある (この点については第 4章で詳しく論じる)。それゆえ、⊥Eと RAAによっ

てもたらされる、直観主義論理と古典論理の違いを論じることも簡単ではないように思

える。

だが、簡約や正規化の概念の眼目を考えれば、それほど難しいことではない。保存性が

差異化のポイントである。すなわち、⊥E によって支配される ⊥ は、最小論理に対して
保存的に付加できるが、RAAによる拡大は保存的ではない。有名なのが「パースの法則」

((A→ B)→ A)→ Aである。最小論理ではパースの法則は証明できず、また、⊥Eを付
け加えた直観主義論理でも証明できないが、RAAを使えば証明できる。

[¬A]2
[(A→ B)→ A]3

[¬A]2 [A]1
(→ E)⊥ (⊥i)

B (→ I, 1)
A→ B

(→ E)
A

(→ E)⊥ (RAA, 2)
A (→ I, 3)

((A→ B)→ A)→ A

パースの法則自体には ⊥は含まれず、→しか現れないのだから、最小論理の RAAによ

る拡大は保存的ではないということになる。これが、直観主義論理と古典論理の間の大き

な違いである。保存性、すなわち全体的調和の観点から言うと、⊥の用法は、前者の自然
演繹のシステムの中では調和しているが、後者では調和していないということになる。
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このような、二重否定除去規則 RAAの非保存性に基づいて、ダメットは次のように結

論する。

古典的な否定をこのようにより詳しく見ることで、次のことがしっかりと確かめら

れた。これはまた、われわれがすでに結論していたことでもある。すなわち、古典

論理の否定〔にかんする法則〕に対し、自己正当化的なものだと合理的に認められ

るような法則に基づいて、証明論的な正当化手続きを与えることはできない。こ

れはもちろん、古典的な否定演算子を理解可能な仕方で説明することはできない、

と言っているわけではない。…〔しかし〕ほかの仕方なら説明できるかといえば、

それにも疑いがある。…古典的な否定演算子の理解を、それをすでに知っている

と前提することなしに獲得する道はほとんど存在しないように見える。(Dummett,

1991b, 299)

最後の文は、古典論理の否定の説明には循環が含まれると述べている。簡単に言えば、古

典論理の否定を二重否定除去則が成り立つものとして理解するには、二値的な真理概念が

必要だが、他方そのような真理概念は (第 1章 5節で説明したように)二重否定除去則の

ような古典的な法則を通してはじめて得られるようなものにほかならない、という仕方で

の循環である。

ここで古典論理に対するダメットの立場を整理しておこう。第 1章で見たように、古典

論理に対する標準的な意味論とも言える二値意味論は、彼にとって、論理法則の正当化と

いう効力をもつために意味論が満たすべき制約 (習得や表出、妥当性と有用性の両立など)

を満たさない。一方、そのような制約を満たすものとして、ダメットが具体的に提案する

自然演繹による PTSにおいては、2.2.3節で確認したとおり、古典論理に特徴的な法則は

正当化されない。この二つのことを合わせても、上の引用にもあるように、二値意味論と

は別の仕方による古典論理の正当化可能性が原̀理̀的̀に̀閉ざされるわけではない。ただし、

これも引用からわかるとおり、ダメットはそうした別の仕方での正当化の望みは絶望的だ

とも考えている。

これに対して、本論はオルタナティブな枠組の可能性を実例をもって示す。しかもそれ

を可能にする概念的要素は、ダメット自身の議論のなかにすでに含まれている、というの

が本論の見立てである。その詳細な議論は第 4章で行なうとして、ここでは保存性にか

んしてひとつコメントしておく。保存性は大域的ないし文脈依存的な性質でもある。それ

ゆえ、すぐに気づくように、そしてこれまで指摘されてきたように、古典論理の自然演繹

における ⊥ の非保存性は、決定的な批判にはならない。古典論理における ⊥ の用法を、
保存性を満たすような形で定式化できるシステムも存在するのである。それは例えば、複
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数結論の自然演繹であり (e.g. Read, 2000)、より有名なのはゲンツェンによる古典論理の

シークエント算 LK である (Gentzen, 1935,本論 3.4.2節を参照)。ただもちろん、別の形

式的な枠組を使うためには、それを十分に動機づける必要がある。その議論は次章で行う

として、話を元に戻すことにしよう。

3.3 調和の双対

二つの規則の間の (局所的) 調和とは、局所的ピークの簡約可能性のことであり、言い

換えれば、「一方の規則が反転可能ならば、他方の規則が成り立つ」ということであった。

自然演繹による PTSは前者の規則として導入則をとるが、除去則をとってもよい。とも

かく、(局所的)調和が成り立っていれば、一方の規則を意味付与的と見なし、他方の規則

を調和を利用して (反転原理によって) 正当化することができる。この図式に対するわれ

われの不満は、例えば導入則を意味付与的と見なしたときに、正当化されうる数多の規則

のうちで、除去則を正当に特別視することができないではないかというものだった。

調和は一方向の含意関係である。それゆえ、除去則を正当に特別視できるとすれば、そ

の「特別さ」とは、直観的に言って、調和の逆方向の含意関係に対応するはずだ。調和を

通じた反転原理による正当化が健全性に対応する一方で、われわれが指摘した自然演繹に

よる PTSの不備が、完全性にかんするものだったことを思い出されたい。つまり、われ

われが求めるべきは調和の双対にあたる概念だということになる。

本節では、調和の双対概念の適切な定式化はどのようなものであるべきかを考察する。

これまでも何人かの論者がこの問題に取り組んできたが、ここでのポイントは、次のよう

な「一覧表」で考えようというところである。

調和 双対

抽象的・大域的 全体的調和 (保存性) ???

具体的・大域的 正規化 ???

具体的・局所的 局所的調和 (簡約可能性) ???

先に見たように、調和はいくつかの異なるレベル・種類において定式化することができ、

それらは互いに緩やかに関係しあっている。われわれが目指すのは、調和の側のそれぞれ

の概念に対し、その双対となる概念を特定していくことである。
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3.3.1 安定性

ダメットも、言語の用法の内的な秩序として、調和だけで十分だと考えていたわけでは

ない。その双対にあたる性質を彼は「安定性 (stability)」と呼んだ。この概念の説明のた

めに、いくつかの新しい用語を導入しよう。

導入則は、それがかかわる論理的複合文の直接的根拠 (direct ground)を定める。例え

ば、∧の導入則によれば、A∧ Bの直接的根拠は Aと Bである。それに対して、A∨ B

の直接的根拠は Aか Bのいずれかである。これは説明のためのインフォーマルな概念で

あり、厳密な定義はここでは気にしない。さて、導入則と除去則が (局所的に)調和してい

るとき、すなわちその局所的ピークが簡約可能であるときには、複合文から除去則によっ

て引き出される帰結はすべて、その直接的根拠からの帰結となっている。インフォーマル

に書くなら、

(除去則による帰結 ) ⊆ (直接的根拠からの帰結)

となる。このことは局所的ピークからすぐに見てとれる。

A1 A2

A1 ∧A2

Ai

Ai

A1 ∨A2

[A1]

Π1

C

[A2]

Π2

C

C

A1 ∧A2の帰結 Ai は、すでに導入則の前提、すなわち直接的根拠として導出されている。

A1 ∨A2の帰結 Cは、その直接的根拠 A1か A2から導ける。除去則によって引き出され

る帰結は、大前提の直接的根拠そのものとして、あるいはそこからの帰結としてすでに導

出済みのものである。調和が成り立っているときには、除去則は大前提にすでに含まれて

いる情報を取り出しているだけである。

これらの調和的な規則に対し、調和していない tonk規則においては、このような関係

は成り立っていない。tonkの除去則は、大前提の直接的根拠から引き出すことのできな

い帰結を引き出してしまう。直観的には、tonkの場合には導入則に比べて除去則が強す

ぎる。逆に、調和している規則においては「導入則より除去則が強くはない」ということ

になる。

さて、「少し考えれば、調和というのは穏健すぎる要請であるということがわかる」とダ

メットは言う (Dummett, 1991b, p.287)。調和とは、「除去則は導入則が定める意味によっ

て許される帰結しか引き出さない」ということである。それに対して、「われわれはその

意味を余すところなく利用している」(ibid.)かどうかを問うことができるだろう。すなわ
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ち、「除去則は、意味によって許されている帰結をすべて引き出しているか」、さらに言い

換えれば、上に書いたインフォーマルな包含関係の逆方向、

(直接的根拠からの帰結 ) ⊆ (除去則による帰結)

が成り立つかどうかを考えることができる。二つの規則の間のこの関係を、ダメットは安

定性 (stability)と呼ぶ。

この概念について問うべきことはたくさんある。調和していない規則の典型例は tonk

規則であったが、安定していない規則とはどのようなものなのか。そして、安定している

／していないということは、いかなる意味でよい／わるいことなのか。また、調和には簡

約可能性という具体的な規準があるが、安定性はいかにして判定されるのか。しかし、こ

れらの点を含め、安定性概念をめぐるダメットの議論は、わたしの見るところ不十分かつ

混乱している。次節では、そのことを確認した上で、安定性概念の考察すべきポイントを

整理したい。

ダメットの安定性

調和していない規則の典型例としては tonk規則があるため、調和は実質的な内容を持

つ概念であると問題なく認められる。それに対して、ダメットが問うているように「安定

性が成り立たないような危険性は実際に存在するのか」(Dummett, 1991b, p.288)と問う

ことができるだろう。もちろん、存在する。だが、注意が必要である。ダメットが提示し

ている典型例はあまり適切とは言えないのである。

安定性が成り立たない規則の組み合わせとして、ダメットが念頭においているのは、「文

脈」に対して制限がかかった規則である。自然演繹の導出を、その各行が依存する仮定を

明示する形で書くことにすると、例えば、∨除去則は次のようになる：

X ⊢ A∨ B X,A ⊢ C X,B ⊢ C
(∨E)

X ⊢ C

これに対して、量子論理で使われる ∨除去則 (∨E ′ と書くことにする)を考える：

X ⊢ A∨ B A ⊢ C B ⊢ C (∨E ′)
X ⊢ C

Aおよび Bには、∨Eにおける Xのような「文脈」が伴っていてはいけない。結論の C

は、Aおよび B単独で導けるものでなければならない。

∨Eも ∨E ′ も、明らかに ∨導入則 (
Ai

A1 ∨A2
)と調和している。しかし、両者を比べ
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れば明らかに前者の方が強い*2。つまり、∨E ′ は、∨Iが定める意味にしたがって引き出

しうる帰結のすべてを引き出しうるわけではない。∨Iと ∨E ′ の間には安定性が成り立っ

ていない。これがダメットの考える、安定性の不成立の典型例である。

しかし、この例は安定性を考えるために適切な例ではないように思われる。安定性は、

規則によって支配される結合子のふるまいを考察するための概念のはずである。それに対

して、∨E ′ が ∨Eと違うのは、「導出における仮定は高々一つしか置いてはいけない」と

いう制約を課すかどうかである。この違いは、結合子ではなく、導出の構造に対する扱い

の違いと言ったほうがよいのではないか。

われわれがこのように考えるのは、シークエント算の発想が念頭にあるからだ。後で詳

しく見るようにシークエント算では、結合子に対する規則は常に「同じ」に保ったままで、

導出の構造についての制約を変えることで、論理の違いを表現する。すなわち、どのよう

な推論が妥当であるのかを決める際には、結合子についての規則とともに、導出の構造に

ついての想定も一定の役割を果たす。そして、それらは互いに独立に変化させうると考え

るのがシークエント算である。もちろんダメットは、∨E ′ のもっている制約も、結合子の

ふるまい (あるいは意味であるとか内容であるとか) に影響を与えているのだと議論する

ことはできるだろう。しかし、それを論証なしに前提することはあまり適切であるように

は思えないのである。

われわれは、最終的にはシークエント算を形式的基盤とした意味論を構築する。それゆ

え、われわれにとっては、∨Eと ∨E ′ は、結合子についての規則としては、そもそも異な

る規則ではない。したがって、両者の間で安定性についての違いは生じえない。一方で、

安定性が成り立たない規則としては、このような微妙な違いに着目せずとも*3、もっと典

型的な例は存在する。tonk規則は、いわば ∨導入則と ∧除去則を混ぜあわせたもので

*2 ∨E ′ は∨Eの特殊例である一方で、∨E ′ の文脈に対する制限は、分配則

A∧ (B∨C) ⊢ (A∧B)∨ (A∧C)

の導出を妨げる。これは通常、次のように導出される：

A∧ (B∨C)

B∨C

A∧ (B∨C)

A [B]1

A∧B

(A∧B)∨ (A∧C)

A∧ (B∨C)

A [C]1

A∧C

(A∧B)∨ (A∧C)
(∨E, 1)

(A∧B)∨ (A∧C)

最後の∨Eを適用するステップでは、結論 (A∧B)∨ (A∧C)は、束縛される仮定B,Cだけでなく、
A∧ (B∨C)にも依存しているので、∨E ′ をここで使うことはできない。

*3 これはもちろん、∨Eと∨E ′ の微妙な違いが瑣末だということではない。それはきわめて重要な違いで

ある。ただし、その違いを安定性にかんする議論で持ち出すのは適切ではないだろうということである。
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あり、その結果、導入則に比べて除去則が強くなりすぎているのだった。ではその逆の混

ぜあわせをしてみるとどうか：

A B (♡I)
A♡B A♡B

[A]

C

[B]

C
(♡E)

C

連言導入則と選言除去則を組み合わせた、この二つの規則は調和している。すなわち、局

所的ピークは簡約可能であり、除去則による帰結は直接的根拠からの帰結である。しか

し逆に、大前提に含まれていることすべてを、除去則によって引き出すことはできない。

A♡Bの直接的根拠は Aと Bであるが、除去則を用いて A♡Bから Aや Bを導くことは

(一般に)できない。これは、安定性が成り立たない規則といってよいだろう。

このように、調和と双対的な性質としての安定性は、何らかの実質をもつ概念だと言え

そうである。調和は「導入則に比べて除去則が強すぎない」という性質であるのに対し、

われわれの例が示唆するのは、直観的に言って、「導入則に比べて除去則が弱すぎる (十分

に強くない)」事態がありうるということである。この結論はダメットと同じだが、われ

われは彼とは異なる例から出発したのである。

以上が、安定性の不成立の典型例にかんする検討である。次に、安定性の判定規準につ

いて、ダメットの議論を (ここでも)批判的に検討する。(局所的)調和の規準は具体的に定

められている。すなわち、局所的ピークの簡約可能性である。では、安定性はいかにして

判定されるのか。ダメットは次のような規準を提示する。

先に述べたように、導入則と除去則のどちらを意味付与的規則と見なすかによって、二

種類の正当化手続きが考えられる。与えられた二つの規則の間に調和が成り立っていれ

ば、導入則にかんする反転原理で除去則を正当化することもできるし、逆に除去則にかん

する反転原理で導入則を正当化することもできる。ここで、「安定性が成り立っているこ

とを立証するためには、両̀方̀の̀正当化手続きに訴えなければならない」(Dummett, 1991b,

p.287)。すなわち、ある除去則の集合 Eが与えられたとする。このとき、それと調和する

導入則の集合 Iを特定することができるだろう。Iは言い換えれば、除去則 Eを意味付与

的規則と見なし、それにかんする反転原理で正当化される導入則の集合である。安定性を

判定するためには、今度は Iを意味付与的規則と見なし、逆方向の正当化手続きを適用せ

ねばならない。Iに対し、それと調和する除去則の集合 E ′ が特定されるだろう。E ′ が元

の Eと一致する (あるいはそれと同値である)ならば、Eと Iは調和しているだけでなく、

さらに安定していると見なしてよい。また、この判定手順は除去則の集合 Eから出発した

が、導入則の集合 Iから始めてもよい。すなわち、Iと調和する Eを特定し、次に Eと調

和する I ′ と Iが一致するかというプロセスである。どちらから始めても、結果は同じに
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なるはずだ。これがダメットの規準である。

例えば、除去則 ∨E ′ と導入則 ∨Iは調和するが、∨Iとは ∨Eも調和するため、逆方向

の正当化手続きでは元の除去則∨E ′ には戻ってこない。すなわち、∨E ′ と∨Iの間には安

定性は成り立っていないことがわかる。また、除去則 ♡Eは導入則 ♡Iと調和するが、同
様に ♡Iは連言除去則と同じ形の除去則とも調和するため、元の ♡Eには戻ってこない。
ここでも安定性は成り立っていない。

このように考えると、ダメットの規準は安定性をうまく捉えているように見える。しか

し、われわれは次のように考える。これはかなり荒削りな規準である。例えば「除去則」

「導入則」とは正確に言ってどのような規則であるのか、それを定義しなければならない

し、それによってかなり安定性の内実は変化しうる。また、与えられた導入則の集合に対

し、それと調和する除去則の集合はどのように特定されるのか。その方法なりアルゴリズ

ムはあるのだろうか。次に、安定性とは「複合文の直接的根拠からの帰結はすべて、その

複合文からも帰結する」ことであった。このオリジナルの直観的な内容と、上の形式的な

安定性規準はどのように一致するのだろうか。ダメットはこれらの点について詳しく論じ

ていない。

このようなわけで、われわれは「両方向の正当化手続き」というダメットの規準を採用

しない。これは、いまから明らかになるように、よりよい規準を作ることができるからで

もある。その第一候補として、次節では「一般除去則」というアイディアを紹介し、検討

する。

3.3.2 一般除去則

この節では、安定性の判定規準にかかわる「一般除去則」のアイディアを紹介する

(Schroeder-Heister, 1984; Von Plato, 2001; Negri & Von Plato, 2001)。このアイディアは、

∨の導入則と除去則を、調和ではなくそれと対になる解釈で読むことで得られる。

A (∨I)
A∨ B

B (∨I)
A∨ B A∨ B

[A]

Π1

C

[B]

Π2

C (∨E)
C

除去則の結論 C は、A ∨ B の直接的根拠 A および B から、すでに帰結している。これ

が、二つの規則の間に調和が成り立っていることの意味であった。だが、∨除去則は逆の

読み方も可能である。すなわち、A∨ Bの直接的根拠 Aからも Bからも Cが帰結してい

るとする。すると、除去則を用いて Cを A∨ Bから導くことができる。つまり、(直接的

根拠からの帰結) ⊆ (除去則による帰結)であり、二つの規則の間には調和だけでなく安定
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性も成り立っているということになる。

選言の除去則は、A∨ Bの直接的根拠から導けるものは何でも、A∨ Bからの帰結と認

めようという規則である。同様の考え方を連言に適用すると次のようになる：

A B (∧I)
A∧ B A∧ B

[A]

Π

C (∧EG)
C

A∧ B

[B]

Π

C (∧EG)
C

A∧ Bの直接的根拠は Aと Bであるから、Aから導けるもの、そして Bから導けるもの

は何でも、A∧ Bからの帰結と認めるという規則である*4。そしてこの規則 ∧EG は、標

準的な ∧除去則と互いに導出可能である。標準的な ∧除去則は次のように導出される：

A∧ B [A]
(∧EG)

A

A∧ B [B]
(∧EG)

B

逆に、∧EG の前提である A∧Bと、A(あるいは B)から Cに至る導出 Πが与えられたと

する。このとき、
A∧ B (∧E)
A

Π

C

とできる。含意の場合は解釈が難しいが次のようになる。もちろん、標準的な→除去則
と、次の→ EG は同値である。

[A]

Π

B (→ I)
A→ B

A→ B A

[B]

Π

C (→ EG)
C

このように、導入則が与えられたとき、「複合文の直接的根拠から導けるものはすべて、

その複合文から帰結する」という考え方に基づいて、すなわち、その導入則と安定的な

関係に立つ除去則を生成することができる。このような除去則を、一般除去則 (general

elimination rule)と呼ぶ (この生成の仕方は厳密に定義することができるが、われわれは後

に、シークエント算に舞台を移して定義を行う)。そして同時に、一般除去則により帰結

*4 ∧EG は通常の自然演繹の枠組では、次の規則と互いに導出可能である：

A∧B

[A,B]

Π

C (∧EG)
C

これらの違いは、線形論理の乗法的連言と加法的連言の間の違いであり、自然演繹では仮定に対する構造

規則が暗黙のうちに前提されているので、これらは一致するようになっている。
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するのは、直接的根拠から帰結するものだけであるから、元の導入則との間に調和も成り

立っていることになる (実際、局所的ピークは常に簡約可能であると示すことは可能であ

る)。「一般除去則」は、調和と安定性が成り立つ規則の生成法である。生成手続きとは独

立に与えられた除去則の安定性を知りたいときは、上で ∧について見たように、その除

去則と一般除去則とが同値になるかどうかを調べればよい。

われわれは、一般除去則のアイディアが、ダメットの安定性の概念をうまく捉えている

と考えている。問題は、このアイディアをどのように使うのかである。ダメットの安定性

概念は、自然演繹による PTSの中で何らの役割も果たしていない。われわれは、安定性

概念 (その類似概念) を構成要素として含んだ、論理的意味論の枠組を作りたい。安定性

は、調和の概念に基づいて構築された自然演繹による PTSの非対称性を解消できるはず

なのである。以下では、新しい意味論的枠組の構築に向けて、安定性概念および一般除去

則のアイディアを少し別の角度から考察していく。

3.3.3 一意性

安定性についての議論は、「直接的根拠からの帰結」といったインフォーマルな概念を

用いて、個々の規則の形をめぐって行われてきた。ところで、安定性は調和の双対にあた

る概念である。そして、調和にかんしてはわれわれは「簡約‐正規化‐保存性」という、

互いに緩やかに関係する概念のセットをもっている。以下の議論の目標は、安定性にかん

しても、こうしたセットを見つけることである。

ダメットの調和概念は、プライアーの tonkに応答してベルナップが提案した、保存性

という規準にひとつの起源をもつ。一方、先にほんの少し触れたように、そのベルナップ

は、保存性と対になるもうひとつの規準を提示しており、ダメットはそちらについてはほ

とんど検討していない。その規準とは「一意性」である (Belnap, 1962)。

ベルナップは、数学における定義とのアナロジーで考えている。数学において、ある対

象が定義されたと言えるためには、そのような定義を満たす対象が「一意的」に「存在」し

なければならない。保存性は、定義が無矛盾であり、それを満たす対象が少なくとも存在

するということに対応する。そして、彼の提案する一意性とは、次のような要請となる。

以前と同様、Sを言語 L上のシステムとし、Sα は Sの新しい表現 αとその公理・規則

による拡大とする。このシステムを、α と同じ構文論的タイプをもつ表現 β によってさ

らに拡大した Sαβ を考える。ただし、βを支配する公理・規則は、αを支配する公理・規

則における αの現れを、すべて βで置き換えたものとする。つまり、Sαβ は、まったく

同じ形をした公理と規則をもつ二つの異なる表現を含むシステムである。このとき、αが
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Sα において一意的 (unique)であるのは、任意の論理式 A ∈ Lα について、

A ⊣⊢Sαβ
A[β/α] (*)

が成り立つときである。ただし、A[β/α]は、A中の αの現れをすべて βで置き換えたも

のである。公理と規則の形が同じであるから、実際には、⊣⊢のうち一方向だけ示せば十
分である。

自然演繹においては、一意性は以下のようにチェックされていく。例えば、α = ∧とし、

その形式的なコピー β = ∧∗ を考える。両者は同じ形の規則をもつとする。すなわち、

A B (∧I)
A∧ B

A1 ∧A2 (∧E)
Ai

A B (∧∗I)
A∧∗ B

A1 ∧
∗ A2 (∧∗E)

Ai

このとき、A∧ B ⊣⊢ A∧∗ Bは明らかに成り立つ。

A∧ B
A

A∧ B
B

A∧∗ B

( A∧∗ B
A

A∧∗ B
B

A∧ B

)
ただし、この導出で一意性が確立されたわけではない。これは、∧ (∧∗)を主結合子とし

てもつ論理式を扱っただけであって、そうではない任̀意̀の論理式 C においても ∧ と ∧∗

が置き換え可能であることを確かめる必要がある。そのためには例えば、システム全体で

「置換可能性」が成り立てばよい。すなわち、任意の論理式 Cとその部分論理式 D、およ

び D ⊣⊢ D ′ なる D ′ について、C ⊣⊢ C[D ′/D]が成り立つなら、上の導出とあわせて ∧

の一意性に十分である。一方で、つまらない場合も考えられる。すなわち、上の定義にお

ける Sの中に tonkがすでに含まれているなら、Sαβ はトリヴィアルになるので、αや β

とは関係なく一意性もトリヴィアルに成り立つ。

つまり、ある表現にかんする一意性は、それが付加される先のシステムに依存する、大

域的ないし文脈依存的性質である。また、前段落では自然演繹のシステムを見たが、一意

性の概念それ自体は、特定の形式体系を前提しない、抽象的な規準である。この意味で、

一意性は保存性と同じレベル・種類に属する性質だと考えることができるだろう。ベル

ナップがこの二つを対にして提案したという、その出所から考えても、この捉え方は奇異

ではないはずである。

ベルナップは一意性の意義について、先に述べた数学における定義のアナロジー以上の

ことは述べていないが、Dos̆en & Schroeder-Heister (1985)が興味深い結果を示してくれ

ている。彼らによれば、おおまかに言って、ある表現を含む文の十分条件 (根拠) が、そ

の必要条件 (帰結) より真に弱いときには、その表現にかんして一意性は成り立つが保存

性は成り立たない。逆に、必要条件が十分条件より真に弱ければ、保存性は成り立つが一
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意性は成り立たない。つまり、一意性と保存性は、ある一定の意味で互いの双対になって

いる。

一意性は、抽象的で大域的な性質であり、内容的にも保存性と対になる概念である。と

いうわけで、以下で論じるのは、ひとつには「簡約‐正規化‐保存性」のようなセットが

一意性についても考えられるのかということであり、また、これまで論じてきた安定性や

一般的除去則といった概念との関係である。

3.3.4 同一律

一意性は、保存性と同じレベルの抽象的・大域的性質である。次にわれわれが知りたい

のは、保存性に対する「簡約‐正規化」のような、具体的な証明体系において一意性と関

連する性質である。上の ∧の例と、一意性を (通常の文脈においては)成り立たせない規

則を比べることで、それが見えてくるだろう。一意的でない (が保存的ではある) 結合子

としてベルナップが挙げているのは、

B
AplonkB

という、規則を一つしか持たない plonkである。導入則と除去則の両方をもつ結合子と

しては、先に見た安定的でない ♡が挙げられる。他の結合子を含まず、plonkだけ、あ

るいは ♡だけからなるシステムでは、一意性は成り立たない (もちろんこうした規則が、

tonkを含むようなトリヴィアルなシステムに付加された場合は別である)。

では、こうした規則と標準的な規則の違いはどこにあるだろうか。その候補として「同

一律の還元可能性」を挙げることができる。同一律 A∧ B ⊢ A∧ Bは、「A∧ Bという仮

定のもとで A∧ Bが成り立つ」ということであり、このままで自明に正しい。しかし、∧

の導入則と除去則を使って、同一律を導出することもできる (左図)。

A∧ B(∧E)
A

A∧ B (∧E)
B (∧I)

A∧ B

A∧ B(∧E)
A

A∧ B (∧E)
B (∧∗I)

A∧∗ B

plonkや ♡の規則にはこのような導出は不可能である。さらに、この導出の一部を変え
るだけで、一意性条件 (*) に関連する帰結関係 A∧B ⊢ A∧∗ Bの導出が得られる (右図)。

ここで同一律の「還元」という言葉を使ったのは、上のような導出の可能性が、より大

域的な性質を示すためのステップを構成するからである。わかりやすさのために、ここで

シークエント算を用いることにしよう。上の導出を、シークエント算に翻訳すると次のよ

うになる：
A ⊢ A(∧L)

A∧ B ⊢ A
B ⊢ B (∧L)

A∧ B ⊢ B (∧R)
A∧ B ⊢ A∧ B
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シークエント算の導出は同一律から始まるが、この A ∧ B ⊢ A ∧ Bに至る導出は、複合

文の同一律を、より単純な文の同一律 A ⊢ A, B ⊢ Bに還元しているものと見なすことが

できる。もちろん、Aや B自身が複合的であれば、さらなる還元が可能かもしれない (不

可能かもしれない)。そして最終的には、導出の出発点となる始式としては、原子文に対

する同一律だけで十分ということが示せるかもしれない。これを同一律除去定理と呼ぶ。

すなわち、すべての文 Aに対して、その同一律 A ⊢ Aが、原子文に対する同一律と論理

規則のみを用いて導出できるということである。

調和にかんしては、次のような関係が成り立っていた。各結合子にかんする局所的ピー

クの「簡約」を繰り返すことで、導出全体の「正規化」が行われる。正規化された導出は部

分論理式特性を満たし、それを通して、各結合子の「保存性」が示される。われわれは、こ

れとよく似た構造を手にしている。すなわち、各結合子にかんする「同一律の還元」を行

うことで、「同一律除去定理」が示され、それを通して「一意性」が示される。そして、前

二者は、自然演繹ないしシークエント算という具体的な証明体系にかんする、局所的性質

と大域的性質である。というわけで、われわれは次のような一覧表を作ることができる。

調和 双対

抽象的・大域的 全体的調和 (保存性) 一意性

具体的・大域的 正規化 同一律除去定理

具体的・局所的 局所的調和 (簡約可能性) 同一律の還元

これは、とりあえず表に書きこんでみたというだけである。次節以降では、ここにさらに

シークエント算における「反映原理」というアイディアを導入して、これら諸概念の間の

関係を見通しよく整理することを試みる。ポイントは、ここで導入した「同一律‐同一律

除去定理‐一意性」という概念群と、ひとつには「簡約‐正規化‐保存性」との関係、も

うひとつにはダメットの安定性や一般除去則との関係である。

3.4 シークエント算

上の表における諸関係をより精密に、そしてよりすっきりと理解するために、われわれ

は考察の基盤となる形式体系を自然演繹からシークエント算へと移す。この節ではまず、

シークエント算の一般的な枠組を導入し、次節では、シークエント算を構成する規則群の

成り立ちを説明する原理としての「反映原理」というアイディアを紹介する。
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3.4.1 シークエント算

論理式の有限列 X,Y に対し、X ⊢ Y の形の表現をシークエントと呼ぶ。シークエントの
左辺 (Xの部分)を前件部 (antecedent)、右辺 (Y の部分)を後件部 (succedent)と呼ぶこと

にする。シークエント A1, . . . ,An ⊢ B1, . . . ,Bm の直観的な意味は、

A1かつ · · · かつ An ならば B1または · · · または Bm

という帰結関係である。シークエントの大きな特徴のひとつは、B1, . . . ,Bm のように複

数結論 (multiple conclusion)の帰結関係を表現しうるということである。

また、シークエントの左右両辺は空であることもありうる。直観的には、シークエン

ト A1, . . . ,An ⊢ B1, . . . ,Bm の前件部が空 (n = 0)なら、仮定なしで「B1 または · · · ま
たは Bm」が言えるということである。一方、後件部が空 (m = 0)なら、シークエント

A1, . . . ,An ⊢ は、A1 かつ · · · かつ An から矛盾が導かれるということである。すると、

両辺が空ならば、それは、仮定なしで矛盾が証明されたということを意味する。

シークエント算では、自然演繹のような導入則と除去則ではなく、左右の導入則で論理

結合子を支配する。そうした規則を総称して論理規則と呼ぶ。例えば、

X,A ⊢ Y
(∧L)

X,A∧ B ⊢ Y
X,B ⊢ Y

(∧L)
X,A∧ B ⊢ Y

X ⊢ A,Y X ⊢ B,Y
(∧R)

X ⊢ A∧ B,Y

X,A ⊢ Y X,B ⊢ Y
(∨L)

X,A∨ B ⊢ Y
X ⊢ A,Y

(∨R)
X ⊢ A∨ B,Y

X ⊢ B,Y
(∨R)

X ⊢ A∨ B,Y

おおまかにいって、右規則は自然演繹の導入則に、左規則は除去則に対応する。

シークエント算と自然演繹の違いとして規則の形式以上に重要なのは、構造規則

(structural rule)の存在である。そこにはまず、同一律 (Id)とカット (Cut)が含まれる。

(Id) A ⊢ A
X ⊢ Y,A A,X ′ ⊢ Y ′

(Cut)
X,X ′ ⊢ Y,Y ′

（個々の体系によって定式化に違いはあるが、ここでは重要ではない。）同一律は、シーク

エント算の導出の始式として用いられる一種の公理である。すなわち、シークエント算の

導出は、同一律から始まり、そこに論理規則および構造規則を適用して形成される。カッ

トについては後で詳しく説明する。

この二つの規則に共通なのは、その定式化に、論理式レベルの結合子が一切現れていな

いということだ。使われているのは、⊢やコンマ、それに論理式やその列に対する図式文
字だけである。つまり、構造規則は、個々の命題の内容や性質ではなく、シークエントの
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構造を形作る ⊢やコンマといった、構造的要素についての性質を述べる規則である。この
他の標準的な構造規則としては、次のようなものが挙げられる。

X,A,B,X ′ ⊢ Y
(ExchangeL)

X,B,A,X ′ ⊢ Y
X ⊢ Y,A,B,Y ′

(ExchangeR)
X ⊢ Y,B,A,Y ′

A,A,X ⊢ Y
(ContractionL)

A,X ⊢ Y
X ⊢ Y,A,A

(ContractionR)
X ⊢ Y,A

X ⊢ Y (WeakeningL)
A,X ⊢ Y

X ⊢ Y (WeakeningR)
X ⊢ Y,A

個々の規則の内容は、われわれの目的にとって重要ではない*5。重要なのは、シークエン

ト算においては、結合子にかんする論理規則を変えるのではなく、構造規則を変えること

によって、さまざまな論理の違いが表現されるということである。

自然演繹では、古典論理と直観主義論理の違いは、二重否定除去則や排中律という規

則や公理によってもたらされる。これらの中には ∨ や ⊥ という結合子が現れる。一方、
シークエント算においては、その違いは次のように表現される。古典論理は、論理規則と

上に挙げた構造規則すべてを措定する論理である。それに対して、後件部 (右辺) にはた

らく構造規則をすべて禁止すれば、直観主義論理が得られる*6。もちろんそのとき、論理

規則は変える必要はない。

また、構造規則を変えるのではなく、シークエントの構造を変えることによっても同じ

効果は得られる。古典論理のシークエント算は、複数結論のシークエントを (それらに対

する構造規則はすべて措定した上で)用いるが、それに対して、導出中で使われるシーク

エントを、単一結論の X ⊢ Aの形式のものに限れば、直観主義論理のシークエント算に

なる (こちらがゲンツェンのオリジナルな定式化である)。複数結論から単一結論への変更

は、右辺のコンマの削減、すなわちシークエントの右辺の構造を形成する要素を無くすこ

とであり、これは、右辺のコンマについて措定された構造規則を無力化することにほかな

らないのである。

シークエント算では、構造的要素ないし構造規則の変更によって、論理規則は変えるこ

となく、論理の違いを表現できる。このことは次のようなことを示唆する。古典論理や直

*5 ここまでは、シークエント X ⊢ Y を構成する X,Y は「有限列」であると仮定している。ここで構造規
則として Exchangeを仮定すると、X,Y における論理式の並ぶ順番を自由に変えることができ、X,Y は
実質的に多重集合 (multiset)として扱うことができる。さらに Contractionまで仮定すると、同じ論理式
の複数の現れを同一視することができるので、X,Y は単なる集合と見なされる。この事実を逆に利用し
て、最初から X,Y を多重集合や集合としてシークエントを定義すれば、そのシークエント算においては
Exchangeや Contractionが暗黙のうちに仮定されることになる。

*6 実際には、WeakeningRを禁止すれば、導出可能なシークエントは常に後件部に論理式が一つしかな

い X ⊢ Aの形になり、自動的に ExchangeRやContractionRの適用場面は生じなくなる。
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観主義論理は、シークエント算とは独立に、その発見以前から定式化されていた論理であ

るが、今度は構造規則を変更することで、シークエント算を通じて新しい論理を発見でき

る。古典論理から、左右両辺でのWeakeningと Contractionを禁止することで得られる線

形論理 (linear logic)がその代表例である (Girard, 1987a)。このように、標準的な構造規

則のいくつかを禁止して得られる論理を一般に部分構造論理 (substructural logic)と呼ぶ

(see Dŏsen & Schroeder-Heister, 1994)*7。

構造規則の違いが論理の違いを生み出す一方で、論理規則は不変のまま保たれる。それ

らは、多様な論理が共有するいわば核̀のようなものである。本論での興味は、構造規則よ

りもこちらに向けられる。すなわち、われわれが明らかにしようとしているのは、さまざ

まな論理が共有する論理規則の性質である。それらは当然のことながら、構造規則から可

能なかぎり独立でなければならない。

3.4.2 カット除去定理

自然演繹にかんする基本的な性質は正規化定理である。シークエント算の側でそれに対

応するのは、カット除去定理である。例として古典論理のシークエント算 LKの規則を列

挙し、いくつか用語を導入する。

古典論理シークエント算 LK

■構造規則

(Id) A ⊢ A
X ⊢ Y,A A,X ′ ⊢ Y ′

(Cut)
X,X ′ ⊢ Y,Y ′

X,A,B,X ′ ⊢ Y
(ExchangeL)

X,B,A,X ′ ⊢ Y
X ⊢ Y,A,B,Y ′

(ExchangeR)
X ⊢ Y,B,A,Y ′

X ⊢ Y (WeakeningL)
A,X ⊢ Y

X ⊢ Y (WeakeningR)
X ⊢ Y,A

A,A,X ⊢ Y
(ContractionL)

A,X ⊢ Y
X ⊢ Y,A,A

(ContractionR)
X ⊢ Y,A

■論理規則

(⊥L) X,⊥ ⊢ Y

*7 もちろん、標準的でない構造規則を考案し付加したり、コンマや ⊢以外の構造的要素を用いたりすること
によっても、新しい論理も得られる。この場合にはもはや「部分」構造論理とは呼べないかもしれないが、

発想としては同じ路線に属する。後で見るように、様相論理をこうした論理の例と考えることができる。
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X,A ⊢ Y
(∧L)

X,A∧ B ⊢ Y
X,B ⊢ Y

(∧L)
X,A∧ B ⊢ Y

X ⊢ A,Y X ⊢ B,Y
(∧R)

X ⊢ A∧ B,Y

X,A ⊢ Y X,B ⊢ Y
(∨L)

X,A∨ B ⊢ Y
X ⊢ A,Y

(∨R)
X ⊢ A∨ B,Y

X ⊢ B,Y
(∨R)

X ⊢ A∨ B,Y

X ⊢ A,Y W,B ⊢ Z
(→ L)

X,W,A→ B ⊢ Y,Z
X,A ⊢ B,Y

(→ R)
X ⊢ A→ B,Y

直観主義論理のシークエント算 LJは、導出中で用いられるシークエントを X ⊢ Aの形に
制限することで得られる。

いくつか用語を導入しておく。

• 規則の結論において、A,B,⊥,A∧ Bなどによって明示されている論理式を、その

規則の主論理式 (principal formula)と呼ぶ。

• 規則の前提において、A,B などによって明示されている論理式を、その規則の

active formulaと呼ぶ。

• 規則の言明の中で、X,Y など論理式の列に対する図式文字で表された部分を、その

規則におけるパラメータと呼ぶ。

さて、カット除去定理とは次のような言明である。

Theorem (Gentzen 1935). シークエント X ⊢ Y に対する LKの導出 Πが存在するとき、そ

の導出 Πを変形して、同じ結論 X ⊢ Y をもち、かつカットを使わない導出 Π ′ を得ること

ができる。シークエント X ⊢ Aに対する LJの導出についても同様である。

LK,LJ からカットを除いたシステムをそれぞれ LK−,LJ− のように表わすことにしよ

う。カット除去定理が述べているのはまず、カットを使って導出されたシークエントも、

実際にはカットを使わずに導出できるということである。このとき、カットは LK− (LJ−)

で許容可能 (admissible)であるという*8。許容可能性は導出可能なシークエントの外延に

かかわる規準だが、カット除去定理はそれ以上の内容を持っている。すなわち、LK (LJ)

の導出が与えられれば、それをカットを使わない LK− (LJ−) の導出へ変̀形̀す̀る̀操̀作̀が存

在するということである。後で見るように、われわれの目的にとっても、この操作は重要

である。

*8 規則 Rがシステム T において許容可能と言われるのは、

X ⊢T+R Y ⇒ X ⊢T Y

が成り立つときである。もちろん LJや LJ− などにこの規準を適用する際には、シークエントの形式は

X ⊢ Aになる。
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カット除去定理は、自然演繹の正規化定理と同じような応用をもつ。まず、矛盾を表わ

す空なシークエント ⊢は導出されない。つまり、LKや LJは無矛盾である。実際、カット

規則は、前提に現れている、いわゆるカット論理式 Aを消去するが、それ以外の規則は、

前提に現れている論理式を消去することはない。つまり、同一律から始まりカット以外の

規則の適用によって形成される導出で、空なシークエント ⊢が導出されることはない。し
たがって、カット除去定理により、カットを使っても ⊢が導出されることはない。
LKにおけるカット以外の規則は、論理式を消去することはなく、すべて部分論理式特

性を満たす。すなわち、規則の前提となっているシークエントに現れる論理式は、結論の

シークエント中の何らかの論理式の部分論理式になっている。それゆえ、カットなしの導

出も全体として部分論理式特性を満たす。すなわち、カットなしの導出中に現れる論理式

はすべて、導出の結論シークエントの何らかの論理式の部分論理式である。これらは規則

の形を見れば明らかである。そして、カットなし導出の部分論理式特性を用いることで

(正規な導出のそれと同じく)保存性を示すことができる。

例えば、LKの言語を L、そこから ∧を除いた言語を L ′ とし、LKから ∧の規則を除い

た L ′ 上のシステムを、LK ′ とすると、LKは LK ′ の保存的拡大になっている。つまり、L ′

の論理式から形成されたシークエント X ⊢ Y について、

X ⊢ Y が LKで導出可能 ⇒ X ⊢ Y は LK ′ で導出可能

を示すことができる。実際、X ⊢ Y が LKで導出可能なら、カット除去定理により、X ⊢
Y は LK− で導出可能である。すなわち、X ⊢ Y に対するカットなしの導出 Πが存在する。

そして、Π中に現れる論理式はすべて、X ⊢ Y 中に現れる論理式の部分論理式であり、そ
れゆえ ∧を含んでいない。したがって、Π中で ∧にかんする規則は適用されておらず、

Πは LK ′ の (カットなしの)導出である。つまり、X ⊢ Y は LK ′ で導出可能である。

このように、LK(および LJ)に含まれる各結合子とその規則は、LK(および LJ)からそれ

を除いたシステムに対して、保存的拡大を生み出す。カット除去定理は、そのことを示す

ために決定的な役割をはたすのである。

否定と古典論理再び

シークエント算の特徴が如実に表れるのが、否定ないし矛盾定項 ⊥の扱いである。自
然演繹では、古典論理と直観主義論理の違いは、⊥ (定式化によっては否定)にかんする規

則の違いであった。直観主義論理は「矛盾からは何でも出てくる」という趣旨の ⊥Eを用
い、古典論理はそれよりも強い二重否定除去規則 RAAを必要とする。それに対してシー

クエント算では、矛盾にかんする規則を変える必要はない。⊥は、古典論理でも直観主義
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論理でも、共通して

(⊥L) X,⊥ ⊢ Y

という形の公理によって特徴づけられる。二つの論理の間の違いは、前項で説明したよう

に、⊥にかんする規則の違いではなく、右辺の構造あるいは構造規則の違いによる。
これと関連して、二重否定除去規則によって支配される ⊥は、自然演繹においては保
存的と見なすことができなかったが、⊥Lによって支配される ⊥は、古典論理においても
保存的に付加されたと見なすことができる。このことは、カット除去定理からの帰結であ

る。ただし、ここでは ⊥の付加先のシステムが、自然演繹でもなく、直観主義論理のよう
な単一結論のシークエント算でもなく、複数結論のシークエント算であることに注意しな

ければならない。これもまた「保存性は元の古いシステムに依存する」ということの実例

である。

ダメットの自然演繹による PTSの目論見は、自然演繹においては古典論理の否定が保

存的でないこと、すなわち、その用法が調和していないことに基づいて、古典論理を批判

することであった。しかし、保存性・調和の概念は、システム全体の定式化に依存する。

それゆえ特に、演繹実践の定式化において複数結論のシークエントを使ってよいか、とい

う点をめぐって、もう少し議論がなされねばならない。ダメット側は「複数結論シークエ

ントでは推論や帰結関係を適切に表現できない」などと示す必要がある。古典論理を擁護

したいなら、複数結論のシークエント算をベースにした意味論的枠組を提示する必要が

ある。

3.4.3 カットの還元

さて、いくつかの注意すべき点はあるものの、保存性との関係を念頭におくならば、

カット除去定理は「正規化定理のシークエント版」と考えてまったく差し支えないと思わ

れる。今度は、局所的ピークの簡約に対応する、シークエント算の規則同士の局所的な関

係について考える。

自然演繹での局所的ピークとは、導入則の直後に除去則が適用されている箇所のことで

あった。すると、例えば ∧にかんする局所的ピークを、

A B (∧I)
A∧ B (∧E)
A

=

A B (∧I)
A∧ B
+

A∧ B (∧E)
A
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のように考えると、これにシークエント算で対応するのは：

X ⊢ A,Y X ⊢ B,Y
(∧R)

X ⊢ A∧ B,Y
A,X ′ ⊢ Y ′

(∧L)
A∧ B,X ′ ⊢ Y ′

(Cut)
X,X ′ ⊢ Y,Y ′

というカットの適用である。すなわち、カット式 A ∧ Bがどちらもカットの直前で導入

されている (カットの直前の推論の主論理式になっている) カットの適用である。自然演

繹の局所的ピークは次のように簡約されるのだった：

Π1

A

Π2

B (∧I)
A∧ B (∧E)
A

Π3

7→
Π1

A

Π3

これと類比的に、上のカット適用は次のように「還元」できる：

X ⊢ A,Y X ⊢ B,Y
(∧R)

X ⊢ A∧ B,Y
A,X ′ ⊢ Y ′

(∧L)
A∧ B,X ′ ⊢ Y ′

(Cut)
X,X ′ ⊢ Y,Y ′

7→ X ⊢ A,Y A,X ′ ⊢ Y ′
(Cut)

X,X ′ ⊢ Y,Y ′

右図では、左図とは別のカット適用がなされているが、そのカット式 Aは、元のカット式

A ∧ Bの (真の)部分論理式である。すなわち、カット式の複雑さが減らされている。こ

のような変形を、結合子 (この場合 ∧)にかんするカットの還元と呼ぶことにしよう。標

準的な結合子とその規則にかんしては、カットの還元が可能である。それに対して、局所

的な調和が成り立たなかった tonkにかんしては、シークエント算の規則が、

X,B ⊢ Y
(tonkL)

X,AtonkB ⊢ Y
X ⊢ A,Y

(tonkR)
X ⊢ AtonkB,Y

となるため、やはりカットの還元は不可能である。

自然演繹における局所的ピークの簡約は、導出全体の正規化のひとつのステップをな

す。シークエント算でのカットの還元は、次のような仕方で、導出全体に対するカット除

去に貢献する*9。結合子にかんするカットの還元ができるのは、カット式がいずれも直前

の推論の主論理式になっている場合、すなわちそれらがカットの直前で導入されていると

きだけである。それ以外の場合は、カットの適用の順序を交換して、カット式が導入され

*9 考えるのは、その最後のステップでカットが適用されており、かつそれ以外にはカットの適用を含まな

い導出だけである。そのような導出からカットが除去できることが示せたなら、任意の (複数のカット適
用を含んだ)導出からのカット除去は簡単である。複数のカット適用のうち、最も上にある (その上には
カット適用がない)適用から順番に除去していけばよい。
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た場面までカットを「引き上げる」。その具体例は次のような変形である：

Π1

B,B ⊢ Y,A
(ContL)

B ⊢ Y,A

Π2

A,X ⊢ Y ′
(Cut)

B,X ⊢ Y,Y ′

7→

Π1

B,B ⊢ Y,A

Π2

A,X ⊢ Y ′
(Cut)

B,B,X ⊢ Y,Y ′
(ContL)

B,X ⊢ Y,Y ′

ここでは、ContractionLと Cutの適用の順序を交換している。このような順序交換を

行なううちに、例えば左の導出が始式 (同一律) となる箇所までカットが引き上げられた

ら、そのときカットは必要なくなる：

A ⊢ A
Π2

A,X ⊢ Y ′
(Cut)

A,X ⊢ Y ′

Π ′

7→
Π2

A,X ⊢ Y ′

Π ′
(1)

また、カット式がWeakeningで導入されているなら、実際にはカットが必要ないこと

がわかる：

Π1

X ⊢ Y(WeakR)
X ⊢ Y,A

Π2

A,X ′ ⊢ Y ′
(Cut)

X,X ′ ⊢ Y,Y ′

Π ′

7→

Π1

X ⊢ Y
(Weak)

X,X ′ ⊢ Y,Y ′

Π ′

(2)

ただし、右図の二重線はWeakeningを複数回適用したことを表わす。

順序交換の結果、始式でもWeakeningでもなく、論理規則によってカット式が導入

される場面にたどり着いたら、結合子にかんするカットの還元を行う。すると、元のカッ

ト式の部分論理式に対するカットができるので、それに対して再び順序交換と、(1), (2)あ

るいは結合子にかんする還元を行う。還元によってカット式の複雑さが減り、原子式に対

するカットまで還元されたなら、原子式が論理規則によって導入されることはありえない

ので、あとは (1)あるいは (2)のケースに帰着する。

導出全体に対するカットの除去は、このような手順で行われる。結合子にかんするカッ

ト還元は、この手続きの中の重要な一ステップを構成するが、同時に、導出全体のカット

除去が可能かどうかは他の要因にも依存する。例えば、カットを「引き上げる」ためには、

任意の規則と順序交換ができなければならない (カット除去定理が成り立たないのは、こ

のステップで躓く場合が多い)。また、ある結合子にかんしては還元が可能でも、他の結

合子では不可能なら、もちろん全体のカット除去に影響が出るだろう。つまり、カットの

還元は、ある結合子にかんする規則同士の関係として、導出全体のカット除去に、そして

それを通じて保存性に関連する。しかし、それはあくまで局所的な関係であって、自然演
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繹における局所的ピークの簡約と同じく、カット除去や保存性といった大域的な性質との

関連は必然的なものではない。

ともあれ、われわれの表の「調和」の列に並んだ概念たちは、このようにして自然演繹

からシークエント算へ移される。

調和 双対

抽象的・大域的 全体的調和 (保存性) 一意性

具体的・大域的 カット除去 同一律除去定理

具体的・局所的 局所的調和 (カットの還元) 安定性・同一律の還元

3.5 反映原理

自然演繹による PTSは「導入則の反転によって除去則が正当化される」と考えるが、

その逆の方向については、ダメットの安定性概念があるくらいで、何とも歯切れが悪い。

シークエント算を導入したのは、この問題に明快な図式を与えるためである。すなわち、

導入則の反転によって除去則は正当化されるが、それとは逆に、除去則は導入則の反転を

正当化する。すなわち、導入則の反転と除去則は同値である。正確に言えば、シークエン

ト算では、規則は導入則と除去則ではなく、右と左の論理規則である。さらに、その「反

転」を考える規則は右規則とは限らない。ともあれ、左右の規則の間には、一方の規則の

反転と他方が同値という関係 (双対性) が成り立つ。この双対性こそ、上に列挙したよう

な、いくつかのレベル・種類において考えられる「二つの用法の間の内的秩序」の基礎を

なす関係である。以下では、この構図を詳細に説明していく。

二つの規則の間の双対性は、古典論理や直観主義論理を構成する標準的な論理規則にお

いて実際に成り立っている事実である。サンビンらは「反映」という概念を導入して、こ

の事実を一般化して、「論理結合子とは何か」にかんする規準として再定式化した。この

節で紹介するのは、かれらの「反映原理 (reflection principle)」というアイディアである

(Sambin et al., 2000)。

3.5.1 定義方程式

前章で、自然演繹の導入則と除去則は「互いの反転」になっていると述べた。例えば ∧

であれば、このことは規則の形から明らかであるし、→の除去則

Π

A→ B A (→ E)
B
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は「Πによって (仮定 Xのもとで) A → Bが導出されているなら、そこにさらに Aを仮

定すれば Bが導ける」と読める。すると、結局この除去則は次のような導入則の反転の言

明だと言うことができる：

X ⊢ A→ B ⇒ X,A ⊢ B。

シークエント算でも同様に考えることができる。連言の導入則に対応する右規則とその

逆を合わせて、「二重線規則」として書くことにする：

X ⊢ A,Y X ⊢ B,Y
(∧R& ∧ R−1)

X ⊢ A∧ B,Y

ここで、二重線はこの規則が上下両方向の規則であることを表わす。すなわち、この規

則は、

X ⊢ A∧ B,Y ⇔ X ⊢ A,Y andX ⊢ B,Y

という同値性を規則の形で表わしたものである。このような同値性をサンビンらは、定義

方程式 (Definitional Equation)と呼ぶ。

さて、連言の左規則を、この同値性から導くことができる。正確に言うと、∧R−1から

∧Lが次のようにして導かれる：

A∧ B ⊢ A∧ B
(∧R−1)

A∧ B ⊢ A A,X ⊢ Y
(Cut)

A∧ B,X ⊢ Y

A∧ B ⊢ A∧ B
(∧R−1)

A∧ B ⊢ B B,X ⊢ Y
(Cut)

A∧ B,X ⊢ Y

A∧ B ⊢ A∧ Bは同一律 (始式)であるから、これらの導出は、連言の左規則

A,X ⊢ Y
(∧L)

A∧ B,X ⊢ Y
B,X ⊢ Y

(∧L)
A∧ B,X ⊢ Y

を確立するものと見なすことができる。このように定義方程式から規則を導出することを

「正当化 (justification)」と呼ぶ。

逆に、∧Lを用いて ∧R−1を導くこともできる。すなわち、

X ⊢ A∧ B,Y
A ⊢ A (∧L)

A∧ B ⊢ A
(Cut)

X ⊢ A,Y
X ⊢ A∧ B,Y

B ⊢ B (∧L)
A∧ B ⊢ B

(Cut)
X ⊢ B,Y

このような正当化と逆方向の導出は「検証 (verification)」と呼ばれる。正当化と検証がな

された左規則 ∧Lは、右規則の逆 ∧R−1と同値であり、左規則と右規則を合わせると元の

定義方程式と同値ということになる。左右の規則のペアは、元の定義方程式を満たすいわ

ば方程式の「解」である。

このように、(1)ある結合子に対して「定義方程式」が与えられ、(2)その結合子に対す

る論理規則のうち、一方の規則は定義方程式の一方向であり、(3)他方の規則は、定義方
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程式によって「正当化・検証」されているとき、すなわち、定義方程式のもう一つの方向

と同値であるとき、その結合子は「反映原理によって導入された」と言われる。反映原理

の特徴をもう少し詳しく見ていこう。

3.5.2 二つの選言

連言の場合、右規則とその逆を合わせて「定義方程式」と呼んだ。選言については右規

則とその反転 (∨R& ∨ R−1)は、

X ⊢ A∨ B,Y ⇔ X ⊢ A,Y orX ⊢ B,Y

となるが、∨R−1にあたる左から右方向は、そもそも正しくなさそうであり (Xに A ∨ B

を入れれば、A∨B ⊢ A orA∨B ⊢ Bとなる)、それ以上にいま重要なのは、∨Lによって

導出することができないということである。

この問題については二通りの対応ができ、そのどちらもが重要である。ひとつめの対応

は、選言の規則は、連言と左右対称なのだから、定義方程式を左規則でとるということで

ある。
X,A ⊢ Y X,B ⊢ Y

(∨L& ∨ L−1)
X,A∨ B ⊢ Y

X,A∨ B ⊢ Y ⇔ X,A ⊢ Y andX,B ⊢ Y

このとき、先ほどと左右をすっかり入れ替えた導出によって、∨L−1と ∨Rは同値である

ことがわかる。

自然演繹による PTSの反転原理においては、反転させられるのは常に導入則であり、導

入則の逆によって除去則が正当化される。一方、反映原理においては、どちらの規則を定

義方程式を構成するものと考えるか、すなわち、どちらの規則を反転させるかは結合子に

よる。

さて、もうひとつのやり方は、シークエント算の特徴である、結論の複数性を利用する

方法である。すなわち、選言の右規則 (およびその反転)は、次のように定式化することも

できる。ここでは記号を変えて O (パーと読む)を用いる。

X ⊢ A,B,Y
(OR&OR−1)

X ⊢ AOB,Y
X,A ⊢ Y X ′,B ⊢ Y ′

(OL)
X,X ′,AOB ⊢ Y,Y ′

OR−1 と同値になる左規則は右図のとおりであり、∨Lとは少し形が異なる。同値性の導
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出 (正当化と検証)は次のように構成できる

AOB ⊢ AOB
(OR−1)

AOB ⊢ A,B X,A ⊢ Y
(Cut)

X,AOB ⊢ Y,B X ′,B ⊢ Y ′
(Cut)

X,X ′,AOB ⊢ Y,Y ′

X ⊢ AOB,Y
A ⊢ A B ⊢ B (OL)

AOB ⊢ A,B
(Cut)

X ⊢ A,B,Y

自然演繹で導入則の反転のみを考えていると、規則の間の双対性をきれいに定式化するこ

とはできない。しかし、シークエント算で、左規則を反転させたり、結論の複数性を利用

すれば、双対性を明快に見てとることができるのである。

ちなみに、Oと ∨の関係は次のように示される。

A ⊢ A(WeakR)
A ⊢ A,B

(OR)
A ⊢ AOB

B ⊢ B (WeakR)
B ⊢ A,B

(OR)
B ⊢ AOB

(∨L)
A∨ B ⊢ AOB

A ⊢ A(∨R)
A ⊢ A∨ B

B ⊢ B (∨R)
B ⊢ A∨ B (OL)

AOB ⊢ A∨ B,A∨ B
(ContR)

AOB ⊢ A∨ B

すなわち、(例えば古典論理のように) WeakeningR と ContractionR を措定すると、

AOBと A ∨ Bは論理的に同値になる。さらに興味深いことに、AOB ⊣⊢ A ∨ Bを仮定

すると、逆にWeakeningRと ContractionRが導ける。つまり、二つの選言を同一視

することとWeakeningRと ContractionRを措定することは同じである。

X ⊢ A,A,Y
(OR)

X ⊢ AOA,Y AOA ⊢ A∨A
(Cut)

X ⊢ A∨A,Y
A ⊢ A A ⊢ A (∨L)

A∨A ⊢ A
(Cut)

X ⊢ A,Y

X ⊢ Y,B
(∨R)

X ⊢ Y,B∨A B∨A ⊢ BOA
(Cut)

X ⊢ Y,BOA
B ⊢ B A ⊢ A (OL)

BOA ⊢ B,A
(Cut)

X ⊢ Y,B,A

以上の考え方を左右反転させれば、連言にも二種類あるということになる。われわれは

すでに ∧を持っているが、もう一つの連言を ⊗とする。その定義方程式と規則は次のよ
うになる：

X,A⊗ B ⊢ Y ⇔ X,A,B ⊢ Y

X,A,B ⊢ Y
(⊗L)

X,A⊗ B ⊢ Y
X ⊢ A,Y X ′ ⊢ B,Y ′

(⊗R)
X,X ′ ⊢ A⊗ B,Y,Y ′

そして今度は、二つの連言を同一視することと、WeakeningLと ContractionLを措定

することが同値だということになる。
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3.5.3 反映原理

前節で見た二つの連言・選言は、ジラールの線形論理における発見であり、∧,∨は加法

的 (additive)*10、⊗,Oは乗法的 (multiplicative)な結合子と呼ばれる。線形論理は、簡単に

言うと古典論理の Contraction とWeakening を禁止して得られる、代表的な部分構

造論理である。すでに見たように、これらの構造規則と二つの連言・選言の区別は等価で

あるから、古典論理を「線形論理から加法・乗法の二種類の結合子を同一視することで得

られるシステム」として再構成することができるのである。

このように、線形論理を始めとする部分構造論理は、古典論理の中に暗黙に含まれてい

た、さまざまな概念的要素を析出してくれる。線形論理の加法・乗法的結合子の区別は、

そのひとつの成果である。反映原理は、その区別を上のように定義方程式の違いによって

説明し、そこからさらに進んで、定義方程式を論理結合子のメルクマールとして位置づけ

ようとする。そこで鍵となる概念が「反映」である。

二種類の連言に対する定義方程式を再掲する：

X,A⊗ B ⊢ Y ⇔ X,A,B ⊢ Y

X ⊢ A∧ B,Y ⇔ X ⊢ A,Y andX ⊢ B,Y

その特徴は、結合子の現れを含む「被定義項」としての左辺に対し、「定義項」に当たる

右辺には結合子などの命題レベルの表現が現れていない、ということである。右辺を構成

するのは、図式文字とコンマや ⊢、それにシークエント同士の間の「and」など、シーク

エント・レベルでの語彙である。すなわち、各々の論理結合子は、演繹の構造を形成する

シークエント・レベルの語彙のみを使って説明される。その意味は、同じ命題レベルに属

する他の表現 (結合子)の意味に依存しない。

さらに、例えば ⊗は、前件部でのコンマに対する命題レベルでの代理物であると言え
る。定義方程式が述べているのは、コンマを命題レベルの結合子 ⊗で置き換えることも、
逆に ⊗からコンマを復元することもできるということである。一方 ∧は、右辺の「and」

に対する命題レベルでの代理物だと言える。このようなシークエント・レベルの表現と結

合子の関係を、サンビンらは「反映 (reflection)」と呼ぶ。つまり、結合子は、シークエン

ト・レベルでの語彙を命題レベルで反映する表現である。そして、結合子にかんする論理

規則は、定義方程式において結合子を導入する方向に対応する規則と、逆に結合子を除去

する方向と同値な (正当化と検証を経た)規則でなければならない。

*10線形論理の標準的文献では、加法的連言と選言にはそれぞれ & と⊕という記号が使われる。
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これらが、古典論理や直観主義論理といった標準的な論理を形成する、標準的な結合子

と規則に共通して見られる性質である。すなわち、

反映原理　論理定項とは、シークエント・レベルの語彙に対する命題レベルでの反

映として、定義方程式によって導入される表現である。そして、論理定項にかん

するシークエント算の論理規則は、その定義方程式と同値なものでなければなら

ない。

このような反映原理に従って導入されていること、サンビンらは、これを論理定項一般の

メルクマールと捉える*11。われわれもそれを受け入れた上で次のように考察をすすめる。

第一に、反映原理の考え方と、調和と安定性に関連する諸概念は、どのように関係して

いるか。もちろん、そこには密接な関係があり、サンビン自身をはじめ多くの論者も気づ

いているはずだが、明示的に述べられたことはない。以下ではそれを明確に提示する。第

二に、サンビンらが扱っているのは、コンマや ⊢といった語彙だけだが、シークエント・
レベルの言語はもっと拡張できるはずであり、その拡張は反映を通して、命題レベルの表

現の拡張をもたらす。つまり、論理定項の外延は固定的なものではなく、拡張可能のはず

である (そしてサンビンらも、この考え方に反対はしないはずだ)。それゆえ、われわれの

第一の点にかんする考察は、コンマや ⊢だけでなく、シークエント・レベルの可能な語彙
一般を扱う、一般的なものになる。この一般性がもたらす明らかな利点は、様相論理を反

映原理のスコープに収められるということである。

3.5.4 反映原理と調和と安定

反映原理によれば、シークエント算の二つの規則は「一方の規則は定義方程式の一方向

であり、他方の規則は、その反転 (逆方向)と同値であることが示される (正当化・検証)」

のでなければならない。この節では、これまでに見てきた調和と安定性をめぐるさまざま

なアイディアが、反映原理の考え方のもとで統一的に理解できることを確認する。以下で

述べるのは、形式的な定義のもとで厳密に証明することができる事柄ばかりだが、まずは

インフォーマルな仕方で提示する (また、厳密な証明といっても「エクササイズ」のレベ

ルに属する簡単な確認である)。

*11論理定項を、シークエント (あるいは演繹) レベルの構造の反映と捉える見方の先駆としては、Dos̆en
(1989)が挙げられる。
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調和と正当化

ダメットの言う (局所的) 調和とは、ある結合子にかんする局所的ピークの簡約可能性

であった。理想的なケースにおいては、簡約は正規化の一ステップを構成し、正規化と部

分論理式特性を通じて問題の結合子の保存性が示される。シークエント算において、局

所的調和＝簡約に比定できるのはカットの還元である。そして、反映原理において、あ

る定義方程式によって「正当化」が可能な規則のペアは、カットの還元が可能である (cf

Bonnay & Simmenauer, 2005)。⊗ を例にとって見てみよう。還元すべきカットは次のよ
うになる。

Π ≡
X ⊢ A,Y X ′ ⊢ B,Y ′

(⊗R)
X,X ′ ⊢ A⊗ B,Y,Y ′

A,B,W ⊢ Z
(⊗L)

A⊗ B,W ⊢ Z
(Cut)

X,X ′,W ⊢ Y,Y ′,Z

一方、⊗の規則は正当化可能であり、その導出は一般に次のような形になると想定できる。

X ′ ⊢ B,Y ′
X ⊢ A,Y

A⊗ B ⊢ A⊗ B
(⊗L−1)

A,B ⊢ A⊗ B
(Cut)

X,B ⊢ Y,A⊗ B
(Cut)

X,X ′ ⊢ Y,A⊗ B

特に、正当化の導出においては、カットは A⊗ Bの真部分論理式にしか適用されない (⊗
を含むカット式に対するカットは必要がない)こと、および ⊗L−1は、同一律から A,B ⊢
A⊗ B (サンビンらはこうしたシークエントを「反映公理」と呼ぶ)を導くためだけに使わ

れることがポイントである。

さて、上の導出の中で、シークエント右辺の A⊗Bは同一律で導入されたあとは、規則

の適用には関係ないパラメータである。これを Z に置き換えて、一番上の ⊗L−1 を取り

除けば、上のカット適用 Πを還元した形になる：

X ′ ⊢ B,Y ′
X ⊢ A,Y A,B ⊢ Z

(Cut)
X,B ⊢ Y,Z

(Cut)
X,X ′ ⊢ Y,Z

このように正当化の導出は、その構造を眺めてみれば、すでに実質的に、問題の結合子に

かんするカットを還元した形になっている。つまり「正当化」可能性は、反映原理の枠組

において「調和」に対応する概念と考えることができるのである。(以上の証明は、付録で

Theorem 22において与えられる。じっさいには、正当化可能性とカットの還元可能性は

同値である。)
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ダメットの安定性

「調和」のほうはこれまでも問題はなかった。われわれが戸惑ったのは、調和の双対に

あたる「安定性」のほうであった。二つの規則の間の安定性にかんするダメットの規準

は、「両方向の反転原理によって二つの規則 (の集合)が互いに正当化しあう」である。そ

の規準はあまり厳密なものとは言えないが、考え方としては、「導入則と調和する除去則

のうちで最も強い除去則」を「安定的」と呼びたいのだった。

反映原理では、安定性の規準をきわめてシンプルに定めることができる。つまり、検証

である。反映原理において、ある定義方程式によって正当化される規則は、「定義」する

側の規則と調和していると見なすことになった。さらに正当化に加えて検証が可能な規則

は、明らかに「調和的な規則のうちで最強」である。

ダメットは両向きの反転原理を考えたが、それは、「自然演繹という単一結論のシステ

ム」で「導入則のみが反転される規則と見なす」からである。そのために、∨導入則の反

転を除去則によって導出することができず、「検証」にあたる概念を安定性の規準に採用

できない (標準的な結合子のひとつである選言の規則を「安定的」でないと判定する規準

は、あまり望ましくない)。反映原理ないしその基礎となるシークエント算では、左規則

(除去則)を反転規則と考えたり、複数結論のシークエントを使ったりするので、シンプル

な検証という規準を無理なく採用できるのである。

安定性・同一律・一意性

調和の双対にあたる概念としては、局所的調和に対する安定性とは別の路線から、われ

われは一意性と同一律除去定理という概念を提示した。安定性を反映原理における検証と

同一視するなら、これらの概念の間には調和の側の概念群と類比的な関係が成り立つ。す

なわち、検証可能性は同一律の還元を保証するのである。

再び ⊗を例にとって、その右規則の検証の導出を見てみよう。

A ⊢ A B ⊢ B(⊗R)
A,B ⊢ A⊗ B A⊗ B,X ⊢ Y

(Cut)
A,B,X ⊢ Y

導出の構造を詳しく検討すれば、検証においては、⊗ を含む同一律を始式として用いる
必要はないことがわかる。そして本質的には、検証される規則 (ここでは ⊗R)を適用する

と、結論のシークエント (ここでは A,B ⊢ A⊗B)は、元の定義的規則 (⊗L)の前提の形に

なっている。検証においては、そのシークエントにカットが適用されるが、代わりに定義
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的規則を適用すれば、同一律の導出が得られる (左図)：

A ⊢ A B ⊢ B (⊗R)
A,B ⊢ A⊗ B

(⊗L)
A⊗ B ⊢ A⊗ B

A ⊢ A B ⊢ B (⊗R)
A,B ⊢ A⊗ B

(⊗∗L)
A⊗∗ B ⊢ A⊗ B

一意性まで示したければ、右図のようにすればよい。つまり、反映原理における安定性 (＝

検証可能性)は同一律の還元を保証する。すなわち、大域的な性質としての同一律除去定

理・一意性に対する、局所的な貢献を保証する (付録の Theorem 25および Proposition 28

参照)。これは、反映原理における調和 (＝正当化可能性)がカットの還元を保証し、カッ

ト除去定理・保存性に貢献するという構図と、まったくパラレルな関係である。

調和 双対

抽象的・大域的 全体的調和 (保存性) 一意性

具体的・大域的 カット除去 同一律除去定理

具体的・局所的 カットの還元 同一律の還元

(反映原理) 局所的調和 (正当化) 安定性 (検証)

反映原理の正当化と検証は、論理的に互いに逆の含意関係の導出である。先に紹介した保

存性と一意性の間の双対性と合わせると、これらの概念群の間には各レベルで双対性が成

り立っていると見ることができる。

「一方が他方の反転と同値である」という双対性が、シークエント算における、結合子の

二つの規則の間の基礎的な関係である。この双対性は、一方でカットの還元を、他方で同

一律の還元を保証し、カット除去・同一律除去定理という大域的な性質に貢献する。これ

らの性質を通じてさらに、保存性と一意性という抽象的な性質を確かめることができる。

この構造が、本章を通じてわれわれが追求してきた「用法の間の内的秩序」のサマリーで

ある。

一般除去則と規則の生成

安定性について言えば、もうひとつ、一般除去則というアイディアを見た。一般除去則

とは、ダメットが元々言っていた安定性、すなわち「ある複合文の直接的根拠からの帰結

はすべて、その複合文からの帰結である」という規準に従って、調和と安定性を満たす規

則を生成する方法であった。以下では、このアイディアと、この節で見てきた調和・安定

性 (正当化・検証可能性)との関係を見ていく。

∧導入則とそれから得られる一般除去則を、依存する仮定も明示して書くと次のように
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なる：
X ⊢ A1 X ⊢ A2 (∧I)

X ⊢ A1 ∧A2

W ⊢ A1 ∧A2 X,Ai ⊢ C (∧EG)
W,X ⊢ C

∧EG におけるW として A1 ∧A2をとると、前提のひとつは同一律 A1 ∧A2 ⊢ A1 ∧A2

として自明視できる。すると、シークエント算の規則が得られる：

X ⊢ A1,Y X ⊢ A2,Y
(∧R)

X ⊢ A1 ∧A2,Y
X,Ai ⊢ Y (∧LG)

X,A1 ∧A2 ⊢ Y

∧R は、∧ の定義方程式から得られた定義的規則であり、∧LG は、その定義方程式に対

して正当化・検証可能な規則である。このように、一般除去則のアイディアは、小さな変

更を施すだけでシークエント算に応用可能であり、それによって生成される規則は、正当

化・検証可能という意味で、調和と安定性を満たすようになっている。

ただし、一般除去則は、導入則 (右規則)から除去則 (左規則)を生成する方法であり、そ

れに対して、反映原理における定義的規則は、右規則でも左規則でもありうる。このズレ

については、次のように考えることができる。

定義的規則に要求されるのは、おおまかに言って、単一の規則であること (例えば上の

∧LG や通常の ∨Rは排除される)、文脈にコンマが含まれておらず反転規則の形が一意に

決まること (例えば ⊗R は定義的規則になりえない) である。一方で、このように定義的

規則の形式を特定すれば、それと調和かつ安定になりうる規則の形式も特定することがで

きる。例えば、「そうした規則においては、ひとつの前提に二つ以上の active formulaが含

まれていてはいけない」といった条件である。こうして、シークエント算の部分論理式特

性を満たす規則一般の中から、特殊な二つのタイプを厳密に定義しくくり出すことができ

る。ひとつは、定義的規則になりうる規則 (これは単一の規則である)、これをタイプ (i)

の規則と呼ぼう。もうひとつは、定義的規則によって正当化・検証されうる規則 (の集合)

のタイプである。こちらをタイプ (ii) と呼ぼう。

結局、一般除去則のアイディアを、シークエント算に応用したときに得られるのは、上

の ∧Rのようにタイプ (i) の規則が与えられたときには、それによって正当化・検証され

るタイプ (ii) の規則 (の集合)を生成し、逆にタイプ (ii) の規則 (の集合)が与えられれば、

それを正当化・検証するタイプ (i) の規則を生成する、そのような生成法である。つまり、

一般除去則は、反映原理とは少し異なる発想に基づいてはいるが、二つの規則の間の双対

性というわれわれの構図に、すんなりと収めることができるのである (こうした規則の生

成法については付録 3.4節を参照)。
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3.6 論理の境界設定

ここまでは、反映原理と調和・安定性に関連する概念たちとの関係を見てきた。この節

では、先ほど少しだけ触れた「反映」という考え方について、もう少し考察する。

論理定項と、そうではない論理外の (例えば数学の領域に属する) 表現を区別する規準

については、フレーゲによる現代論理学の創始以降に限っても、さまざまな考え方があ

る*12。代表的なものとしては例えば、文法的な規準 (Quine, 1980, 1986)や「トピック中

立的」という概念を用いた規準。あるいは「置換のもとでの不変」という概念を用いたモ

デル論的な規準 (e.g. Tarski & Corcoran, 1986; Bonnay, 2008)などがある (cf. MacFarlane,

2009)。これらに対して、反映原理が提示する規準は、「証明論的」ないしは「推論主義的」

であると言ってよいだろう。これらの規準たちの間の異同や優劣を論じる余裕はないが、

以下では、反映原理の内実をもう少し詳しく論じることにする。

3.6.1 標準的定項

反映原理によれば、論理定項とは、それを「定義する」定義方程式をもち、それと (正

当化・検証を通じて)同値なシークエント算の規則によって支配される表現である。この

「論理定項」という概念の定義は、もちろん、「定義方程式」という概念に依存する (定義

方程式が適切に与えられれば、論理規則は計算して生成することができる)。これらの概

念がどれだけの適用範囲をもつのかについて考察する。具体的には、古典・直観主義論理

に含まれるという意味で「標準的」な結合子が、反映原理においては確かに「論理的」と

認められることを確認しつつ、同時に、その考え方がどのように拡張可能かについても見

ていくことにする。

復習すると、定義方程式とは次のような形式の同値命題である：

X ⊢ AOB ⇔ X ⊢ A,B

「定義項」にあたる右辺は、命題レベルの定項を含まず、⊢やコンマ、それに図式文字と
いうシークエント・レベルの表現のみから構成される。Oは、Aと Bの間のコンマを命

題レベルで反映する表現である。右辺のコンマというシークエント・レベルの表現がひと

*12算術は論理学の一部だという論理主義を推進したフレーゲにとって、論理の境界設定は決定的な重要性を

もっていたはずだが、彼がこの問題を主題的に取り上げて論じることはなかった。この点に注目し、論理

主義のテーゼをより明確にするという観点からシークエント算を取り上げ、論理の境界設定を試みたのが

Hacking (1979)である。
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つあれば、それを反映する結合子の定義方程式がひとつ構成できる。逆に言えば、右辺の

コンマを持たないシークエント言語、例えば、直観主義論理のための単一結論のシークエ

ント計算の言語では、反映原理に従って Oを導入することはできない。反映原理の枠組
では、何が論理定項であるかは、基盤となるシークエント言語の語彙に依存する。

乗法的連言 ⊗と選言 Oは、それぞれコンマに依存する。では、加法的連言と選言はど
うだろうか。

X ⊢ A∧ B ⇔ X ⊢ A andX ⊢ B

∧が (右辺で)反映するのは、シークエント同士を結びつける「and」である。この定義方

程式は、コンマのようなシークエントの内部の語彙を用いずに定式化される。それゆえ、

加法的結合子は、どのシークエント言語にも普遍的に内在する定項であると言える。

ちなみに、ここでも先の Oの定義方程式と同じく、
X ⊢ A∧ B,Y ⇔ X ⊢ A,Y andX ⊢ B,Y

ではなく、文脈の「,Y」を省いた形で書いている。この文脈付きの方程式はコンマを使っ

ており、∧が、右辺のコンマの存在に依存しない結合子であることが不明確になるからで

ある。もちろん、右辺のコンマをもつシークエント言語においては、∧はこの同値命題を

満たすことが期待されるが、それは ∧の定義方程式の構成要件とは別の話である。あと

で見る「ディスプレイ・ロジック」という証明体系においては、結合子とそれが反映する

シークエント・レベルの語彙 (構造結合子と呼ばれる) の対応関係が常に明確になるよう

に、定義方程式 (の対応物)を構成することができるようになる。

さて、先に述べたとおり、これら二種類の連言・選言は、構造規則を措定することで同

一視される。逆に言えば、標準的論理 (古典・直観主義論理)で使用される連言・選言を分

析して得られる定項である。それゆえ、これらを論理定項と認めることには、何らおかし

いところはないだろう。含意には、次のような定義方程式が対応する：

X ⊢ A→ B ⇔ X,A ⊢ B

左辺のコンマを使わない方程式 (⊢ A → B ⇔ A ⊢ B)では、左規則の正当化が不可能に

なる*13。それゆえ、左辺のコンマは必要である。他方、右辺のコンマは無くとも、方程式

によって正当化・検証される左規則は問題なく定式化できる。含意は言わば、左辺のコン

*13これまで例から推測できるように、正当化の導出は必ずA → B ⊢A → Bという、問題の結合子を含む

式の同一律と、それに対する方程式の適用から始まる。しかし、コンマなしの方程式では、それを適用す

るには左辺は空でなければならず、それゆえ、正当化の導出を始めることができなくなるのである。



第 3章 双対性と反映原理 97

マを右辺で反映する結合子なのである*14。

含意が左辺のコンマを反映するのだとしたら、右辺のコンマを左辺で反映する結合子も

考えられる。

A← B ⊢ Y ⇔ A ⊢ B,Y

Coimplication, subtraction, exclusionなどと呼ばれる結合子である。これは「標準的」な

結合子には含まれない。古典論理であれば、A← B := A∧ ¬Bと定義できるし、直観主

義論理では定義できない (cf. Goŕe, 2000)。これは、直観主義論理のシークエント算では

右辺のコンマを使わないことに対応している。Oについて述べたように、←についても、
それが論理定項であるかどうかが論争になるとすれば、その議論は基盤となるシークエン

ト言語の語彙についてのものとなる。逆に言えば、それ以外の側面、すなわち定義方程式

とそれによる正当化・検証のプロセスにかんしては、Oや←と他の結合子の間に何の違
いもないのである。

否定は、連言や選言の極限事例である命題定項と含意を使って定義できるので、注で紹

*14サンビンらは、定義方程式が満たすべき条件として「可視性 (visibility)」を要請する。すなわち、規則の
activeおよび principal formulaの横に文脈が存在してはいけない。この可視性の要請のもとでは、含意に
対してコンマを使わない方程式しか与えられず、結局 (上で述べたとおり)方程式が「解けない」という事
態に陥る (see Sambin et al., 2000, pp.990-992)。可視性に概念的・技術的な興味があるとしても、反映原

理との間に衝突があるのは明らかであり、本論では反映原理のほうを優先する。
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介する*15。最後に、量化子について確認しておこう。全称量化子と存在量化子の定義方程

式 (二重線規則)と、それによって正当化・検証される規則は次のようになる。特別なこと

はない。

A[t/x] ⊢ Y
(∀L) ∀xA ⊢ Y

X ⊢ A[y/x]
(∀R)

X ⊢ ∀xA
A[y/x] ⊢ Y

(∃L)
∃xA ⊢ Y

X ⊢ A[t/x]
(∃R)

X ⊢ ∃xA

∀R, ∃Lの結論には、yは自由に現れてはいけない。ただし、A[t/x] (A[y/x])は、Aにお

ける xの自由な現れに t (y)を代入した結果を表す。

こうした方程式を構成するためにはもちろん、命題論理ではなく述語論理の言語が、特

に変数という語彙が必要である。だが、そうした言語が与えられさえすれば、「右辺 (左

辺)にだけ現れる変数」というシークエント・レベルの構造を用いて、それを反映する表

現として全称 (存在)量化子を取り出すことは容易なのである。

以上、反映原理が「論理定項」として認めるものには、標準的な一階述語論理の結合

子・量化子がすべて含まれる。その一方で、反映原理によって導入される乗法的選言や

Coimplicationについては、古典論理と直観主義論理の間で争いが生じる可能性はある。

ただし、その争いは、そうした定項について直接論じるものではなく、右辺のコンマとい

うシークエント・レベルの語彙を認めるのかどうかをめぐるものになるはずである。

*15 連言・選言が表している命題の結合の仕方を一般化しようとすると、例えば

X ⊢ ∧n(A1, . . . ,An) ⇔ X ⊢ A1 and · · · andX ⊢ An

X ⊢On(A1, . . . ,An) ⇔ X ⊢ A1, . . . ,An

のようになるだろうが、これらは二項の ∧,O に還元することができる。一方、こうした方程式の中で
n = 0のケースを考えると、命題定項が得られる。∧n = ∧0の場合は、“and”で結合される前提がひと
つもないということであるから、前提なしの公理が得られる。その定項を⊤と書くとすると：

X ⊢ ⊤

公理の「反転」をとることはできない (定義方程式の右辺が存在しない)ので、いかなる左規則も正当化・
検証されない。それゆえ、⊤の左規則は存在しない。一方、On =O0を、⊥で表すとすると、

X ⊢ ⊥ ⇔ X ⊢

という定義方程式が得られる。これによって正当化・検証される規則は⊥ ⊢ という形の公理である。
左辺でこれらに対応するケースも考えて、四つの定項に対する規則・公理をまとめると次のようになる。

⊢ Y (1L)
1⊢ Y

⊢ 1 (1R) ⊥ ⊢ (⊥L)
X ⊢ (⊥R)
X ⊢ ⊥ X ⊢ ⊤ (⊤R) 0 ⊢ Y (0L)

二項の連言・選言と似た事態が生じる。すなわち、左右のWeakeningを認めることと、0と ⊥、1
と⊤を同一視する (0 ⊣⊢ ⊥, 1 ⊣⊢ ⊤)ことは同値である。ただしそれは、規則における文脈の存在を認
め、1Lと⊥Rは

X ⊢ Y (1L)
X, 1⊢ Y

X ⊢ Y (⊥R)
X ⊢ ⊥,Y

の形であるとした場合に限る。
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3.6.2 様相論理

サンビンらは、反映原理の適用範囲を、以上のように標準的な結合子・量化子までにと

どめている。以下でわれわれは、反映原理の適用範囲をさらに拡張する方法について検討

する。この議論によって示したいのは、反映原理によって論理定項の境界を設定するな

ら、その境界は固定されず、ある意味でどこまでも拡張可能になるだろうということであ

る。ケース・スタディとしては様相論理を取り上げる。なおここで「様相論理」と言うと

きにそこに含まれているのは、Kの拡張になっているいわゆる正規な様相論理の諸体系で

ある。

古典命題論理の言語 {∧,∨,→,⊥}に、必然性 □と可能性 ♢の二つの演算子を付け加え
た言語で考える (可能性 ♢は、プリミティブとして入れてもよいし、¬□¬として定義し
てもよい。ここでの主要な論点ではない)。これまでに紹介してきたような、オーソドッ

クスなシークエント算の枠組に、様相論理の体系を組み込むことには、いくつかの困難が

伴う (以下の記述はWansing, 2002,に基づく)。

例えば、S5*16のひとつの定式化は次のようなものである。すなわち、古典命題論理の

シークエント算 LKに

X,A ⊢ Y
(□L)

X,□A ⊢ Y
□X ⊢ □Y,A

(□R)□X ⊢ □Y,□A

を加えると S5が得られる。ただし、X = B1, . . . ,Bn に対し、□Xは □B1, . . . ,□Bn を表

す (□Rを、Y が空であるケースだけに制限すれば、S4*17が得られる)。ひとつの困難は、

概念的なものである。□Rは、標準的なシークエント算の論理規則とは異なる性質を持っ
ている。すなわち、標準的な規則では、結論においてひとつの結合子 (演算子) がひとつ

(主論理式を形成するものとして)現れているだけだが、ここでは、主論理式以外の文脈に

□が現れる。このことがそれ自体で形式的な欠陥を構成するわけではない。しかし、何ら
かの意味で「規則によって意味を定める」ことを目指すならば、この特徴は循環に招く恐

れもあるため、あまり望ましいものではない。

□Rは、規則の適用の際の文脈にかんする制約を伴っている。このような制約は、上に

*16 クリプキ・フレーム (モデル) では、S5の必然性は次のように定義される。世界の集合W とその要

素 w ∈ W に対して、w |= □A (w で □A が成り立つ) であるのは、すべての w ′ ∈ W に対して

w ′ |= Aであるときそのときにかぎる。

*17 S4に対するクリプキ・フレームは、世界の集合W と、反射的かつ推移的な到達可能性関係 Rからなる

⟨W,R⟩である。必然性は「w ∈ W に対して、w |= □A (wで□Aが成り立つ)であるのは、wRw ′

なるすべてのw ′ ∈ W に対してw ′ |= Aであるときそのときにかぎる」と定義される。
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述べた概念的な側面だけでなく、カット除去などの形式的な性質にかんしても悪い影響を

及ぼす。じっさい、上のように定式化された S5の体系では、カット除去定理が成り立た

ない。ひとつの反例は、

p ⊢ p
□p ⊢ p
□p ⊢ □p
⊢ ¬□p,□p

(□R) ⊢ □¬□p,□p
p ⊢ p
□p ⊢ p

(Cut)⊢ □¬□p,p

である (cf. Ohnishi & Matsumoto, 1959)。カット除去をしようとすると、規則の適用順序

の交換がうまくいかない。そして、それを阻んでいるのは、図中に示した □Rの適用にお
ける、文脈に対する制約であることがわかる。

このような、規則における結合子の現れの単一性や、上で述べたカット除去定理の可否

は、もちろん規則やシステム全体の定式化に依存する。例えば S5にかんしては、これら

の問題を解消した定式化も存在する (Braüner, 2000)。より難しいのは、「統一性」の問題

である。シークエント算の特徴は、多様な論理を統一的に定式化できる点にある。その統

一性とは、第一に論理規則は異なる論理間でも同じに保たれるということ、第二に論理の

違いは構造規則の違いによって表されるということ、この二点に存する。たとえ、ある様

相論理に対してカット除去可能な定式化が与えられても、その定式化が他の様相論理に統

一的に適用できるとは限らないのである。

以上、カット除去定理、単一性、統一性を、シークエント算による様相論理の定式化に

際しての困難として挙げることができる。こうした困難に対するひとつの解決策は「シー

クエント・レベルの語彙を増やす」ことである。右辺のコンマを反映する乗法的選言や

Coimplicationは、右辺にコンマを持たない単一結論のシークエント言語ではうまく扱え

ない*18。上に挙げた困難も、これと類比的に考えられるのではないか。

このアイディアのためには、シークエントの概念を一般化することが必要である。標準

的なシークエントは、⊢ の両側に論理式の列 (多重集合ないし集合) を配置した表現であ

る。これに代えて、両辺にくるのは、論理式と「構造結合子」からなる「構造」一般であ

るとする。すると、従来のコンマは例えば二項の構造結合子と捉えられるし、両辺のいず

れかが空であることは、そこに 0項の構造結合子 I (この表記が一般的である)が存在する

ものと考えられる。Weakeningなど従来の構造規則は、こうした構造結合子にかかわる規

*18自然演繹における古典論理の定式化において、単一性 (の導入則と除去則版)を満たさない二重否定除去
則が必要とされることは示唆的である。自然演繹は、右辺 (結論部)におけるコンマを持たない単一結論
の証明体系である。
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則と位置づけられる。このように考えると、コンマや I の他にも、任意の構造結合子とそ

れに対する構造規則を付け加えていくことができる。

このようなシークエント概念は、ベルナップの「ディスプレイ・ロジック」によって提

示されたものである (Belnap, 1982)。彼のそもそもの目的は、古典論理・直観主義論理・関

連論理・様相論理などのさまざまな論理を、シークエントの枠組で (ときにはひとつのシ

ステムに混在させて)定式化することである。もちろんここで「シークエントの枠組」と

は、上で述べたカット除去定理と統一性にほかならない。そして、ここまで見てきた反映

原理の考え方も、ディスプレイ・ロジックのアイディアと、難なくフィットする。ディス

プレイ・ロジックの枠組で新しい構造結合子を導入し、それを命題レベルで反映する表現

として、様相演算子を導入する。そのように反映原理に従って導入された結合子は、カッ

ト除去や統一性にかんしても望ましいふるまいを示すのである (ディスプレイ・ロジック

については、付録 1節で説明している)。

さて様相のための構造結合子を見る前に、(その説明の中でも用いるので)構造結合子の

別の例を見ておくことにする。一項の構造演算子 ∗を次のような構造規則 (左図)ととも

に導入する：
X ⊢ Y
∗Y ⊢ ∗X
X ⊢ ∗ ∗ Y

∗A ⊢ Y
¬A ⊢ Y

A ⊢ X
∗X ⊢ ¬A

二重線は両方向の規則であることを表す。∗ は、シークエントの内部での構造 X や Y の

「極性 (polarity)」を示す構造結合子である。対偶と同じ形式が現れていることからわかる

ように、否定に対応する (否定結合子で反映される)。実際、否定の規則は右図のように定

式化できる。

様相演算子に対応する一項構造演算子を •で表すことにする。これにかかわる基本的な
構造規則は左の二重線規則であり、必然性オペレータの論理規則は右のようになる：

•X ⊢ Y
(•)

X ⊢ •Y
A ⊢ Y (□L)□A ⊢ •Y

X ⊢ •A (□R)
X ⊢ □A

□Rが定義方程式を構成する定義的規則だと考えると、□Lの正当化と検証が可能である：

□A ⊢ □A
(□R−1) □A ⊢ •A(•)

•□A ⊢ A A ⊢ Y(Cut) •□A ⊢ Y(•) □A ⊢ •Y

X ⊢ □A
A ⊢ A (□L)□A ⊢ •A (Cut)

X ⊢ •A

以前と同じく、正当化・検証可能性はそれぞれカットと同一律の還元を保証する。また、

□Rにおける文脈への制約もないので、(もちろん他の規則等に依存するが)上に見たよう

な順序交換の困難も生じない。
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上の基本的な構造規則と論理規則 □L,□Rに対応するのは、最小の正規な様相論理 Kで

ある。構造結合子 •にかかわる構造規則をさらに追加することで、さまざまな正規な様相
論理が得られる。そのいくつかの例を提示しておく：

∗ • ∗I ⊢ Y (D ′)
I ⊢ Y

∗ • ∗X ⊢ Y (T ′)
X ⊢ Y

∗ • ∗X ⊢ Y (4′)∗ • • ∗ X ⊢ Y
∗ • ∗X ⊢ Y (5′)• ∗ • ∗ X ⊢ Y

それぞれ、様相論理の代表的な公理 (型):

(D) □A→ ♢A (T) □A→ A

(4) □A→ □□A (5) ♢A→ □♢A

に対応する (S4 = K + T + 4, S5 = K + T + 5である)。どれも少し複雑な構造規則だが、

重要なのは、論理の違いの表現は構造規則に任せて、結合子にかかわる規則は同じに保て

るという点である。そして、これらの構造規則および論理規則からなる様相論理の諸体系

は、どれもカット除去定理が成り立つようになっている。

規則の形式、カット除去定理および統一性という利点は、もちろん、構造結合子 •とい
う概念的リソースの増加と引き換えに得られたものである。以上の事情は、反映原理が示

唆している、シークエント算 (ないしディスプレイ・ロジック)における結合子のあり方を

よく示している。結合子とはシークエント・レベルの構造の反映にほかならない。そのよ

うな結合子こそが、シークエント算において「よいふるまい」を示すのである。

3.6.3 演繹の構造

ここまで見てきたように、反映原理の考え方に従うと、標準的な論理で用いられる

結合子・量化子はすべて問題なく「論理的」と認められ、その中には、乗法的選言や

coimplicationのような、場合によっては問題視されるかもしれないような結合子も含まれ

る。さらに、ディスプレイ・ロジックの枠組に移れば、様相論理の演算子も反映原理の射

程に入ってくる。いずれにせよポイントは、シークエント・レベルにおいて、適切な構造

結合子を導入できるかどうかにかかっている。そして、その範囲に原理的な限界はない。

もちろん、これらは、シークエントという表現と、それにかかわる規則のシステムにつ

いての形式的な事実にすぎない。単に構造結合子を導入し、それを反映する結合子とその

規則を定式化しても、「論理定項」としての実質は伴ってこないだろう。ただし、その際

の論点は明確である。ある結合子が「論理的」であると主張したいなら、それが反映して

いる構造結合子をしっかりと動機づけるべきだということである。すなわち、その構造結

合子が、演繹にかかわるわれわれの実践において、どのような構造を表しているのかを明

確にせねばならない、ということである。
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単一結論のシークエントは、仮定 (左辺)から結論 (右辺)への帰結関係を表す。帰結関

係は、複数の仮定をもつだろうから、それらの仮定を結合するものとして、われわれは

シークエントの左辺のコンマを自然に理解できる。右辺のコンマを導入した複数結論の

シークエントは、そのままでは、帰結関係を表すものとして自然に理解できるかといえ

ば、難しいだろう。次章以降の議論のトピックのひとつはまさに、こうした複数結論の

シークエントが何を表すのかにかかわる。さらに、上で紹介した様相論理のための構造演

算子 •などは、何を表しているのか、自明とはほど遠い。反映原理に基づけば、様相演算
子を論理定項として (つまり様相論理を論理として) 数え入れるかどうかの議論は、この

論点において行われうるのである*19。

*19様相演算子が反映しているのは何かという問題にかんする議論は Restall (2011)などで見られる。レス
トールは、ディスプレイ・ロジックではなく、ハイパー・シークエントを用いた定式化に拠っているが

「結合子はシークエントの構造の反映である」という基本的な考え方は共通である。
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第 4章

双側面説

本章では、自然演繹による PTSに対するオルタナティブとして、シークエント算によ

る証明論的意味論を提示する。

これまでにも多くの「オルタナティブ」が提案されてきた。その戦略のパターンは次の

ようなものである。まずは、

[ダメットら] これらの論者が、調和の制約を用いて到達した論理は、直観主義論理

よりも強いものではない。彼らが主張するところでは、古典論理はそうした証明論

的な視点からは正当化できないのである。(Milne, 1994, 49)

といった仕方で、自然演繹による PTSおよびそこでの調和の概念が、古典論理を扱えな

いことを強調する。次に、それに従えば古典論理を正当化できるような、独自の調和な

いし妥当性の概念を提案する。例えば、上で引いたミルンの論文のタイトルは “Classical

harmony”であり、偶然にもワイアーも同じタイトルの論文を書いている (Weir, 1986)。い

ずれも、ダメットらのそれとは異なる、「古典的」な調和概念を提示する論文である。ま

た、前章で少しだけ触れた、複数結論の自然演繹に基づくリードの議論では、調和に加え

て「自律性 (autonomy)」という独自の概念が導入されている (Read, 2000)*1。彼らの戦略

は、「古典 vs直観主義論理」「実在論 vs反実在論」という対立図式の一方にダメットを押

し込めた上で、批判するという構図である。もちろんこの図式も、もともとはダメットが

設定したものではある。しかし、彼の多岐にわたる議論を見渡せばわかるように、話はそ

*1 付け加えておくと、前章で見たサンビンらの反映原理は、かれらにとっては論理定項の意味を文字通り

「定義」する意味論的原理であるし、シュレーダー＝ハイスターは、自然演繹による PTSに対して精力的な
批判を展開しつつ、新しい意味論的枠組の構築を模索している (Schroeder-Heister, 2007a,b, 2008, 2010)。

ただ残念ながら、わたしの見るところ、かれらの意味論はまだスケッチ段階にとどまり、特にダメットの

意味論と接続して検討することは難しい。
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う単純ではない。

本論が提示する証明論的意味論は、結果としては上に挙げた後続の論者のそれと同じ

く、古典論理を正当化できるような枠組であるが、アプローチにおいて少し異なる。確か

に、自然演繹による PTSでは古典論理は正当化できないだろう。しかしその枠組は、ダ

メットの意味理論的な考察のひとつの具体化にすぎないとも言える。自然演繹による PTS

のレベルではなく、より一般的なレベルで彼の議論を再検討すれば、その概念的な枠組を

組み換えるという仕方で、新しい調和概念を得ることができるのではないか、というのが

本章の議論の目論みである。さらに言えば、このような組み換え・読み換えによって、わ

れわれの枠組では、第 1・2章で指摘したダメットの PTSに含まれる不明瞭さを解消でき

るようになっている。このような意味において、本論の枠組はダメットの枠組の内在的な

改良と見なせるはずである。

このような見通しのもと、本章でわれわれが検討したいのは、意味論ないし意味理論の

基本的な構造についてである。自然演繹による PTSの特徴は、導入則を基本的な意味付

与規則とし、導入則を正当化される規則として扱う、非対称的な構図であった。われわれ

がここで検討する、シークエント算による証明論的意味論は、シークエント算の右規則と

左規則の両方を意味付与規則と見なす。つまり、論理定項の意味はその用法がもつ二つの

側面から説明される。こうした考え方を一般に「双側面説 (bilateralism)」と呼ぶ。われわ

れが提示するのは、双側面的な PTSである。それに対して、自然演繹による PTSは、導入

則というひとつの側面で意味が決まると考える「単側面的 (unilateral)」な意味論である。

前章で確認したことのひとつは、まっとうなシークエント算の左右の規則は、互いが互

いの逆であるという双対的なバランスのもとにある、ということだった。そこでわれわれ

は、それらを、主張と否認 (あるいはそれらの正しさを立証する検証と反証)という、正反

対の極性をもった実践を支配する規則と見なす。双側面説の言う二つの側面とは、主張と

否認、あるいは検証と反証である。そして、もうひとつ前章で見たのは、規則のあいだの

双対性は、システム全体におけるカットと同一律の除去定理に貢献している、という事実

である。つまり、左右の規則は、カットと同一律を成り立たせるような仕方で、論理定項

の意味を定めている。カットと同一律は、それらの規則によって支配される、主張と否認

(検証と反証)という一般的な概念のあいだの、何らかの基本的な関係をあらわしている、

と考えられるだろう。われわれは、このような観点からカットと同一律の意義を見定め、

それを通して、演繹的推論の成り立ちの説明を試みる。

以下ではまず、われわれの双側面説の考え方を簡単に説明 (1節)したあと、ラムフィッ

トやプライス、スマイリーといった論者による、従来の双側面説のひとつのバージョンに

ついて考察する (2節)。かれらの枠組の問題は、双側面説にとってもっとも重要であるは
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ずの、二つの側面のあいだの一般的な関係を、しっかりと動機づけることなく措定してし

まっている点にある。その関係とは、粗く言えば「検証と反証のあいだには重なりもなく

ギャップもない」ということであるが、単側面説をとるダメットもまた、双側面説に対す

る反対論において、この関係を重視していたことが確認できる (3節)。これらのことを踏

まえた上で、もっとも有望な双側面的な枠組として、われわれは G.レストールの帰結関

係にかんする考え方に依拠する (4,5,6節)。最後に、ダメットとレストールの枠組を突き

合わせて比較しながら、双側面説の立場では、論理法則の正当化がどのようにして実現さ

れるかを吟味する (7節)。

なお、前章では部分構造論理や様相論理も含めた多様な論理を統一的に扱ったが、この

章では基本的には、古典論理と直観主義論理の対立の場面に戻って、議論をすすめる。

4.1 双側面説

われわれの目標は、導入則と除去則 (右規則と左規則) の両方が意味付与規則としては

たらくような意味論的枠組を提示することにある。そこでは、二つの規則がある一定のバ

ランスを保つことによってひとつの意味が定まり、そのようなバランスの観点から、演繹

的な推論実践の成り立ちが説明される。われわれの枠組では、論理定項の意味は、導入則

(右規則)が体現する「主張の根拠」「真理の認識」「証明」「検証」といったひとつの側面で

決定されるわけではなく、除去則 (左規則)もまた意味の決定要因である。では、除去則が

体現する言語使用の側面とは何だろうか。改めて見ておくことにする。

導入則は、文の直接的な検証プロセスを構成する推論規則である。その典型例は次のよ

うなプロセスである。
p q

(∧I)
p∧ q

(∨I)
(p∧ q)∨ r

すなわち、結論の (p∧ q)∨ rの直接的な検証 (のひとつ)は、p,qが真理であることを確

立し、そこから連言と選言の導入則を順次適用する、という手順で進む。ここで、最上部

の p,qは導出の仮定というよりも、原子文の検証条件に従って確立済みの文と見なしてい

る。もちろん、含意の導入則によって仮定を束縛して導出を閉じることもできる。もし、

仮定の部分に原子文も残っておらず、すべての仮定が閉じられているなら、その導出の結

論は論理的真理として確立されたということである。このようにして、自然演繹の導出を

ひとつの文の検証プロセスの表現と考えることができる。

上のような導出では、原則的に、導入則の適用により文の複雑さは下に行くに従って増
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していく。除去則はそれとは逆の構造を作り出す。

p→ (q∧ r) p
(→E)

q∧ r
(∧E)q

除去則は、大前提となる文からの帰結を引き出すための推論と見なされることが多い。し

かし、複雑さが増える方向へと、すなわち下から上へという方向で理解するなら、この

導出は、反証のプロセスの表現だと考えることができる。すなわち、qが原子文の意味に

従って反証されたなら、∧Eにより q∧ rが反証されたといえる。さらに、含意の除去則

により、q∧ rの反証を pの検証と合わせて、p→ (q∧ r)の反証が得られる。

自然演繹では、導出の最上部の仮定を束縛することはできるが、最下部 (通常の結論)の

文を、反証の仮定とみなし束縛する機構は備わっていない。それに近いのは、否定の除去

則 (否定が ¬A := A→ ⊥で定義されているときは含意の除去則)であろう (左図)。

¬B

⊤
Π

B (¬E)⊥

A

...
⊥

例えば、右の Bは閉じた導出 Πで得られているとしよう (閉じていることを ⊤で表わし
ている)。B は論理的真理である。それゆえ、B の反証を仮定して、上向きに導出を進め

ると ⊤という行き止まりにぶつかる。これは、Bの反証は不可能であることを示してお

り、それゆえ Bの反証の仮定が「束縛」されて、¬Bが反証される (左の前提)。それと同

時に、導出の最下部は ⊥によってある意味で「閉じられる」。右図のように ⊥を最下部に
もつ導出は、Aが論理的に反証された (Aは矛盾である)ことを表している。

このように除去則は、導入則と対称的に、「虚偽の認識」や「反証 (falsification)」、「反

駁 (refutation)」といった側面を体現している規則であると考えられる*2。そして、導入則

がある言明を主張したり受け入れたりするための根拠の規定であるとすれば、除去則は、

その言明を否認するという言語行為 (denial)や、それを受け入れず拒否するという認知的

態度のための根拠の規定ということになるだろう*3。

*2 自然演繹の導出の中に反証プロセスを読み込んで証明論的意味論を構築する試みについては、Tennant
(1999)を参照。

*3 われわれはこれから、反証や否認の概念を、検証や主張と対等な地位をもつものとして扱っていく。確か

に、論理定項のレベルでは、特に複数結論のシークエント算などでは顕著なことだが、両者 (二種類の規
則)のあいだに形式的には根本的な違いはなく、両者は対称的に扱える。ただし、原子文についてはどう
だろうか。例えば「aは人間である」という文が原子文だとしよう。aがじっさいに人間であるあり方は

ひと通りしかない (まさに人間であること)が、人間でないあり方はきわめて多様であろう。そしてそれ
に応じて、この文の反証の仕方も、検証方法に比べてきわめて多様であるように思われる。あるいは「a」
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われわれは、こうしたネガティブな概念群を、導入則が体現するポジティブな側面と同

等の重要性をもつものとして導入したい。言語表現、特に論理定項の意味は二つの側面か

ら説明され、推論の妥当性はそうした二つの側面をもつ意味の観点から説明される。こう

した考え方を、一般に「双側面説 (bilateralism)」と呼ぶ*4。意味理論をめぐる従来の議論

においては、意味の説明は、真理 (条件)や検証 (条件)といった、ひとつの中心概念を設

定して行われれるものとされてきた。そうした意味理論は「単側面的 (unilateralist)」と形

容することができるだろう。われわれは、実在論的な真理の概念には訴えず、反実在論的

で推論主義的な意味理論の立場にとどまる。それゆえ、主張や検証の概念は依然としてや

はり中心的な役割を果たす。しかし、われわれはそれに加えて否認や反証という概念を用

いる。つまり、意味理論の中心概念は二つになる。

われわれが双側面説を採用する動機は、双側面説こそが、ダメットの言う「より深いレ

ベルでの論理法則の正当化」のためにふさわしい枠組だと考えるからである。すなわち、

主張 (検証)と否認 (反証)という対立的な概念のペアを用意することで、それらのあいだ

の関係の観点から、演繹的な推論の「妥当でもあり有用でもある」という、一見相反する

二つの性質を同時に、そして単側面的な枠組よりもよりよく、説明できるだろうというこ

とである。

ダメットの枠組にも、すでに「二つの側面」は現れている。すなわち、かれは、演繹的

推論を間̀接̀的̀な検証の手段と位置づけ、その妥当性と有用性を、直̀接̀的̀な検証との関係か

ら説明しようとした。演繹的推論を行うことは、文をある新しい仕方で、ただし、従来の

用法と齟齬をきたさないような仕方で用いるということであり、かれの「調和」という概

念は、そうした新旧二種類の用法の関係を捉えようとするものであった。われわれの双側

面説も、その構図を基本的には継承する。われわれの枠組では、演繹的推論とは、(例え

ば)ある文に対して「その反証は排除されている」という仕方で、間接的な検証を与えう

る手段だと見なすことができる。単側面的な枠組と異なるのは、検証と反証のあいだに概

念的な先後関係を設けないという点である。単側面的な自然演繹による PTSでは、除去

則の妥当性は導入則 (カノニカル) 形式への還元によって説明されるが、双側面説ではむ

しろ、二種類の規則が体現する二つの側面が、相互に協調しあう仕方によって、論理的な

帰結関係の成立を説明する。

という名前が指示を欠くという理由で、この文が偽であるとして反証されるような場合もあるかもしれな

い (cf. Dickie, 2010)。反証の概念をどう精密化していくか、あるいは、そもそも検証や反証という認識的
な概念から離れていくかというのは、これからの双側面説の課題である。

*4 この言葉の初出は、Rumfitt (2000)だと思われる。
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4.2 主張と否認

4.2.1 主張

言語行為としての「主張」は、ごく自然に理解可能な概念であると言ってよいだろう。

少なくとも、そのような行為はそもそも存在するのか、とか、意味理論的な考察において

扱われるに値するほど重要な概念なのか、などといった疑問が生じえないほど、それは自

然な概念である。ケーニヒスベルクの街をめぐる散歩の行程を観察したあと、「どこかの

橋を二回渡ったはずだ」と結論するひとは、単にその文を呟いただけではなく、その文の

内容に対して肯定的な判断を下し、それを表明している。主張というのはこのような行為

である。

自然言語では、ある文の発話が、単に発話されただけなのか、主張されたものなのかを

見分けるのが難しい場合がある。フレーゲは彼の「概念記法」という形式言語において、

文の内容に対するこのような肯定的な判断、ないしそれを表明する主張という行為に対し

て、「⊢」という特別な記号 (主張記号)を用意し*5、主張という「力」の表現であるとした

(Frege, 1879, 1893)。単に「A」と書いただけでは、それは Aという内容 (思想)を表現し

ているだけであり、「⊢ A」と書いてはじめて、Aが主張されているということが表され

る。主張とは、文の内容 (思想)に加えられる力であって、内容それ自体とはレベルを異に

する。特に、⊢はつねに完全な文に対して、⊢ Aのような形でのみ適用され、より複雑な

文の構成要素になったりはしない。

同じ Aという内容に対して加えられる、主張と同じレベルの行為として、フレーゲは

「疑問」と「命令」を挙げている。すなわち、文の内容が成り立つかどうかを尋ねるとい

う行為とそれを成り立たせるよう命ずるという行為である。ただし、フレーゲの形式言語

は論理的な推論を表現するためのものであるから、概念記法には疑問や命令を表す記号は

なく、あるのは主張記号だけである。その後、フレーゲの影響を受けた言語哲学・論理哲

学においても、主張という行為はつねに考察の中心を占めてきたといっていいだろう。

ところで一般に、主張という行為は、ある一定の規範に支配されている。すなわち、そ

れは正しいとか間違っているという評価を受ける (Dummett, 1991b, ch.7)。ひとつの評価

軸は、その主張に適切な「眼目 (point)」があるかどうかという観点である。例えば、それ

*5 厳密には、この記号は垂直な「|」(判断線と呼ばれる)と、水平な「−」(内容線あるいは水平線)の合成で
あり、主張という力を表すのは前者だけである。ただ、じっさいの概念記法の表記では判断線は単独では

現れず、つねに「⊢」という形で使われる。
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までの会話の内容とはまったく関係のないことを主張したり、あるいは当たり前の、まっ

たく情報量のないことを主張したりすることは、間違っているとされるだろう。なぜその

ようなことをするのか、その主張の眼目が聞き手の側で理解することが難しいからであ

る。主張は、適切な場合に適切な内容とともに行われねばならないというのが、われわれ

の言語実践を支配するひとつの規範であろう。

とはいえ、われわれは論理的な推論の妥当性について考察しているので、主張の眼目と

いう評価軸はさしあたり脇によけておいてよいだろう。われわれにとってより重要なの

は、主張の「根拠の存在」という観点からの評価である。簡単に言えば、根拠のある主張

は正しく、根拠がないならその主張は間違っている。フレーゲの主張記号も、彼の概念記

法において証明された文のみに付けられるのである。しかし、ここでの「根拠の存在」と

いう概念は、明快な特徴づけがただちに与えられるようなものではない。ここではさしあ

たり、次のことだけを注意しておきたい。ある状況である話者がある主張を行ったとき、

彼がその場でその主張の根拠を与えることができたなら、すなわち、じっさいにその文の

証明なり検証なりを与えたのなら、文句なしに彼のその主張は正しかったのだと言える。

では、「これこれが成り立つはずだ」とは言ったものの、彼がその場でその証明を与える

ことができなかった場合はどうだろうか。ある意味で、その主張は間違いだとも言えるだ

ろう。その一方で、その場では証明できなかったものの、家に帰って考えなおしてみると

うまく証明できるようになった、とか、あるいは他の人がその証明を見つけてきたという

状況も想像できる。この場合、われわれは「やはりあの主張は正しかったのだ」と言うだ

ろう。最初の、間違いだとした基準は、話者のその場での正しさを評価するものであり、

後者の状況での正しさは、根拠 (証明)の客観的な存在に基づく評価である。その場ですぐ

に提示できずとも、どこかにその根拠が存在しさえすれば、その主張は正しいとされる。

われわれがこれから主にかかわるのは、後者の「客観的な正しさ (objective correctness)」

である (この区別は、Dummett (1976, 77)による。また Dummett (2002)も参照)。ともあ

れ、主張の正しさについてはあとでもう一度議論することになる。

4.2.2 否認

さて、自然演繹による PTS、ないしそれを土台として構築される検証主義的な意味理論

は、(根拠が存在するという意味での)主張の正しさの観点から、文の意味を説明する。文

の意味は主張の正しさの条件により決定される。それに対して、プライスやラムフィット

といった双側面説をとる論者は、主張と並ぶ行為ないし力として「否認 (denial)」の概念

を導入し、否認の (正しさの)条件を主張条件とともに、意味の決定要因として数え入れる
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ことを提案する。

ある文の意義 (sense)は、その主張条件のみで決定されるのではなく、主張条件と、

拒否 (rejection)ないし否認の条件が合わさることで決定される。(Price, 1983, 167)

ある文の主張が正しいとされる条件は、その否認が正しいとされる条件と共同し

て、その文の意義 (sense)を定める。(Rumfitt, 2002, 1)

主張が、文の内容に対する肯定的な態度の表明であるのに対し、否認とは、それに否定

的な態度を表明する言語行為である。しかし、主張に比べると、否認という言語行為を

「まさにこれがその典型例だ」という仕方で指し示すことは難しいように思える。例えば、

わたしが「彼は犯人ではない」と言うとき、わたしは彼が犯人であることを否認している

わけだが、これは単に否定文を主張しているだけではないのか。つまり、否認という行為

のカテゴリーを基本的なものとして用意せずとも、それは、否定の主張として分析してし

まえるように思える。その重要性は疑いようもない主張とは違って、否認が論理哲学・論

理的意味論で必須の概念であるかどうかは疑わしい。

「彼は犯人ではない」を否認と見なすとき、その力は「ない」という否定詞によって明

示的に表されている (これは主張の場合と対照的である)。しかし、否定詞は、力を表現し

うるだけではなく、文の内容の表現に寄与する場合もある。例えば、「彼が犯人ではない

のなら、彼はそのとき京都にはいなかったはずだ」の前件における「ない」は、力を表す

記号ではありえない。なぜなら、前節で述べたように、力とは文の内容とは異なるレベル

の概念であり、文の内容の構成要素となることはできないからである。二重否定における

「ない」も同様に考えることができる。では、このように複合文の内部に埋め込まれて使

われる場合と、「彼は犯人ではない」のように文の “いちばん外側” に付けて使われる場合

では、何か違いがあるのだろうか。主張にかんしては、その力を明示的に表す記号がない

ときでも、われわれは、文の発話や書き込みを、単なる内容の表現なのか、主張という力

が加わったものなのかをだいたいの場合、見分けることができる。対照的に、否認にかん

しては、それを明示的に表しうる記号が自然言語に含まれているにもかかわらず、それを

内容の表現ととるべきか、力の表現ととるべきか明らかではないのである。

この論点は、フレーゲの著作においてすでに提示されている。

…ひとつの疑問に対して，その一方は肯定的回答の場合に，他方は否定的回答の場

合に用いられるという，判断することの二つの相異なる仕方が存在するのだろう

か．あるいは，判断することは両者の場合に同じなのか．否定することは判断する

ことの一部であるのか．それとも否定は判断に対する基礎となる思想の部分なの
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か．(Frege, 1918)

「Aであるか」という問いに対する「Yes」あるいは「No」という答えは、同じ内容に主

張と否認という別の力がはたらいたものなのか、それとも、Aとその否定という、異なる

(そして正反対の)内容に対して、同じ主張という力が加わったものなのか。

フレーゲは自らの論理体系を構築するにあたって後者を選択した。たとえ現実には、否

認という判断の仕方ないし言語行為が行われているのだとしても、それは、否定文の主張

と同一視できるものであり、推論法則を体系化するにあたって、主張とは別の力を導入す

る必要はない。それが思考の経済にかなったことだからである。フレーゲにとっては、推

論とは、ある主張 (ないし判断)から別の主張 (ないし判断)への移行である。もし、主張

と並ぶ力として否認 (否定的な判断)をも認めるなら、それは、推論の前提や結論として否

認が現れることを認めることである。例えば、

Pでないならば Qである．Pではない．それゆえ Qである

という推論 (規則)において「Pではない」を否定文の主張と見なすなら、これは伝統的な

モドゥス・ポネンスである。しかし「P ではない」が否認だとするなら、これは、主張と

否認から主張を導く、モドゥス・ポネンスとは別の種類の推論である。否認を含む推論を

認めるなら、こうした推論の妥当性を新たに説明する必要が出てくるのである。

こうしてフレーゲは、「オッカムの剃刀」でもって、否認の概念を彼の論理体系から排

除した。その議論は必ずしも決定的なものではなく、選択の余地は他にもあるだろう (フ

レーゲも自分の選択を説明しているだけで、その正当性を強硬に主張しようとしているわ

けではないように見える)。まず、上の議論では、ある文を否認することと、その文の否定

を主張することが、少なくとも演繹的推論にかかわるかぎりでは、まったく等価なもので

あると前提されている。しかし例えば、ある文が真でも偽でもない、真理値ギャップを認

めるような意味論を採用するなら、上の等価性は成り立たないだろう。ある文を真ではな

いとして否認しつつ、しかしそれは偽でもないので、その文の否定は主張しないという場

合がありうるからだ。あるいは、ある文 Aの否定を主張するためには、Aの証明が存在

しないと示せば十分だとしつつ、Aを否認するためには、Aを反証する積極的な証拠がな

ければならない、とする立場も考えられるだろう。否定の主張と否認の等価性は必ずしも

自明というわけではない。つまり、結果として等価性を認めるにせよ認めないにせよ、そ

れらは少なくとも概念的には区別しうる、ということである (cf. Restall, 2005a)。

次に、等価性を認めるとしても (われわれも以下では基本的に認めるが)、それを説明に

用いる際の概念的な先後関係には議論の余地がありうる。フレーゲは、主張の概念と否定
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演算子によって否認は分析できるとした。しかし、否定こそが被説明項なのだという考え

方も可能である。じっさい、前章で見たように、論理定項は、メタ・レベルから命題レベ

ルへの反映なのであり、否定とは、否認というメタ・レベルの行為を命題の内容に反映さ

せる (あるいはメタ・レベルでの主張／否認という「極性」を反転させる)装置だと考える

ことができる。この場合、先行しているのは否認であり、それによって否定記号が説明さ

れる。

4.2.3 符号つき推論のシステム

この節の最初に紹介した、プライスやラムフィットなどの双側面説論者は、この方針を

とる。主張に加えて否認を、推論にかかわる基本的な言語行為とし、それら二つの条件に

よってはじめて、論理定項の、特に否定の十全な説明が可能になると考えるのである。す

なわち、

• ¬Aが主張可能である⇔def Aが否認可能である

• ¬Aが否認可能である⇔def Aが主張可能である

とすることで、否定の意味を説明しようとする。右辺が定義項で左辺が被定義項である。

先行しているのは否認の概念であって、否定の概念ではない。

彼らの目的は、古典論理に対して、自然演繹スタイルの形式的導出を用いて、推論主義

的な正当化を行うことである。通常の自然演繹をベースとした PTSでは、古典論理に特

徴的な推論規則は、保存的拡大を生み出さないため、証明論的な正当化は不可能だとされ

てきた。彼らの方策は、次のような符号付きの推論を表現する自然演繹を用いることであ

る (Price, 1983; Smiley, 1996; Rumfitt, 2000)。そのシステムの導出では、それぞれの文に

対して、それが主張されているのか否認されているのかを示す符号がつけられ、上で見た

ような、主張と否認が混じり合った推論が表現される。推論規則はごく自然なもので、主

張と否認のそれぞれに対して、例えば次のような導入則と除去則が与えられる (規則の定

式化の中のギリシャ文字は、任意の符号のついた文を代理する図式文字である)。

+A
(+∨I)

+(A∨ B)

+B
(+∨I)

+(A∨ B)
+(A∨ B)

[+A]

β

[+B]

β
(+∨E)

β

−A −B
(−∨I)

−(A∨ B)

−(A∨ B)
(−∨E)

−A

−(A∨ B)
(−∨E)

−B

−A
(+¬I)

+(¬A)

+(¬A)
(+¬E)

−A

+A
(−¬I)

−(¬A)

−(¬A)
(−¬E)

+A
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どの規則のペアも、局所的な調和は満たしている。(この場合の局所的な調和は、主張 (否

認)にかんする導入則の直後に同じく主張 (否認)にかんする除去則が適用されている局所

的ピークの還元可能性のことである。なお、大域的な正規化についてはかれらは論じてい

ない。)そして、彼らのひとつのセールスポイントは、この意味で調和的な規則によって、

二重否定除去則が導けることであろう:

+(¬¬A)
(+¬E)

−(¬A)
(−¬E)

+A

彼らの否定の規則は、先に述べたように、「否定とは、主張と否認という極性を反転させ

る役割をもつ演算子だ」という考えに基づいており、そのかぎりでは、二重否定除去則が

導出できるのは当たり前と言ってよいだろう。

しかし、このように極性の入れ替え装置として否定を特徴づけても、それだけでは、主

張と否認という概念が、期待されるとおりの極性をもっているかどうかはわからない。す

なわち、それらが「Yes」と「No」あるいは「プラス」と「マイナス」と言いうるような、互

いの反対の関係に立っているのかどうかはわからない。じっさい、この符号付きのシステ

ムにおいて古典論理を得るには、上のような導入則と除去則だけでは不十分で、次のよう

な協調原理が必要となる。符号付き論理式 αに対し，その “共役 (conjugate)”に当たるも

のを α∗ と表す．すなわち，(+A)∗ = −Aであり (−A)∗ = +Aである．このとき，次の

帰謬法 (Reductio;Red)と無矛盾律 (Non-Contradiction;NC)を「協調原理 (Co-ordination

principle)」と呼ぶ．
[α]

⊥ (Red)
α∗

α α∗
(NC)⊥

ただし、⊥はここでは命題定項ではなく、矛盾に対応する「句読点」であるとされる。通
常のシークエントの空な右辺や、ディスプレイ・ロジックの一項構造演算子 I と同じ種類

のものである。

論理定項の意味にかかわる導入則・除去則と異なり、協調原理は、主張と否認という概

念に対して、それらが次のような仕方で互いの反対になっているという、一般的な制約で

ある。すなわち、無矛盾律は、同じ文を用いた主張と否認は互いに矛盾するということ、

帰謬法は、そのような矛盾が、ある主張ないし否認の仮定から導かれたら、その仮定の極

性を反転できるということを要請する。

ラムフィットやプライスの双側面説の問題は、この協調原理、特に帰謬法に集約され

る。まず、われわれは無矛盾律については問題視するつもりはない。それは当然の要請だ

ろうし、また、同一律除去定理に類似の性質が成り立つ。すなわち、原子文を用いた主張
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と否認から矛盾が導けることさえ仮定すれば、任意の複雑さの文について、それを用いた

主張と否認から、それらにかんする導入則と除去則を使って矛盾が導出できる (Rumfitt,

2000)。これが意味するのは、論理定項にかかわる規則が、それらを用いた主張と否認を、

互いに矛盾するようにきちんと特徴づけているということである。

それに対して、もうひとつの協調原理である「帰謬法」はその名のとおり、古典論理に

特徴的な間接証明を可能にする原理である。例えば排中律を導出するには、次のような仕

方で本質的に帰謬法が使われる。

[−(A∨ ¬A)]1
(−∨E)

−A

[−(A∨ ¬A)]1
(−∨E)

−(¬A)
(−¬E)

+A
(NC)⊥ (Red, 1)

+(A∨ ¬A)

通常の、符号を使わない自然演繹では、(定式化の仕方によるが)間接証明は二重否定除去

則を通じて行われる。この符号つきのシステムでは、間接証明は、否定という特定の定項

を介さずに主張と否認というメタ・レベルの概念にかかわる原理として定式化されてい

る。しかし、これは問題の所在が少し変わっただけで、その解決にはなっていないのでは

ないか。

従来、間接証明 (帰謬法、二重否定除去)が、証明論的意味論の文脈で問題視されてきた

のは、それが、まさに間接的にしか証明できない結論を導くことを可能にしてしまうから

であった。その証明法は、結論の意味を決定している直接的 (カノニカル) な証明法に忠

実な推論とは言えず、それゆえ、証明論的に正当化できないとされる。この符号付きのシ

ステムでも事情は同じではないだろうか。排中律のすべての事例を、選言の主張にかんす

る導入則 (+∨ I)で終わる導出によって導くことは明らかに不可能である。排中律は、そ

の内部構造に即応したプロセスで証明されるわけではなく、主張と否認のあいだの一般的

な関係を通じて証明される。この証明法が、結論の元々の意味に忠実なのか、もしそうだ

としてもそれはどのように示されるのかは、まったく明らかではない。符号付きのシステ

ムが、自然演繹による PTSが古典論理に対して突きつけた問題を、クリアできていると

は思えないのである。

4.3 ダメットと双側面説

符号付きシステムに基づく双側面説は、そのままでは自然演繹による PTSに対するオ

ルタナティブとなるのは難しいと思われる。一方で、これから見るように、自然演繹によ

る PTSにおける否定の扱いをよく考えてみるとそこにはある一定の困難があり、双側面
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説はそれをスムーズに解決できる、という利点もある。この節では、こうした否定の問題

と、ダメットの双側面説に対する態度を関係させながら、見ていくことにする。

4.3.1 否定と ⊥

直観主義論理では (古典論理においてもそうだが)、否定演算子はプリミティヴではな

く、偽を表す定項 ⊥を使って、¬A = A→ ⊥と定義され、否定の導入則と除去則は、含
意の規則の特殊例となる。ある文Aの否定を証明するとは、Aから偽なる命題を導き、そ

れによって Aが証明不可能であると示すことである。しかし、その偽なる命題 ⊥とは何
なのか。⊥には導入則がなく、しばしば「爆発原理」などと呼ばれる除去則だけがある。
すなわち ⊥からは任意の文が帰結する。しかし、導入則をもたない論理定項の意味とは、
いかなるものなのか。除去則の正当化とはこの場合どのようなものと考えればよいのか。

自然演繹による PTSの主導者であるダメットやプラウィッツも、⊥の位置づけについて
はいくぶん居心地の悪さを感じている様子である。ここでは、かれらの議論と、それに対

する批判を概観する。

まず、形式的には何の問題もないと言い張ることはできる。除去則は調和の観点から

正当化されねばならない。その規準は、導入則の直後に除去則が適用されてできる局所

的ピークが消去できるかということ (それによって大域的な正規化に貢献するか)である。

ところで、⊥には導入則がないため、そもそも局所的ピークも存在しえない。それゆえ、
⊥の妥当性は自明だとも言える (Prawitz, 1974)。自然演繹による PTSの正式な妥当性の

定義で考えると、問題は、前提 ⊥に対する妥当な論証が与えられたとき、結論 Bに対す

る妥当な論証を与える手続きが存在するか、というものになる。ここでも、前提に対する

妥当な論証がそもそも存在しないため、この条件文全体がトリビアルに真となる。

このように形式上は、⊥の「空な」導入則と除去則のあいだの調和ないし規則の妥当性
には問題はない。それでも、意味を決める規則がそもそも存在しないということには違和

感が残るように思われる。次のいくつかの考え方は、その違和感を解消するための試みで

ある。

ひとつの考え方は、⊥を、推論規則によって意味が定められる論理定項と見なさず、何
か別の、特定の矛盾命題と同一視するというものである。例えば、自然数論の言語におい

てはしばしば、⊥は 0 = 1のことであるとされる。確かに 0 = 1は偽であり、さらに、ペ

アノ公理のもとでは、0 = 1からすべての文が導かれる。(すべてのm,nに対してm = n

を導けるようになるので、それに基づいて結合子を含む複合文も導ける。)つまり、ペア

ノ算術という理論においては、0 = 1は ⊥ に要求される性質をすべて持っている。した
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がって、0 = 1で ⊥を定義することができる。
ただ、こうした戦略はいつでも使えるとは限らない (以下の議論は Tennant (1999),

Tranchini (2008)を参照)。0 = 1と ⊥ の同一視の正当性は自然数論を背景にしたもので
ある。0 = 1からすべての文が導けるというのは、「0」「=」「1」といった語の意味や、そ

れ以外のすべての算術の言明の意味に依存した事実である。自然数論とは別の領域にかか

わる言語に、そのふるまいを拡張するのば困難であろう。例えば「東京は京都より東にあ

る」でも「クジラは哺乳類である」でも何でもよいが、それらが 0 = 1から導けるとはと

うてい考えられない。かといって、地理的な位置関係や生物種といった、それぞれの領域

において 0 = 1に相当する矛盾命題を見つけるというのも難しいだろう。さらに、仮に

見つかったとしても、そのときには ⊥は領域ごとに異なる意味をもつということになる。
そのような表現を論理定項と呼ぶことは難しいだろう。

『形而上学の論理的基礎』におけるダメットは次のような提案を出している (Dummett,

1991b, 291–296)。彼によれば、⊥はじつは隠された導入則をもっているのだが、それは
決して適用されることのないようなものである。すなわち、⊥の導入則は、すべての原子
文を前提としてもつ。

p1 p2 · · ·
⊥

こう考えると、除去則とのあいだの調和が成り立っていることは明らかである。⊥の除去
則の結論 qは、必ず導入則の前提に含まれているはずだからである。この導入則は、前提

が無限個になりうるという点で、これまでに考察してきた他のすべての推論規則と異なっ

ている。ただし、ダメットが言うように、⊥を無限個の原子文からなる連言と考えれば、
それほど不自然ではないかもしれない (導入則をもたないと考えているときは、0個の選

言と見ていることになる)。

ただし、すべての原子文が真になっている言語が仮に存在すれば、そこでは、上の導入

則のもとで ⊥が証明されてしまう。もちろん、われわれの現実の言語ではそんなことは
なく、偽なる原子文も存在する。しかし、偽なる文が少なくともひとつ存在すること、言

い換えれば「無矛盾性の原理」は「論理的な原理ではない。論理がそれを要求しているわ

けではないし、それを含意するように論理法則を定式化することはできない」(Dummett,

1991b, 295)。つまり、⊥は必然的に偽なる命題とは言いがたいのである。
より大きな問題は、これもダメットが認めていることであるが、⊥の導入則の適用が、
言語の拡張を通して保存されないという点にあるだろう (Dummett, 1991b, 296)。ある言

語 Lのもとで ⊥の導入則の適用として認められていた推論ステップは、新しい原子文を
加えて Lを拡大した言語 L ′ においては、もはや ⊥の導入則の適正な適用事例とは見なさ
れない。これは形式上も他の規則には見られないことであり、不自然さを感じさせる。
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4.3.2 双側面説とギャップ排除のテーゼ

いずれにせよ、単側面的な自然演繹、ないし自然演繹による PTSの枠内で考えると、⊥
の理解には不自然さがつきまとう。その特徴は、⊥の意味は、それが含まれるその都度の
言語やそれが扱うトピックに相対的で、一様性を欠いているように見えるという点であ

る。さらに否定は ⊥を使って定義されるのだから、このことは、否定という演算子の意
味もまた一様ではないということを示唆している。じっさい、ダメット自身も、意味理論

の一般的な形について述べた次の箇所で、このことを認めている。

[数学においては 0 = 1で ⊥を定義できるという] このような考え方を経験的な言

明に拡張したときに、同様な想定が成立する [⊥に望まれるふるまいをする] よう

な、決定可能な原子文のクラスが存在するかどうかは自明ではない。そしてそれ

ゆえ、一般的なケースにおいて、任意の言明に対する否定を、似たような一様な

仕方で説明する方法をわれわれがもっているかどうかも自明ではない。(Dummett,

1976, 71)

否定の意味を普遍的に定めることは難しく、その都度の言語や領域ごとに説明する必要

があるという考えを推し進めていくと、行き着くところは、すべての言明それぞれに対し

て、個別的にそれを否定するための条件、すなわち、否認条件ないし反証条件を説明する

べきだという、双側面説の主張のように思える。じっさい、上の引用の直後で、ダメット

はこう述べている。

とすると、次のように考えても、この [検証主義的な] タイプの意味理論の精神に十

分適っていると言ってよいだろう。すなわち、それぞれの言明の意味は、その検証

を認識するための手段とその反証を認識するための手段を同時に割り当てることで

与えられるという考え方である。その際に課される唯一の一般的な制約とは、それ

らの条件は、何らかの言明が検証されかつ反証されるということが不可能となるよ

うな仕方で定められねばならないというものである。(Dummett, 1976, 71)

ただし、ここには微妙な論点がかかわっており、ダメットの筆も少し滑っているように見

える。すなわち、ここで持ち出される反証条件は、否定演算子の意味を説明するためのも

のなのか、否定される言明 (¬Aの Aの部分)の意味を定めるものなのか、という論点で

ある。
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上の引用ではダメットは後者を支持しているように書いている (少なくとも許容可能な

選択肢として描いている)。しかしじっさいに彼が支持しているのは前者である。

先に認めたように、そのような理論においては、ある言明の反証を構成する事柄と

は何かということを、文の形式に応じて個別的に規定する必要が生じる場合も許容

しなくてはならないだろう。ただし、そのような場合を許容するとしても、それ

は、否定についての一様な説明が利用可能でないので、それぞれの文の否定の意味

を個々に取り決めていく、という目的のためだけに許されうることである。ある文

を [否定演算子を付けずに] それ単独で使用すると想定したときに、その文の意味

を決定するという目的のためではありえない。(Dummett, 1976, 75)

否定の意味は、必要とあらば、個別的に定めることになっても仕方ない。その一様性を犠

牲にしてでも、「検証条件とともに反証条件が合わさってひとつの意味を構成する」とい

う双側面説はあくまで認めず、単側面的な意味論を採用するというのがダメットのスタン

スである。

ここで仮に、双側面説を受け入れたらどうなるか考えてみよう。反証条件は、それぞれ

の文ごとに定められ、もちろん一様なものではない。しかし、文の反証条件は、その文の

意味を構成するものであり、それが個々の文で異なるのは当たり前である。それに対し

て、否定の意味は一様な仕方で説明できる。すなわち、否定文 ¬Aを主張してよいのは、

Aを否認できるときであり、¬Aを否認してよいのは、Aを主張できるときである。一様

でないのは Aの主張条件と否認条件のほうであって、否定のはたらき自体はこのように

一般的な仕方でシンプルに説明できる。

躓きの石となっていた ⊥ についてはどうか。0 = 1のようにある特定の内容をもった

偽なる命題では、⊥ を代理するに足る普遍性に欠け、⊥ はすべての原子文の連言なのだ
と考えると、場合によっては、⊥は真になってしまう。単側面説において、普遍的に通用
する矛盾の概念を手に入れるのは容易ではない。双側面説では、⊥は、同じ言明に対して
検証と反証が与えられたという状況を表すのだと考えればよい。上で見た協調原理のうち

の「無矛盾性」にあたる。すでに見たように、双側面的なシステムにおいては、少なくと

も原子文に対してこの協調原理を仮定するのが自然であろうし、またそこから複合文へも

拡張可能という点でそれで十分でもあった。ダメットの、無限の連言としての ⊥は、す
べての原子文が互いに両立可能ということはありえないだろうというアイディアに基づく

が、彼自身も認めるように、それは「論理的な原理」とは呼べないだろう。なぜなら、両

立不可能性の要請は、複数の原子文の内容どうしの関係にかかわる原理だからである。一

方、双側面説における無矛盾性の要請は、原子文の内容ではなく、それを用いた主張と否
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認という一般的な、そして論理を形成する基礎概念にかかわる要請である。その意味で、

両立不可能性に比べると、論理的な原理と呼ぶにふさわしいと思われる。

さらに、爆発原理にかんしては、協調原理のうちの「帰謬法」の特殊事例と見なすこと

ができるだろう。すなわち、⊥が導出されたら、空な仮定の束縛と同じ仕方で、結論に主
張なり否認なりを導入することができる。最後に付け加えるなら、ここで考察しているよ

うなタイプの双側面的なシステムでは、否定は ⊥を使って定義されるのではなく、プリ
ミティヴとして扱われる。言い換えれば、⊥ を他の文の構成要素として組み込む必要性
はない。したがって、⊥を論理定項として扱う必要はなく、導出の構造を形成する「句読
点」と見なすこともできる。

以上のように、この節で論じてきた ⊥と否定をめぐる問題は、双側面説をとれば、比較
的シンプルに解決することができそうである。問題は、なぜそれでもダメットは単側面説

にこだわったのか、である。その理由は、前節で見た協調原理の問題と密接にかかわって

いる。

かれは次のように述べる。もし仮に、検証条件に加えて、それとは別個に定められる反

証条件もまた、意味の決定要因に数え入れられるのだとしたら、

次のような事態も生じうるということが帰結するだろう。すなわち、ある話者があ

る主張をなすことにおいて正しく (right)もないし間違って (wrong)もいない、と

いう事態である。…この帰結は、意味の説明にとって致命的である。なぜなら、主

張とは中間的な結果を許すような行為ではないからである。もし、それが生じると

いうことを意味理論が含意するようなら、そのことは、その意味理論に対する帰謬

法を構成する。(Dummett, 1976, 76)

少し用語を整理しておく必要がある。ここでの主張の正しさや間違いという概念は、先に

触れた通りの客観的なものである。ある特定の場面での特定の話者の主張にかんしては、

正しくもないし間違ってもいないという事態は十分に想像可能である。すなわち、あるひ

とがある数学の言明を主張したもののその場で証明はできず、しかし、あとでよくよく考

えるとやはり証明できることがわかったという場合である。その場で検証を与えることが

できなかったのだから、彼の主張は正しくなかった。しかし、その後に検証される可能性

を排除するものは何もなかったのだから、間違ってもいなかった。一方、その主張はあと

でじっさい検証されたので、正しかったとも言える。前者の意味での正しさを、話者の正

しさと呼び、後者の意味での正しさを客観的な正しさと呼ぶことにしよう。すなわち、あ

る主張の話者が正しい (right)のは、それを検証する手段をかれが発話の時点で持ってい

るときであり、主張が客観的に正しい (correct)のは、もし仮にそれを話者が発話の時点で
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知っていたなら、かれが正しいということになっていたであろう、その言明を検証する手

段が存在するときである (Dummett, 1976, 77)。また、ダメットは明示的に定式化してい

ないが、主張の間違いは次のように定式化できるだろう。すなわち、(特定の場面におけ

る間違いとして)ある主張の話者が間違っている (wrong)のは、発話の時点でその聞き手

がそれを反証する手段を持っているときである。主張が客観的に間違っている (incorrect)

のは、もし仮にそれを聞き手が発話の時点で知っていたなら、かれが間違っているという

ことになっていたであろう、その言明を反証する手段が存在するときである。

ダメットは、この客観的な意味での主張の正しさと間違いのあいだにギャップは存在し

えないとし、そして、双側面説では、このような存在しえないはずのギャップの存在を排

除できないため、意味理論の形式として双側面説は受け入れられないと結論する。引き続

きダメットの議論を見ていくが、以下では特に断らないかぎり、主張の「正しさ」「間違

い」というときは、つねに客観的な意味でのそれを指すものとする。

主張には中間的な結果はないということでダメットが意味しているのは、ある主張につ

いて、それが正しくもなく間違ってもいないということが示される (証明される) ことは

ありえない、ということである。これをここでは仮に「ギャップ排除のテーゼ」と呼ぶこ

とにしよう。ある主張が正しいことを示す、とは、その検証手段をじっさいに提示するこ

とである。逆に、正しくないことを示す、とは、検証不可能であることを示す手段をじっ

さいに提示することである。間違いである／ないことを示すことについても同様である。

すると、ギャップ排除のテーゼは「ある主張が検証不可能でもあり、かつ、反証不可能で

もある、と証明されることはありえない」というものになる。

ギャップ排除のテーゼは「いかなる主張も正しいか間違っているかのどちらかだ」とは

言っていない。ある文の主張が正しいときには検証が存在するのだから (そうした検証が

決定的なものだとすれば)その文は真であろう。逆に間違っているときには反証が存在す

るのだから、同様にその文は偽であろう。とすると、上のようにギャップ排除のテーゼを

解釈してしまうと、二値原理になってしまう。ギャップ排除のテーゼは、じっさいには、

この形の二値原理の二重否定にすぎない (それゆえ直観主義論理で考えれば両者は同値で

はない)。すべての言明に対して検証と反証のどちらかが必ず存在するということではな

く、どちらも存在しないと証明されることはないというだけである。言い換えると、われ

われは明らかに、現時点ですべての言明に対して検証か反証のいずれかを持っているわけ

ではないし、これからそれを手に入れるとしても、そのどちらなのかはわからない。さら

に、われわれの現実の能力では、今後もどちらも手に入れられないかもしれない。しか

し、その可能性は閉ざされることはない。検証か反証のいずれかを見出す可能性はつねに

開かれている、というのが、ギャップ排除のテーゼの主旨である。
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ダメットは、ギャップ排除のテーゼを成り立たせるために、単側面説を採用する。単側

面説では、文の意味は検証条件のみで定まり、反証の概念は、検証不可能性 (⊥が帰結す
ること)として与えられる。それゆえ、ギャップ排除のテーゼは、自動的に成り立つ。検

証不可能であることが示されたなら、それが定義上反証である。反証が不可能だと示され

たら、すなわち、検証不可能性の証明は不可能だと示されたなら (つまり元の言明の二重

否定が証明されたなら)、それがすなわち検証だとは言えない。しかしそのとき、検証の可

能性は閉ざされることはないのである。こうして、単側面説をとることで、検証と反証の

あいだのギャップは自動的に排除される。ただし、その際には、⊥の扱いの不自然さや、
否定の意味の非一様性が代償として支払われなければならないということも、すでに確認

したとおりである。

それに対して、双側面説をとる意味理論や、意味付与的な規則からなるシステムが、あ

る文の主張 (検証)条件と否認 (反証)条件をまったく独立に定めるなら、ダメットが言う

ように、ギャップをアプリオリに排除できないのはそのとおりだろう。そして、上で見た

符号付きのシステムにおける協調原理は、特に、そのうちの「帰謬法」は、まさにギャッ

プ排除のテーゼに対応する*6。しかしすでに見たように、符号付きシステムの擁護者の側

では、帰謬法に対する正当化は与えられていない。すなわち、そのシステムにおいて導入

則や除去則によって規定された、当の主張や否認の概念が、帰謬法なりギャップ排除の

テーゼなりを満たすことは示されていない。それは天下り式に、端的に前提されているだ

けである*7。

ところで、ギャップ排除のテーゼは正̀し̀い̀のだろうか。われわれの現̀実̀の̀検証や反証の

手段のあいだに成り立っていることなのだろうか。ダメットは、それを論証しているよう

には見えない。むしろかれは、そのテーゼを主張や否認といった実践において成り立つべ

き要請として提示しているだけのようにも見える。そして、ギャップが生じるような仕方

で言語実践を記述する意味理論は、それだけで間違っていると判定されることになる、と

も言う。しかし、この最後の主張は少しおかしくはないだろうか。ギャップ排除のテーゼ

が、われわれの実践に要請されている規範であり、そしてその意味理論がわれわれの現実

の実践を忠実に記述していると想定してみよう。そのとき、訂正を要求されるのは、意味

理論の側ではなく、現実の実践ではないのか。少なくとも、意味論ないし意味理論を通し

*6 ないし、それよりも強い原理である。それが言っているのは、あるAの主張 (否認)が不可能だというこ
とが示されたら、Aを否認 (主張)してよいということだからである。それに対して、同じ状況でギャッ
プ排除のテーゼが言うのは、Aの否認は排除されてはいないということまでだからである。

*7 注意しておくと、この節で主に引用している Dummett (1976)は、符号付きシステムや協調原理を用いた
双側面説の登場以前の論文である。それにもかかわらず、その双側面説の論者たちは、ダメットのここで

の議論にしかるべき注意を払っていないように見える。
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て現実の推論実践を批判しようとする、ダメットの改訂主義からすると、そう考えるほう

が自然ではないだろうか。つまり、現実にギャップが生じる可能性は排除されておらず、

さらに、そのギャップが意味理論による体系的な記述によって明るみに出ることもありう

る。そしてそのことにより現実の実践が批判される。このような状況想定のほうが自然で

はないだろうか。

もしこの議論が正しいならば、まず言えるのは、双側面説を排除するさいのダメットの

根拠は無効になるということである。意味理論の側で最初からギャップを排除しておく必

要はなく、意味理論とはそのようなギャップがじっさいに生じるかどうかを調べる道具に

なる。とすると、協調原理のようなものを仮̀定̀するのも少し筋違いであろう。いまの考え

方からすると、それは成り立ってほしい要請の表現であって、天下り式に仮定するような

ものではないからである。

しかしまだ明らかでないのは、なぜギャップ排除のテーゼは要請されねばならないか、

である。わたしの見るかぎり、ダメットは「主張というのはそういうものだ」と言うだけ

で、それ以上の意義付けを与えてくれていない。以下で示すことのひとつは、双側面説の

立場から眺めるとギャップ排除のテーゼとは、ダメットの「調和」の対応物であり、演繹

推論の可能性の根幹をなす要請にほかならない、ということである。簡単に言うと、それ

は「カット」なのである。

4.4 レストールの双側面説

この節では、レストールの論理的帰結にかんする考え方を紹介する。われわれが主に依

拠するのは Restall (2005a)だが、他の多くの論文でも同様のアイディアが展開されている

(Restall, 2008, 2009, 2011, 2012, etc.)。かれは、論理的帰結関係を「主張 (assertion)と否

認 (denial)の組み合わせに対する制約」と見なす。主張／否認はそれぞれ、ある言明に対

して、肯定的／否定的な態度を表明する言語行為である。発話として表出された主張や否

認だけでなく、ある言明を受容したり (acceptance)、拒否 (reject)したりする、認知的な態

度や状態もまた、そうした制約の対象となる。その制約とは次のようなものである。例え

ば、Aから Bが論理的に帰結するならば、Aを主張しつつそれに加えて Bを否認するこ

とは間違いである。あるいは前者を受け入れつつ後者を拒否するような立場をとることに

は不整合が含まれる。レストールによるこの考え方を「制約としての帰結関係」と呼ぶこ

とにしよう (これは彼自身のテクニカルタームではない)。

制約としての帰結関係は、反例の非存在による帰結関係の特徴づけと似た構造をしてい

る。すなわち、「Aから Bが論理的に帰結するのは、Aが真で Bが偽となる場合がないと
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きである」。違うのは、真理と虚偽の概念ではなく、言語行為や認知状態にかんする概念

を用いており、特に、二値原理は仮定していない点である。この意味で、制約としての帰

結関係は反実在論的である。

一方で、これは、「前提の証明 (検証)を結論の証明 (検証)へと変換する手続きが存在す

る」という構成主義的な帰結関係とも一線を画する。証明 (検証)と関連して引き合いに出

される言語行為は主張だけであり、構成主義的な帰結関係の説明においては、否認の概念

は役割を持たない (少なくとも基礎的な概念ではない)。それに対して、制約としての帰結

関係においては、前提 Aを主張することから引き出されるのは、結論 Bを否認すること

が間違いだということだけであり、そのことが直ちに、Bを主張することが正しいという

ことを意味するとはかぎらない。制約としての帰結関係は単純に「主張可能性の保存」と

捉えることはできない。そこでは、主張 (受容)という、ポジティブな側面に対応する概念

と、否認 (拒否)という、ネガティブな側面に対応する概念とが、どちらも必要不可欠な仕

方で用いられる。この意味で、制約としての帰結関係は「双側面的な帰結関係 (bilateralist

conception of consequence)」でもある (これもレストールの用語ではない)。

レストールによれば、双側面的な、制約としての帰結関係の特長は、複数の前提

と複̀数̀の̀結̀論̀をもつ帰結関係をも、その適用範囲に含められるというところにある。それ

により、ゲンツェンの (複数結論の) シークエント算を素直に動機づけることが可能にな

る。そしてこれが意味するのは、反実在論的、推論主義的な論理体系の正当化は、直観主

義論理の専売特許ではなく、古典論理に対しても適用可能だということである。彼はさら

に進んで、古典論理を排除し、直観主義論理だけを正当化しようとする議論こそ、ある正

当化されざる前提を置いているのだとする。彼にとっては複数結論の帰結関係こそが自然

であって、単一結論の自然演繹やシークエント算によって表現される直観主義論理だけを

支持したい者は、単一結論という、帰結関係の構造にかんする前提を正当化せねばならな

いのである。

本論では、こうした彼の考え方を基本的に支持する。ただし彼の議論は、明快だが概括

的なものにとどまっており、特に、論理の「正当化」ということで何が意味されているの

か、十分に説明はされていない。以下の議論ではそうした空白を埋めながら、かれの考え

方を敷衍していく。わたしの見るところ、レストールの枠組は、ダメットが論理法則の正

当化に課した「妥当性と有用性の両方を説明すべし」という要請を十分に、そしておそら

くはダメット本人の枠組よりもうまく、満たすことができる。ただし、両者の枠組をこの

ように突き合わせて比較する議論はわたしのものであり、例えばレストールが本論での

敷衍の仕方にどこまで同意するかはわからない。ともあれまずは、かれの枠組を紹介し

よう。
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4.4.1 制約としての帰結関係

レストールは、論理的帰結関係を、主張や否認に対する「制約 (constraint)」「制御 (grip)」

「統制 (regulation)」として捉える。この考え方は、(彼自身がダメットの詳しい議論まで参

照することはないが)演繹的推論がいかにしてわれわれの知識を「拡張」してくれるかを

問うダメットとは対照的である。ただし、問題意識はある程度同じであり、その意味で彼

らのアプローチは対立というより相補的な関係にあるとも言える。

すでに述べたように、彼は、A ⊢ B というシークエントで表現される論理的帰結関係

を、「Aを主張 (受容)し、それに加えて Bを否認 (拒否)することは間違いである」と理解

する。このような理解の根拠を見る前に、帰結関係によって制約される、主張／否認とい

う言語行為や受容／拒否という認知的な態度についてのレストールの考え方について注意

しておきたい。

論理的帰結関係は、それがどのようなものであろうと、主張と否認、受容と拒否に

対して何らかの制御力をはたらかせるというのが共通了解である。演繹的帰結関係

という基準を用いて、われわれ自身や他人の信念を分析し、それらを批判したり賞

賛したりするというのは、道理にかなったことである。しかし、論理の監視対象に

なるのは信念だけではない。われわれのおく仮説や想定、物語や空想もまた、論理

的な規範を用いて評価されうる。(Restall, 2005a, 4)

この一節が示唆しているのはまず、ひとくちに「主張・受容」と言っても、そこにはさ

まざまな様相があるということだ。ある言明を十分な根拠を持って断言する場合もあれ

ば、根拠はないが何となく信じている場合もある。決して正しいとは思っていないが、議

論のために仮定する場合もあるだろう。そのときの目的は、ひょっとしたら矛盾を導き帰

謬法によって元の仮定の誤りを指摘することかもしれない。しかし論証を進めるあいだ

は、われわれはその言明を正しいものと受け入れる。彼の考える「主張・受容」とは、こ

うした諸様相を含んだ、ある言明に対する肯定の表現、肯定的な態度の総称である。否定

的な表現や態度としての「否認・拒否」にも、同様の諸様相があるはずだ。そして同時に

示唆されているのは、論理的帰結関係のもたらす制約は、その都度の主張や否認がもつい

ろいろな様相に合わせて、柔軟に適用されるだろうということ、少なくともレストールは

そう考えているということである。

以上のことを踏まえて「制約としての帰結関係」という考え方を改めて詳しく見てみよ

う (Restall, 2005a, 4)。いま、Aから Bが論理的に帰結するとし、さらに、われわれが A
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を受容しているとする。この状況で、われわれに対してどのような制約を課されるのか考

えてみよう。すぐに思いつくのは、帰結関係により、われわれは Bを受け入れなければな

らない、というものだ。しかしこれはおかしい。上で述べたように、受容といっても、単

に議論のために仮定しているだけかもしれない。そして、Bは明らかに偽な文かもしれな

い。そのようなときには、われわれは Aの受容を撤回するという方針をとるだろう。し

たがって、「Bを受け入れなければならない」というのは不可避の制約ではない。

しかし、Bが明らかに偽でもなく、そしてわれわれが Aであることを根拠をもって確信

しているなら、そのときにはわれわれは Bを受け入れていることになるのではないか*8。

しかし、この制約もまた実情に反する。これは実質的に、いわゆる「論理的全知 (logical

omniscience)」ないし、信念や認知状態の「論理的閉包 (logical closure)」(Restall, 2005a,

5)を要請することになるからである。ペアノ算術のすべての公理を受け入れているから

といって、そのひとが、そこから導出されるすべての定理を現に信じているわけではな

い。一般に、ある言明からの論理的帰結は無限にあるだろうし、それらすべてを意識して

いることはありえない。もし仮に、受容していなければならない言明の範囲を、何らかの

意味で「直ちに」帰結するものだけに限ったとしても、そうした単純な推論ステップの積

み重ねのどの地点で、もはや受容していない言明が出てくるのか、わからない。

こうした議論の末、レストールは「主張と否認の組み合わせに対する制約」としての帰

結関係を提案する。Aから Bが論理的に帰結し、さらにわれわれが Aを受容していると

き、われわれに対する制約として最低限課されてくるのは、Bを否認することは間違いだ

ということである。ここまで見たように、Aの受容のもとでの Bの主張や受容について、

必然的な制約はかからないように思える。これは、明示的に B を主張しないからといっ

て、論理的帰結関係に反̀す̀る̀こ̀と̀に̀は̀な̀ら̀な̀い̀、ということである。逆に、そうした論理

的な規範に反するのはどのようなときか、あるいは論理的でないとして批判を受けるのは

どのようなときかを考えると、それは、Aを主張しながら、それにもかかわらず Bを否認

するという態度をとったときだろう、というのがレストールの考えである。

この制約は、二つ前の段落で見たように対称性を備えている。Bが明らかに偽であり否

認するしかないと考えるなら、われわれは Aの受容を間違いだと結論するだろう。それ

ゆえ、Aから Bへの論理的帰結が課す制約を、中立的に表現するなら、「Aを主張し、か

つ、B を否認することには不整合が含まれており、それゆえその組み合わせは排除され

る」というものになる。主張と否認のどれを採用し、どれを排除するかは、それぞれの言

*8 これは先ほどと必然性のスコープを変えた制約である。仮に、Aを受容していることを+Aで、ある種

の必然性を□で表すと、前段落で検討したのは、「+Aならば□+B」という制約である。そしてここ

で考えているのは、「□(+Aならば+B)」という制約である。
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明に対する、その都度のわれわれの認知的態度の様相に依存するのであり、帰結関係自体

は、それらにかんしては中立である。

4.4.2 シークエント算

以上が、帰結関係を制約として捉える、レストールの基本的なアイディアである。かれ

は、シークエント算で導出されるシークエントを、この制約としての帰結関係の表現と解

釈し、その解釈に基づけば、複数結論のシークエント算により定式化される古典論理も、

自然と正当化されるとする。

前節では、単一の前提と結論のみをもつ帰結関係だけについて考えたが、制約としての

帰結関係は、自然に、複数の言明がかかわるものへと拡張できる。Xと Y を文の二つの集

合とするとき、それらからなるペア [X : Y]を「ポジション」と呼ぶ。Xに含まれる文のす

べてを主張し、同時に Y に含まれるすべての文を否認することに不整合が含まれるとき、

X ⊢ Y と書く。すなわち、X ⊢ Y であるのは、X のすべてを主張し Y のすべてを否認する

という組み合わせが排除されているときである。ここでも、X ⊢ Y で表される帰結関係自
体は、Xと Y に含まれるどの文がじっさいに主張あるいは否認されており、どれが排除さ

れているかについては中立である。

ところで、例えば、ある時点にある場所にいることと、同じ時点に別の場所にいること

を同時に主張することには、物理的な意味での不整合が含まれるだろうし、臆病であるこ

とと勇敢であることは互いに互いを排除しあうだろう。シークエントの解釈に含まれる

「不整合 (incoherence)」(レストールはしばしば「衝突 (clash)」という言葉も使う)や「排

除 (ruling out, exclusion)」には、さまざまな事例がありうる。しかしその中でも、主張と

否認 (それらからなるポジション) という概念それ自体にすでに含まれているような不整

合の概念と、それらがポジションに対して課してくる制約を考えることができるだろう。

構造規則

まず明らかなのは、同一律 A ⊢ Aである。すなわち、ひとつの文を主張し、かつ否認

することは不整合である。同一律は、主張と否認のあいだに重なりがないことの要請で

ある。

次はカットである。
X ⊢ Y,A A,X ⊢ Y

(Cut)
X ⊢ Y

左の前提は、「X を主張し Y を否認するポジションのもとでは、Aの否認が排除される」

と述べている。右の前提が言っているのは、同じポジションのもとで、今度は Aの主張
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が排除されるということである。結論は、そのようなポジション [X : Y]には不整合が含

まれることを示している。すなわち、ある言明の主張と否認の両方を排除するようなポジ

ションをとることは不可能だということである。これは、整合的なポジションのもとで

は、任意の Aの主張か否認のいずれかが正しい (検証か反証のいずれかが存在する)とい

うことではない。ポジション [X : Y]が整合的である、すなわち X ̸⊢ Y であるとする。こ

こでさらに、X ⊢ A,Y、すなわち Aの否認が排除されているとする。カットが成り立つた

めには、X,A ̸⊢ Y でなければならない。これは、Aの主張が排除されてはいない、ないし

ポジション [X : Y]に Aの主張を加えても不整合は生じないということである。このよう

にカットは、前節で論じたギャップ排除のテーゼと同じ主旨の原理であると考えることが

できる。

カットと同一律は合わせて、主張と否認のあいだには、「重なりもギャップも存在しな

い」という意味で、双対的なバランスが成り立っていなければならないと要請する*9。こ

のふたつにかんしては、あとで詳しく論じる。

現在のセッティングでは、ポジションを形成する X,Y は集合である。それゆえ、X,A,A

⊢ Y と X,A ⊢ Y、および X,A,B ⊢ Y と X,B,A ⊢ Y は、それぞれ同じ (不整合な)ポジショ

ンの表現である (右辺についても同様)。つまり、古典論理のシークエント算の構造規則の

うち、Exchangeと Contractionは暗黙のうちに前提されていることになる。ポジション

という言葉が示唆しているとおり、[X : Y] は、ある議論の文脈で、何が受け入れられて

いて何が否認されているのかという、どちらかといえば静的な状態を表している (じっさ

いレストールは当初「状態 (state)」という言葉を使っていた)。このような理解のもとで

は、ポジションにおける主張や否認の順番や、それぞれを何回行ったかということは等閑

視してよい事柄であろう。逆に、そうした事柄を明示的に扱いたいなら、X,Y を単なる集

合ではなく、列や多重集合として、新しいポジションやシークエントの概念を定式化し、

Exchangeや Contractionを改めて前提したり、場合によっては制限すればよい*10。

ポジション [X : Y]に不整合が含まれるなら、それに任意の主張や否認を付け加えたポ

ジションにも不整合は含まれるはずである。なぜならそれはすでにそこにあるからであ

る。こうして、残るひとつの構造規則であるWeakeningも成り立つことになる。

X ⊢ Y (WeakeningL)
X,A ⊢ Y

X ⊢ Y (WeakeningR)
X ⊢ A,Y

*9 ここでの「No overlap, no gap」という言葉遣いは、Ripley (2011b)のものである。
*10ただし、Exchangeや Contraction (あるいは次に見るWeakening)が制限されたシークエント算は、そもそ
も主張と否認のあいだの関係や推論を表わしているのではなく、計算機上のデータや文法規則の表現へと

その意義を変えてしまうのだという立場もありうるだろう。



第 4章 双側面説 129

ただしここでは、不整合性にかんする単調性が前提されている。新しい情報が付け加わる

ことで解消されるような種類の不整合性もあるかもしれない。そのような非単調な推論を

扱うさいには、Weakeningは制限されることになるだろう。

論理規則

論理規則は、与えられたシークエント (主張と否認に対する制約)から、より複雑な文を

含むシークエント (主張と否認に対する制約) を生み出す。そこでは、各論理定項に対し

て、それを主結合子 (ないし主演算子)とする複合文の主張および否認の条件が (部分論理

式特性を満たす仕方で、すなわち分子論的に)定められる。レストールは、右規則にも左

規則にも優先性を与えない。ラムフィットやプライスのように明確な言明はしないが、レ

ストールもまた、主張の条件と否認の条件が合わさってひとつの意味が定まるとする、双

側面説の立場をとっていると見なしてよいだろう*11。ただし注意が必要である。

X ⊢ A,Y X ⊢ B,Y
(∧R)

X ⊢ A∧ B,Y

シークエントは主張と否認のあいだの排除の関係を表すので、例えば連言の右規則におい

て定められているのは、連言の主張の正しさの条件ではなく、あるポジション [X : Y]の

もとで A∧ Bの拒̀絶̀が̀排̀除̀さ̀れ̀る̀条件 (あるいは逆に、連言の否認がどのようなポジショ

ンを排除するのか)である。対称的に、左規則は、否認の正しさの条件を定めているので

はなく、主張の排除の条件の規定と解される。

また、符号付きのシステムでは、主張と否認のそれぞれに対して導入則と除去則の両方

が与えられたが、レストールは左右の導入則だけでよいとする。じっさい、スマイリーや

ラムフィットが符号付きのシステムを考案したのは、単一結論の自然演繹風の形式で、か

つ、排中律を公理としたり二重否定除去則を使ったりせずに導入則と除去則だけで古典論

理を定式化するためだったのだが、レストールの論点は、これから詳しく見るように複数

結論のシークエント算を動機づけることにあり、それに成功すれば、たくさんの規則を使

う複雑なシステムは必要ないのである。

さてレストールは、以上のような仕方で (特に古典論理を定式化可能な)複数結論のシー

クエント算を動機づけることができるとする。先に触れたとおり、かれは自分の議論を、

ダメット的な証明論的意味論 (論理法則の証明論的正当化) と関連づけつつ、それに対す

*11ただし、この立場の帰属は 2005年の論文「複数結論」におけるかれに対するものである。最近のかれは、
双側面的な帰結関係観は保持しつつ、論理定項の意味については、サンビンらの定義方程式に似た考えを

とっているようである。
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るよりよいオルタナティブでもあると示唆している。しかし、その論旨の可否を判定する

には材料が足りない。彼の議論からは、証明論的意味論の中核にある調和の概念について

どう考えているか、そのような概念は必要ないのか、それとも彼独自の調和概念を提示し

ようとしているのか、そのあたりがよくわからないからである。本論が目指すのは、その

空白を埋めること、すなわち双側面的な枠組みにとって適切な調和の概念を定式化するこ

とである。

その議論に入る前に、もう少し論点を絞るためにも、レストールの大きな論点である複

数結論のシークエントないし帰結関係について、もう少し詳しく見ておきたい。

4.5 複数結論シークエント

「複数結論」という論文の目的はその名のとおり、複数の結論をもつ帰結関係という概念

がちゃんとした意味をもっているのだと擁護することにある。複数結論の帰結関係に対す

る反対論者としてレストールが引き合いに出しているのは、テナントである (cf. Tennant,

2002, 320)。かれはテナントから二つの反対論を読みとっている (Restall, 2005a, 11–13)。

ひとつめの反対論は、複数結論の帰結関係は不自然だというものである。シークエント

X ⊢ Y は、ある現実に行われうる推論の前提 X と結論 Y を記録する表現のはずである。

しかし、ふつう、われわれが行う推論の結論はひとつだけである。前提は複数ありうる

が、そこから複数の結論を導く推論は見られない。これに対して、レストールは、選言か

らの場合分け論法がその例であると答える。A∨ Bからはある意味で A「と」Bが導かれ

る。われわれはそのそれぞれから同じ結論 Cが導き、「いずれにせよ Cだ」と結論する。

この推論の途中では、Aと Bが別個の (暫定的な)結論として保持されていると言えるの

ではないか。

ふたつめの反対論がより重要である。テナントによれば、複数結論のシークエントの妥

当性を、反実在論者の満足行く仕方で、すなわち主張の保証の保存として解釈することは

できない。ダメットも同じ主旨の論点を提示している (Dummett, 1991b, 187)。すなわち、

複数結論の X ⊢ B1, . . . ,Bm において、Xの主張の保証 (検証)が与えられたとき、われわ

れに言えるのはたかだか「B1, . . . ,Bm のどれかひとつを主張できる」ということであり、

そのひとつがどれなのかを具体的に特定することはできない。例えば、古典論理に特徴的

な排中律は、シークエント算では

A ⊢ A (¬R)⊢ A,¬A
(∨R)

⊢ A∨ ¬A

のように右辺の複数性を用いて証明されるが、その自然な解釈は「Aと ¬Aのうち、どち
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らなのかはわからないが、一方は主張できる (あるいは真)」というものであろう。しかし、

どちらかは主張可能だということだけでは、われわれが、どちらか一方をじっさいに主張

するという行為に保証が与えられはしないのである。つまり、複数結論のシークエントに

おいては、一般に、左辺から右辺へと主張の保証は保存されない。付け加えるとダメット

は、このことから、複数結論のシークエントは、推論主義的な論理定項の説明には使えな

いと結論する。なぜなら、主張の保証が保存されるように複数結論のシークエントを理解

するには、右辺はひとかたまりのものとして、すなわち「“B1または . . .または Bm” が主

張可能である」として解釈せねばならず、この解釈は「または」という論理定項の理解を

前提せざるをえないからである*12。

これに対してレストールは、シークエントの読み方は「主張の保証の保存」のひと通りで

はないと答える。シークエントを、右辺から左辺へ否認の保証 (反証)が保存される、と解

釈するなら、困るのは今度は複数の前提を用いる直観主義者の側である。A1, . . . ,An ⊢ B

において、B が反証されたなら、われわれは、A1, . . . ,An のいずれかを否認する権利を

得るだろうが、それが具体的にどれなのかは一般に特定できないのである。したがって、

(主張なり否認なりの)行為の保証が保存されない、というのは、複数結̀論̀のシークエント

に特有の困難ではないというわけである。

もう少しだけ丁寧に、かれの考え方を敷衍しておこう。ここまで見てきたことからわ

かるように、かれは、シークエントは多様な読み方を許容する表現なのだと考えている。

(特に複数結論の)シークエントは、複数の端子をもった回路 (circuit)のようなものである

(Restall, 2005b)。A,B ⊢ C,Dに、Aと Bの主張および Cの否認を「入力」すれば、「出

力」としてDの否認が排除される。他方、Aの主張および CとDの否認という別の入力

を与えれば、今度は Bの主張の排除という別の出力が出てくる、という具合である。かれ

が否認という概念を用いるのは、右辺の文を「出力端子」としてではなく、左辺とは別種

の「入力端子」として扱えるようにするためであると言ってよいだろう。そして、シーク

エント算の導出は、同じ文の主張「端子」と否認「端子」からなる単純な回路 (同一律)か

ら、複雑な回路が構成されるプロセスを表現している。

重要なのは、こうした多様な読み方を許容するために、シークエントそれ自体が表現す

る内容は、中立的なものと見なされるべきだろうということである。それが表現している

のは、ある一定の主張と否認の組み合わせが不整合を含む、ということだけであり、その

中のどれがじっさいに主張され、どれが否認されているかについては中立的である。この

ことは、上で見た「具体的な行為の保証が与えられない」ことを言い換えたものと言って

*12 同主旨の議論は、Shoesmith & Smiley (1978, 5)にも、G.エヴァンズの示唆によるものとして紹介されて
いる。
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よいだろう。また、ラムフィットの言い方を借りれば、複数結論のシークエントにおいて

は、文は使̀用̀ (主張あるいは否認)されておらず、メタ的に言̀及̀されているだけである。か

れによれば、シークエント算は、文同士の含意関係 (entailment)から別の含意関係を生み

出すメタ的な計算であり、文をじっさいに主張したり否認したりする、われわれの現実の

使用を表現してはいない。それゆえ、使用説の立場からの論理定項の説明には使えない。

かれが、双側面説をとりつつ符号付きの自然演繹という、単一結論のシステムを採用して

いるのはこの理由による (Rumfitt, 2000, 795)。

この点について、レストールに代わって答えるとすると、次のようになる。まず、三つ

前の段落で引用したように、導出やシークエントが単一結論であっても、それ自体の読み

方は一意には決まらない。この章のはじめでも触れたように、導出の中に下から上へ進む

反証プロセスを読み込むことは少なくとも可能であろう。それゆえ、導出やシークエント

自体の内容は、複数結論の場合と同様に中立的なものと見なすことができる。にもかかわ

らず、単一結論のシステムが、じっさいの使用を表現しているように見えるのは、導出に

対する標準的な読み方を設定することができるからであろう。すなわち、単一結論の導出

は、つねに、仮定のもとで結論を主張する (仮定付き主張)という行為の表現として読むこ

とができる。単一結論シークエントにおいては、右辺という特別な場所が用意されている

ため、そこをつねに「出力端子」として扱うよう、取り決めることができるのである。

それに対して、複数結論の場合、右辺に選択肢が複数あるため、標準的な読み方は設定

できない。しかし、A,B ⊢ C,Dのうち、A,B,Dを「入力端子」だと選択してやれば、C

が「出力端子」と決まる。単一結論と複数結論のあいだの争いは、じっさいの使用を表現

しているかどうか (それはつまり出力をもっているかということである) ではなく、標準

的な読み方が設定できるか、それとも読み方はその都度の選択でよいのかという違いであ

る。設定できなければならないとするのが、直観主義論理の立場であろう。そしてレス

トールは、この要請の正当化の責任はかれらの側にあるとする。複数結論の帰結関係は、

慣習的に考えられてきた単一結論のそれの自然な一般化であり、むしろ、その特殊例であ

る単一結論への制限こそ、正当性を問われるべきだというのが、かれの立場である。

4.6 ギャップを埋める

ただし、複数結論の帰結関係の擁護論者にはもうひとつ論じるべき課題が残っている。

上では入力・出力という比喩で語った部分である。X ⊢ A,Y において、Xと Y を「入力」

とすると、すなわち X を主張し Y を否認するものと仮定すると、「出力」されてくるの

は A の否認の排̀除̀にすぎない。ここでわれわれが言いうるのは、もし A を否認すれば
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「論理的でない」と批判されるということだけであり、Aを主張し̀て̀い̀る̀とか、あるいは

主張し̀て̀よ̀い̀ということは言われていないのである (cf. Steinberger, 2011)。つまり、レス

トールの帰結関係は弱すぎるように見える。帰結関係とは、前提を主張する十分な根拠が

与えられたときには、たんに結論の否認を禁じるだけでなく、それを主張してもよいとい

う保証を与えてくれるもののはずだからである。

レストールの「制約としての帰結関係」の考え方は、「A ⊢ B であり、かつ、A を受

容ないし主張している」として、関連するコミットメントについて考えたとき、「Bを主

張し̀な̀け̀れ̀ば̀な̀ら̀な̀い̀」というのは、読みとして強すぎる。しかし少なくとも、「B を否

認するのは間違いだ (排除されている)」ということは言えるだろう、というものだった。

「主張」に加えて「否認」という概念を導入し、さらにそれらのあいだの「排除」という

関係を用いることで、複数結論のシークエントの自然な解釈が可能になった。しかしそれ

は、複数結論の場合には、複数の選択肢のうち、どれに「主張してよい」という権利を与

えるべきか特定できないために、否認の排除という弱いコミットメントで、帰結関係を定

式化せざるをえないということでもある。複数結論の帰結関係を帰結関係として認めさせ

るには、否認の排除と主張の保証のあいだのギャップを、何らかの仕方で埋める必要があ

るだろう。

レストールは次のように考えている。A ⊢ Bであり、かつ、Aを主張しているとき、B

の否認は排除されているが、それに加えて「Bを主張することは整̀合̀的̀ (coherent)である」

と言うことができる。言い換えれば、「新しく不整合を引き起こすのではないかという恐

れなしに、B を主張することができる (we may acceptB at no further cost to coherence)」

(Restall, 2005a, 11)。確かに、制約としての帰結関係の定義により、Bの否認はすでに排

除されているから、「Bを主張し、かつ、否認する」という、あからさまな不整合は生じ

ないだろう。しかし、他のいかなる仕方でも不整合は生じないという保証はあるのだろう

か。現在の設定では、Aと Bの主張や否認のことしか考えていないが、それら以外の主張

や否認とのあいだに思わぬ不整合が生じてしまうことはないのだろうか。

そこで、Aの主張が、ある背景となる想定のもとで行われているとしよう。この状況設

定はポジション [X,A : Y] として表すことができる。新たに B の主張を行うということ

は、この左辺に Bを付け加え、[X,A,B : Y] というポジションをとるということである。

この新たなポジションに不整合が含まれている、すなわち X,A,B ⊢ Y であるとせよ。す

ると、A ⊢ Bとカットにより、X,A ⊢ Y である。つまり、「仮に [X,A,B : Y]の中に不整

合が含まれるのだとすれば、その不整合はすでに [X,A : Y]の中に含まれている」(Restall,

2005a, 11)。帰結関係に直接関係する主張や否認だけでなく、それらの背景をなす想定ま

で考慮に入れても、新しく不整合が生じる恐れはない。
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同じことだが、上の引用の対偶をとれば、Aの主張を含むポジション [X,A : Y]が整合

的 (X,A ̸⊢ Y)であれば、[X,A,B : Y]も整合的だということである。すなわち、Bの主張

の整合性とは「整合的な想定のもとでは、Bの主張が排除されることはない」ということ

でもある。これは、Bの主張の正しさを確立する根拠、検証がじっさいに与えられたとい

うことではない。保証されているのは、検証の可能性が閉ざされることはなく、その可能

性はつねに開かれているということにとどまる。しかしともかく、このような仕方で、双

側面的な帰結関係の結論に対しても、「主張してもよい」という意味合いを認めることが

できるだろう。すなわち、そこで得られるのは、「排除されることはない」という意味で

の主張の整合性である。

この意味合いでの主張可能性は、元々の論敵の要求に答えられているだろうか。これは

判定しようのない問題である。本論前半で考察した、ダメットの「演繹の正当化」をめぐ

る議論が示しているように、そもそも、帰結関係の構造として単一結論のものしか認めな

いとする立場にとっても、帰結関係とは何かということは、まったく自明なこととは言え

ないからである。むしろわれわれは、本章で見てきた双側面説が、ダメットの元々の問題

―演繹的推論の妥当性と有用性の説明―に対して、かれ自身の枠組よりもよりよい答えを

与えうると考えている。

4.7 双側面説に基づく論理法則の正当化

演繹的推論は、妥当であると同時に有用でもある。それは、文の意味に関係する直接的

な検証手段に忠実なものであると同時に、それを越えるものでもなければならない。この

ような、一見相反する性質を備えた演繹的推論という実践の可能性を説明するために、ダ

メットによる推論の妥当性の定式化は、微妙なニュアンスを含むことになった。すなわ

ち、推論が妥当であるのは、前提に対する直接的検証がある適切な仕方で与えられれば、

結論の直接的な検証も得られるは̀ず̀だと言える場合である。結論の直接的な検証がじっさ

いに得られるとはかぎらない。しかし、われわれはその結論を信頼する。これが、演繹的

推論は間接的な検証の手段を提供する、と言われる所以であった。

われわれの疑問はこうであった。演繹的推論の存在は、ある一定の「真理」の概念ない

し「文を真にするところのもの」という概念を要請する。それは、われわれの現実の認

識能力の範囲を少̀し̀越えたところにあるが、適̀切̀な̀条̀件̀下̀で̀は̀認識できるはずのものであ

る。しかし、その「少し」や「適切な条件」とは、どこまでの拡張が許されるものなのか。

すべての言明の真偽を決定できる、超越的な認識主体までの拡張は許されず、そのはるか

以前の段階で拡張は打ち止めになるはずである。だが、その限界がどこにあるのか、ダ
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メットは明確にしていないように見えた。その不明確さは、よりフォーマルな証明論的意

味論という枠組においても、完全性の問題として姿をあらわしていた。われわれが提案し

てきているのは、明示的な使用法のあいだのバランスによって、かれの言う「真理」の概

念をより明確に提示できるはずだということである。

4.7.1 双側面説に基づく証明論的意味論

自然演繹による PTSでは、まず文の意味が、直接的な検証 (カノニカルな証明、導入則)

の条件から定められる。その意味に従って、間接的な推論規則 (直接的な検証プロセスと

は異なる推論形式、典型的には除去則)が正当化される。演繹的推論の妥当性と有用性は、

直接的／間接的な検証のあいだの微妙な関係によって説明される。それに対して双側面説

は、主張と否認のあいだの関係によって、演繹的な推論実践を説明する。

双側面説とは一般に、文の意味を、その主張の条件と否認の条件の両方によって説明す

る立場である。ただし、そうして説明される主張と否認の条件により、制約としての帰

結関係が構成されると考えるなら、その「条件」には注意が必要である。自然演繹による

PTSでは、検証の存在によって保証される (客観的な)「主張の正しさ」が基礎的である。

ラムフィットやプライスのタイプの双側面説でも、構造的には同じで、検証・反証の存在

による「主張／否認の正しさ」が基礎的である。それに対して、レストールのタイプの双

側面説で基礎的になるのは、(シークエント算の論理規則にかんして説明したように)主張

／否認が排除される条件、あるいは、主張／否認が何を排除するか、である。

自然演繹による PTSにおける、直接的／間接的推論という区別は、意味付与的である

がゆえに自己正当化的な推論規則と、意味によって正当化されるべき規則、という区別で

もあった。双側面説において、自己正当化的ということで言えば、原子文に対する同一律

p ⊢ pから出発して、Weakeningなどの構造規則と論理規則だけで、すなわちカットなし

に導出されたシークエントは、自己正当化的だといえるだろう。そのようにして得られた

X ⊢ Y が表す「Xの主張と Y の否認の組み合わせは不整合を含む」「Xを主張することは

Y の否認を排除する」「Y を否認することは Xの主張を排除する」といった制約は、主張

と否認のあいだに要請しうる最低限の制約 (同一律)から、ポジションにかんする想定 (構

造規則)と、論理定項 (から形成される複合文)の意味規定に従って生成されたものだから

である。構造規則にかんしては論争が生じるかもしれない。しかしそれは、ポジションの

概念そのものについての議論であり、与えられたポジションの概念 (ここでは主張と否認

の集合のペア)のもとで、どのポジションが不整合を含むかについての争いではない。と

もあれ、カットなしの導出で得られたシークエントが表している制約は、複合文の主張と
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否認にかんする取り決めの産物であり、批判を越えている。

カットなしの導出で得られた A ⊢ Bにおいて、Aを主張すれば Bの否認が排除される

というのは自明である。この推論が、たんなる取り決めの産物であるということを越えて

有用性を持ちうるとすれば、それは前節で見たように、Bの否認の排除が、Bの主張の整

合性を保証しうるという点に求められるだろう。もしこの「整合性」が、主張の正しさの

ひとつの規準だと見なせるなら、制約としての帰結関係は、直接的な検証プロセスを通し

てではなく、否認の排除というルートを通して、主張の正しさを間̀接̀的̀に確立しうる手段

を提供してくれるのである (これは、否認の正しさの間接的な確立についても対称的に当

てはまる)。

前節で見た、否認が排除されていることから主張が整合的であることを導くレストール

の議論では、カットが本質的に用いられていたことに注意したい。じっさい、カットは

「主張と否認の両方が排除されることはない」という要請であった。ただし、カットそれ

自体は、主張と否認の一般的な概念にかんする原理であって、そこに現れる文の個別の意

味にはかかわらない。そこでわれわれは、間接的で有用な推論が、個別の文の元々の意味

に忠実なのかと問うことができるだろう。そして、カット除去定理の証明が、そうした推

論の正当化を構成すると考えてよいだろう。

正確に言うと、カット除去定理の証明は次の二通りの仕方で理解することができる。す

なわち、その証明が適用されるシステムが、カットを原始規則として含んでいる場合と、

そうでない場合である。証明の実質は同じでも、後者の場合はカットを除去しているので

はなく、そのシステムにおけるカットの許容可能性を示す議論と見なされる。このどちら

の場合で考えるかで、理解は変わってくる。

まず、そのシステムの中にカットが原始規則として含まれてい̀な̀い̀としよう。そのよう

なシークエント算の諸規則によって記述されるのは、われわれの主張と否認の組み合わせ

にかんする制約である。われわれは、(同一律により)主張と否認が互いに排除しあうとい

うことは知っており、そこから論理定項の意味に従って、より複雑な制約を構成できるこ

とも知っている。このシステムについて、カットの許容可能性が示されたとする。これ

は、カット以外の規則を使って、カットと実質的に同じ効果をもたらせるということであ

るから、そのときに明らかになるのは、否認 (主張)の排除条件として与えられていた文の

内容を、その元々の意味を越えて、主張 (否認)の正しさの条件としても使̀え̀る̀ということ

である。カットの許容可能性は、元々の主張と否認の実践が有用性をもつことを教えてく

れる。

次に、カットが原始規則として含まれている場合を考えてみよう。そのシステムが記述

しているのは、すでに間接的な手段を活用しているような実践であるといえるだろう。そ
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して、カット除去定理が教えてくれるのは、否認 (主張)の排除から主張 (否認)の整合性

へという有用な転換が、それにかかわる文の元々の意味に忠実であるということ、すなわ

ち、有用な推論の妥当性である*13。

これらはひとつの現象をオモテから見るかウラから見るかの違いである。カット除去定

理は、演繹的推論がいかにして「有用でもありまた妥当でもある」という仕方で成り立っ

ているのかを説明してくれるのである。

他方、カットの許容可能性なり除去定理が成り立たない場合は、元々の主張と否認の実

践のあいだに、演繹的推論を成り立たしめるに足る調和が欠けていたということになるだ

ろう。前者の場合、その体系には有用性が欠けている。主張と否認のあいだの自明な相互

排除関係は構成できても、それを、それ以上の目的には使えないということである。後者

の場合には、元々の文の意味に忠実でない、正当化できない仕方で推論を行なっていたと

いうことになる。tonkのようにシステムがトリビアルになってしまう場合は、その推論

の体系があ̀ま̀り̀に̀有̀用̀す̀ぎ̀る̀事例として理解できるだろう。有用性の欠如にせよ、正当化

の欠如にせよ、どちらにしても、カットの不成立はそのシステムに対する批判の理由にな

りうるのである。

さて、われわれが知りたかったのは、演繹的推論によって間接的に確立される主張の正

しさの概念は、どこまで拡大されるのかということであった。自然演繹による PTSでは、

それを「何らかの正当化手続き」という直観的・抽象的な概念で説明していたために、そ

の範囲が不明確になってしまっていた。双側面説では、その答えは簡単に得られる。カッ

ト除去定理によって示されるのは、Aの否認が排除されるなら、Aの主張は整合的 (排除

されない)ということである。逆に、Aの主張を整合的に行うためには、Aの否認を排除

することが最低限の条件である。これは、「主張と否認のあいだに重なりがあってはいけ

ない」という同一律の要請による。カットのもとでは、主張の正しさの条件が「否認の排

除」を含むように拡張されるが、同一律は、その拡張が極大であることを保証する。言い

*13ここで、双側面説においては、何が正当化されているのかを明確にしておきたい。自然演繹による PTS
では、正当化されるのは「論証」であり、そこから派生的に「前提に対する妥当な論証から結論の妥当な

論証が構成できる」という意味で、推論 (規則)の正当化も論じられる。除去則は後者の意味で正当化され
たのだった。双側面説において具体的に正当化の対象となるのは、例えば X ⊢ A,Y というシークエント
であり、より正確に言えば、このシークエントとともに行われる「[X : Y]というポジションのもとでA

の主張は整合的である」という推論である。そしてこれを正当化するとは、

X ⊢A,Y X,A ⊢ Y
(Cut)

X ⊢ Y

という形の、Aをカット式とするカットの除去 (許容)可能性を示すことであろう。本文の議論では、こ
うした個別的な推論の正当化を一括して示すものとして、システム全体のカット除去 (許容可能性)定理
を捉えている。
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換えると、同一律は、否認 (主張)の排除という仕方で、主張 (否認)の概念を外側から限

界づけ、カットは、元々の主張 (否認)の概念と、外側からの限界づけのあいだにギャップ

がないことを保証する、という関係である。

注意しておくと、カット除去定理の場合と同様、ここにも批判の余地はある。同一律除

去定理が成り立たないようなシステムでは、主張と否認の概念に対して、外側からの限界

づけが与えられない。同一律を任意の Aについて端的に措定することで、主張と否認は

とにかく互いに排除しあうのだと取り決めることはできる。しかし、A ⊢ Aの具体的な導
出が与えられないかぎり、主張と否認の外側からの限界づけが、どのような仕方で与えら

れるのかということは、明示的にはならない。とすると、仮にカット除去定理を通して、

妥当で有用な推論の範囲を拡大できたとしても、その拡大がいつ十分なものになるのか

は、不明確になるということである。

カットと同一律の除去定理は、規則によって定められた主張と否認の条件が、互いに重

なりもなく、そのあいだにギャップもないという、双対的なバランスを保ってひとつの文

の意味を形成しているということの証である。そうしたバランスを要請することは、主張

と拒絶の概念にかんする直観的な理解に照らしても、一見もっともらしいものであるが、

以上の議論から、そのさらなる意義づけが見出されたといってよいだろう。すなわち、双

対的なバランスを要請する意味のモデルは、妥当でもあり有用でもある (同一律まで考慮

に入れれば “十分に有用である”) という演繹的推論の成り立ちをうまく説明してくれるの

である。

自然演繹による PTSは、直接的な検証の手段としての導入則だけをまず固定し、除去

則を含むさまざまな推論 (規則) が順次正当化されていくというプロセスを想定する。そ

れゆえ、自分たちの現実の実践の範囲を見定めるために、そこで想定されている、現実に

行われるとはかぎらない可能な推論一般や、それを正当化しうる、可能な正当化手続き一

般を勘定に入れなければならない。双側面説では、主張と否認という二種類の用法を、現

実のものとして、すなわち明示的な規則で与えられるものとして用意しておいて、それら

が互いに排除しあい、かつ、互いのあいだのギャップを埋め合うというプロセスで、推論

の成り立ちを説明する。すなわち、現実の用法によって表現に付与された意味がどのよう

な内実をもっているのか、ということを、直観的・抽象的な一般概念によってではなく、

他の現実の用法との関係において、つまり、他の用法とどのように「調和」しているかに

よって、見定めることができるのである。この点は、自然演繹による PTSと双側面説の

あいだの大きな違いであるし、前者に対する後者のアドバンテージであると言うこともで

きるはずである。

本章で見てきた議論と関連付けるならば、同じ双側面説でも、ラムフィットらが提案す



第 4章 双側面説 139

る符号付きのシステムでは、同一律とカットに当たる原理は、協調原理として端的に措定

されていた。またダメットは、カットに対応する「ギャップ排除のテーゼ」を提示し、さ

らに当然のことながら、同じ言明が検証と反証を受けることがあってはならないとも要請

していた。後者は同一律に対応する。かれはそこで、単側面説をとることでこれらの要請

が自動的に満たされるようにする、という方針をとった。両者とも、主張と否認のあいだ

にどのようなバランスが成り立つべきかについては、レストールともわれわれとも一致し

ている。ただしかれらは、そうしたバランスが演繹的推論の成り立ちを説明するのに使え

るとは考えなかったのである。

4.7.2 主張の正しさ

レストールの制約としての帰結関係という枠組も、それにのっとって前節でわれわれが

提示した、演繹的推論の妥当性と有用性の説明では、ダメットが認めないような概念や原

理は使っていないはずである。二値的な真理概念は使っていない。論理定項の意味は推論

規則によって定められる。大きな違いは、二種類の規則がどちらも意味決定に関与する双

側面説をとっているところだが、主張と否認という二つの側面のあいだに要請される「重

なりもギャップもない」という関係は、ダメットもまた力説するところのものであった。

ひとつだけ懸念されるのは「主張 (否認)の整合性」の概念であろう。シークエントをポ

ジションに対する制約と解釈したとき、論理規則が定める論理定項の意味は、その定項を

主結合子 (演算子) とする複合文の主張および否認を排̀除̀す̀る̀条件の観点から説明される

ことになる。検証主義的な意味理論ないし自然演繹による PTSにおいては、意味の説明

の基礎にとられるのは、主張や否認を行う権利を与える根拠 (検証や反証)の概念であり、

根拠の存在に基づく主張の正しさの概念である。われわれの双側面的な枠組では、説明上

先行するのは主張や否認の間違い (incorrectness)の概念である。そして、推論の結論にお

いて得られるのはたかだか、その裏返しとしての主張の整合性だけである。

整合性は、妥当な推論によってもたらされる結論を特徴づける概念であるから、「演繹

の正当化」においてダメットが求めていた「真理」の概念の対応物でもある。また前節で

は、われわれはこれを「主張の正しさ」と呼んでいた。しかしこれは、正しさのハードル

を不当に低くしすぎていることになりはしないだろうか。

もう一度、この概念について確認しておこう。A ⊢ Bであるとき、Aを主張するなら、

それによって Bの否認が排除される。さらに、カットで表現されている「主張と否認の両

方が排除されることはない」という要請により、われわれは、Bの主張が排除されること

はないとわかる。言い換えると、整合的なポジションのもとで Bを主張しても、どこかで
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新しい不整合を引き起こす心配はない。このとき、われわれは Bの主張は整合的であり、

正しいと言う。

まず、分を越えて不当に強いことを言っているわけではないことを確認しておきたい。

双側面説のもとでは、複数結論のシークエントを使えば古典論理の諸法則も正当化され

る。例えば、排中律 ⊢ A ∨ ¬A も妥当になる。すなわち、いかなる整合的なポジション

のもとでも、新しく不整合をきたすことなく A ∨ ¬A を主張できる。もちろんこれは、

「A ∨ ¬Aを否認することは間違いなので偽ではない、そ̀れ̀ゆ̀え̀真̀だ̀」と言う議論とはさ

しあたり関係がない。二値的な真理概念を前提しているわけではない。一方、A∨ ¬Aの

証明が構成できる、すなわち Aか ¬Aのいずれかの証明が必ず手に入るということでも

ない。主張や否認の概念を二値的になるまで強めているわけでもないのである。

もちろん懸念はむしろ、整合性の概念は弱すぎるのではないかということのほうに向

けられるだろう。主張の整合性は、その主張の根拠が得られていることを意味しない。

A ⊢ Bにおいて、仮に Aの主張に対して十分な証拠があったとしても、それが Bの主張

へと保存されるとはかぎらないのである。それでもこのとき、その主張は正しいと言って

よいだろうか。

ダメットもまた、同様の事柄を指摘していたことに注意したい。かれによれば、妥当な

演繹的推論においても、前提から結論へと直接的な検証が保存されるとはかぎらない。そ

してそれが、演繹的推論の有用性を説明してくれるとかれは考えたのである。簡単な計算

にかかわる推論であれば、前提の直接的な証明 (計算) は容易に結論のそれへと変換でき

る。しかし、複雑な証明になってくれば、変換の手続きは「原理上は実効的 (effective in

principle)」と言いうるだけで、われわれの現実的なリソースでは完了できないかもしれな

い。さらに、経験的言明にかかわる推論の場合、結論の直接的な検証 (観察)はもはや入手

不可能かもしれない。そのときでもわれわれは、もし前提の直接的検証が適切な仕方で与

えられたなら、結論も検証で̀き̀た̀は̀ず̀というニュアンスとともに結論を受け入れる。

このように、ダメットの枠組では検証はストレートに保存されるとはされず、その保存

のされ方の程度にグラデーションがある。そして、主張の整合性という概念は、そのグラ

デーションの端、保存の程度としてはもっとも弱い地点に位置するはずだ。すなわち、証

拠がじっさいにあるか、入手できるかどうかにはかかわらず、その可能性が開かれている

ことだけは確かだ、という状態である。これよりも弱い概念は、前節の同一律にかかわる

箇所で議論したように、否認を排除しないため、主張の概念としては認められない。その

意味で整合性の概念は、さまざまな程度を含んだ検証と主張の概念に、ある程度もっとも

らしい限界づけを与えていると言えるだろう。この整合性の概念は、ダメットが明確に拒

否した、超越的な能力をもつ存在者による認識の概念とは明らかに異なる。一方かれの側
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では明確な限界づけは与えてくれていないので、かれもこの概念を受け入れる可能性は十

分にあると思われる (これについてはすぐあとでもう一度触れる)。

整合性の概念の意義としては、もうひとつ次のようなことが挙げられるだろう。ケーニ

ヒスベルクの橋の例における「どこかの橋を二度渡った」という結論を、われわれは直接

的な検証がなくとも、たとえそれがもはや不可能だとしても受け入れる。ダメットの語り

口によれば、その受容は、究極的には「われわれはともかくもそのように世界を捉えてい

るのであり、世界というのはそうしたものだから」ということでもって説明される。受容

の説明としてはそれでよいかもしれない。しかし、われわれはそのようにして受容した結

論を、また別の推論の前提として使い、別の結論を引き出す。「どこかの橋を二度渡った」

には直接的な検証がないのに、なぜそのように使えるのだろうか。整合性の概念はこれを

説明してくれる。というよりも、それを担保しているカットが端的にそれを示しているだ

ろう。すなわち、A ⊢ Bと B ⊢ Cにおいて、Aを受容している状況下で Bの主張が整合

的なら、Cの否認は排除されるしかない。つまり、A ⊢ Cが得られる。主張の整合性さえ

あれば、Bが推論ステップの中で果たす中継としての役割は説明できるのである。

さて、主張 (否認)の整合性は、主張 (否認)の排除の条件を文の意味にとって基礎的と

する枠組の中で、派生的に得られる概念である。排除の条件で意味を定めるという立場に

ついては、じつはというべきか、ここでもやはりというべきか、ダメットも検討してい

る。ある箇所でかれは、「主張という言語行為を説明するための根本概念は、主張の間̀違̀い̀

(incorrectness)の概念である」と述べている (Dummett, 1976, 81)。つまり、主張の正しさ

は根本的ではなく、派生的な概念である*14。この考え方を、彼がどのようにして自身の

意味理論的考察に組み込んでいるかを詳しく吟味する余裕はもはやない。以下では、この

整合性についての考え方が、彼にとって少なくとも理解可能なものであることを確認して

おく。

簡単にまとめると、かれの議論の主旨はこうである。ある主張を行ったあと、その主張

がじつは間違いであることを示す事態が起こるなり、証拠が出てくるなりすると、話者は

その主張を撤回する必要に迫られる。かれの主張を当初受け入れた聞き手の側は、そのよ

うな事態が起こらないものとして行動するだろうし、仮に起こってしまえば自らの行動を

修正しなければいけない。このように、主張の間違いという概念は、主張にかかわる行為

にかんして実質的な影響を与える。一方、主張の正しさが立証されたとすると何が起こる

か。主張されたことは主張されたままであり、何も起こらない。「主張というのはクイズ

番組での回答のようなものではない。正しかったからといって話者が賞金をもらえるわけ

*14同様の議論は「真理」に対する postscriptにも見られる (Dummett, 1959)。
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ではないのである」(Dummett, 1976, 81)。すでにその主張を受け入れていた人々も、これ

までどおりに行動するだけだろう。さらに、現在のところ、その主張の正しさを立証する

検証が与えられていないとしても、それがいつまでに与えられるべきかについてのタイム

リミットに一般に上限はない。その主張が間違いであることが示されないかぎり、われわ

れはただ待ち続けることができる。つまり、主張の正しさの概念は、話者と聞き手の行動

に対して実質的な制約を与えるものではないのである。その意味で、「主張を言語行為と

して説明する際に必要な根本的観念と見なされるべきは、主張の正̀し̀さ̀の概念ではない」

(Dummett, 1976, 81)。主張の正しさの概念は「その主張を間違いだと示す事態が排除され

ている」という仕方で、派生的に与えられるのである。これは、われわれの双側面説の枠

組における主張の整合性にほかならない。

このように、レストールとわれわれの、「主張の整合性」という概念は、ダメットにとっ

ても十分理解可能なものであるように思われる。しかし残念なことに、ダメット自身はこ

こでもやはり、主張や否認にかんするこうした洞察を、推論の妥当性や帰結関係そのもの

の説明に持ち込もうとはしない。ただわれわれとしては、整合性としての主張の正しさの

概念が、ダメットにとっても受け入れがたいものではないということだけ、確認できれば

十分である。

間接的な推論の妥当性について、ダメットは、直接的な検証が復元可能な、もっとも強

いケースから出発して、それを弱めていくという考え方をとった。逆にわれわれは、直接

的な検証はない (かもしれない)が、その可能性だけは閉ざされることはない、というもっ

とも弱いケースを考えた。その弱いケースを特徴づける整合性という概念のもとでは、古

典論理に対しても正当化が与えられるが、それにもかかわらず、その概念はダメットに

とっても理解は可能であると思われる。もしそれでも古典論理を排除したいのなら、その

ひとは改めて境界線を提示する必要がある。いずれにせよ、「古典論理・真理条件意味理

論・実在論」「直観主義論理・検証主義意味理論・反実在論」という単純な図式では事態

は捉えられないし、本論が示したのは、ダメット自身の議論のなかに、そうした図式に収

まらない材料がすでに含まれているということである。そして本論の議論を踏まえて、論

理と意味、そして形而上学の関係を改めて考えなおすとすれば、そこでは、「一方の排除

を他方の整合性の保証へ転換される」という、主張と否認、証明と反証のあいだのダイナ

ミックな関係が重視されることになるだろう。しかし、そうした考察は、本論の範囲を越

える今後の課題である。
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本論の提示した意味論的枠組は、結局、同一律・カットの除去定理が成り立つシークエ

ント算のシステムには、論理的妥当性の説明として必要なものがすべて体現されており、

それ以上に求めるべきことは何もないという立場である。もちろんこのことは、モデル論

的意味論をはじめとする、他の種類の意味論による説明を排除するものではない。示した

かったのは、証明体系の自律性である。証明体系、特にシークエント算は、外部から何ら

かの「意味」を注入されてはじめて機能しはじめるようなものではない。それはそれ自体

で、論理的な妥当性と呼ぶに値する秩序を体現している。ゲンツェン以来の証明論のもた

らしたこの洞察を、本論は「(証明論的)意味論」の名のもとに解明しようと努めてきた。

その中での重要な要素が、双側面説である。ゲンツェンの証明体系は、ひとつの結合子

にふたつの規則が割り当てられている。それゆえ、双側面説は、証明論的意味論のもっと

も素直な出発点に見える。「序」でも述べたとおり、双側面説とは、二つの側面が互いにバ

ランスを保ちながら互いを特徴づけあうことで、ひとつの文の意味が定まり、その文にか

かわる推論の妥当性の範囲が定まる、という考え方であり、これはゲンツェンの証明体系

を見れば、自然に浮かんでくるイメージではないかと思われる。それにもかかわらず、双

側面説はあまりにも等閑視されつづけてきた。最大の原因は「真理条件を捨てて検証条件

へ」という単側面説の内部での移行の一部として、証明論的意味論の考察を行ったダメッ

トにあると言っていいだろう。もちろん、ダメットには彼なりの哲学的背景があった。し

かし、実在論的な意味観から、使用説に依拠する反実在論的な意味のモデルへの移行は、

「真理から検証へ」であると同時に、「単側面説ではなく双側面説」でもなければならな

かったのではないかというのが、本論の考えである。

序論から述べてきたように、こうした本論の考えは、ダメットが設定し、そしてその後、

教科書的な知識として定着してきた (あるいはしてしまった)、古典 vs直観主義、実在論

vs反実在論という図式を崩す効果をもっている。ただ、これも繰り返しになるが、このこ

とはダメットに対する論駁ではなく、むしろ、単純な図式には押しこむことのできない、

彼の哲学の豊かさを示すもののはずである。ダメットの、特に証明論的意味論にかんする
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議論は、党派的なディベートに陥ることなく、より柔軟な切り口で検討されるべきである。

さて、本論の議論がカバーするのは、一階述語論理 (とディスプレイ・ロジックの諸体

系)であり、二階 (高階)論理については取り上げることができなかった。ただ、口頭発表

のさいの質疑応答などで、本論のような、二つの側面のあいだのギャップがどのように埋

められるかという議論と、シュッテの 3値モデルを用いたカット除去定理の意味論的証

明*15との関連を示唆していただいたこともあった。また、構造規則については、ほとんど

議論できなかった。例えば Ciabattoni et al. (2011)のような、構造規則とカット除去定理

の関係を包括的に扱う理論から、シークエント算の成り立ちについてより深い洞察が得ら

れると思われる。今後の考察課題としたい。

また、これらとは違う方向性の最近の動きとして興味深いのは、集合論や真理述語のよ

うなパラドクスを引き起こす表現を、カットや同一律を欠いたシステムで定式化するとい

う方針である (cf. Ripley, 2011b)。カットや同一律を欠くということは、主張と否認のあ

いだに重なりやギャップを認めるということであり、真理値グラットや真理値ギャップを

認めることに近い効果がもたらされると期待される。カットと同一律を意味論の中心に据

える双側面説の応用としては、例えばこのような方針がありうるだろう。

いずれにせよ本論は、標準的な論理体系が共有する部分、論理学のもっとも基幹的部分

の成り立ちを、証明論と推論主義の立場から解明しようという試みであった。今後のより

詳細な各論的分析や応用・発展のための統一的な基盤となりうる程度には、この試みは成

功したと考えている。

*15これについて筆者は、Girard (1987b, ch.3)で学んだ。
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付録 A

この付録は，主に第 2章の内容を補うものである．A.1では，シークエント算の拡張の

一種としてのディスプレイ・ロジックの枠組を紹介し，A.2ではディスプレイ・ロジック

における同一律・カット除去定理について説明する．特に，大域的な性質としてのカッ

ト除去定理の十分条件を明確に定式化できるのがディスプレイ・ロジックの特長である．

A.3では，第 2章で述べた，反映原理における正当化・検証可能性と，カットと同一律の

還元可能性の関係を詳しく証明する．

A.1 ディスプレイ計算

ベルナップが提案したディスプレイ・ロジック (Belnap, 1982)は，次のような意味で，

シークエント計算の一般化だといえる．ゲンツェンのシークエントで ⊢ の両辺に配置さ
れるのは，コンマで形成された，論理式の列という「構造」である．ディスプレイ・ロ

ジックは，コンマだけだけでなく，さまざまな「構造結合子」と，それらから形成される

構造からなるシークエントを扱う，一般的な枠組である．ディスプレイ・ロジックのシス

テムは，「ディスプレイ特性 (display property)」という性質をもち，それを実現するため

の「ディスプレイ規則」という特殊な種類の規則を備える．

A.1.1 言語

Definition 5 (言語). ディスプレイ・ロジックのシステムの言語は，

• (命題)結合子 (propositional connective)の集合 L，および

• 構造結合子 (structural connective)の集合 S

からなる対 ⟨L,S⟩ により決定される．各結合子と構造結合子は決まった arity (⩾ 0) をも

つものとする．このとき，命題変数の可算集合 Atomと Lから，通常の命題論理の言語
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と同様に，論理式の集合 Lが帰納的に定義される．さらに，Lと Sから，次のようにし

て帰納的に構造の集合 Sが定義される：

• A ∈ Lならば，Aは構造である (A ∈ S)；

• f ∈ Sの arityが 0ならば，f ∈ Sである；

• X1, . . . ,Xn ∈ Sであり，f ∈ Sの arityが nならば，f(X1, . . . ,Xn) ∈ Sである．

各構造 X ∈ S に対し，論理式に対する部分論理式と同様の仕方で，X の部分構造

(substructure)の集合が定められる． ⊠

Definition 6 (シークエント). X,Y を構造とするとき，X ⊢ Y をシークエントという． ⊠

以下ではわかりやすさのために，双直観主義論理 (BiIntuitionist logic) BiInt の言語

⟨LB,SB⟩と，BiIntに対するディスプレイ・ロジック δBiIntを例として用いる (Wansing,

2010)．双直観主義論理は，ハイティンク・ブラウワー論理とも呼ばれる，直観主義論理

を，標準的な含意→の双対にあたる結合子で拡張した論理であり，別の言い方をすれば，
直観主義論理と双対直観主義論理 (Dual intuitionist logic)という二つの論理を融合させた

論理である．標準的なシークエント算で定式化するとカット除去定理が成り立たないこと

が知られており，それゆえ，シークエント算を何らかの仕方で拡張した証明体系が必要に

なる．ディスプレイ・ロジックは，そのようなカット除去を可能にする拡張のうちのひと

つである (cf. Czermak, 1977; Goré, 2000; Buisman & Goré, 2007; Postniece, 2009, etc.)．

Example 7(BiIntの言語). BiIntの言語 ⟨LB,SB⟩を以下のように定める：

• LB := {∧,∨,→,←}とする．

– すべて二項結合子である．

– 命題変数 p をひとつ固定して次のように定義しておく：⊤ := p → p, ⊥ :=

p← p, ¬A := A→ ⊥, ∼ A := 1← A.

• SB := {I ,◦,•}とする．
– I は 0項，◦,•は二項の構造結合子である． ⊠

←は標準的な→の双対で，exclusionや subtraction, co-implicationと呼ばれる結合子で

ある．0項の構造結合子 I は空な構造であり，◦,•は直観的にはそれぞれ，ゲンツェンの
シークエントにおける左辺のコンマと右辺のコンマに対応する．
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A.1.2 ディスプレイ特性

Definition 8 (ディスプレイ特性). 言語 ⟨L,S⟩ 上のディスプレイ・ロジックのシステ
ムは，以下のような前̀件̀部̀・後̀件̀部̀の概念とデ̀ィ̀ス̀プ̀レ̀イ̀規̀則̀の集合を備えており，

デ̀ィ̀ス̀プ̀レ̀イ̀特̀性̀と呼ばれる性質を満たしていなければならない．

■前件部・後件部 任意のシークエント σ = X ⊢ Y に対し，その前件部 (antecedent part)

と後件部 (succedent part)が次のように定められていなければならない．すなわち，σに

Xあるいは Y の部分構造として現れている構造 Zは，σの前件部であるか後件部である

かのいずれかであり，かつ，その両方であることはない．

「構造 Xのシークエント σにおける極性は前件部 (後件部)である」のように，前件部・

後件部の分類を極性と呼ぶ．

■ディスプレイ規則 言語 ⟨L,S⟩ と，そのシークエントにおける前件部・後件部の定義
に対し，次のようなディスプレイ規則 (display rules)の集合が与えられる．すなわち，

ディスプレイ規則は，図式文字と構造結合子のみを使って述べられる，双方向の規則で

あり，それらのみを用いて相互に導出可能なシークエントは，ディスプレイ同値 (display

equivalent)と呼ばれる．そして，前件部・後件部の定義とディスプレイ規則は合わせて，

次のディスプレイ特性 (display property)を満たさなければならない．

ディスプレイ特性：任意のシークエント σ = X ⊢ Y と，σに現れている部分構造 Z

に対し，σ とディスプレイ同値であり，次のような性質を満たすシークエント σ ′

が存在する．すなわち，

• Zが σの前件部なら，ある Y ′ に対して σ ′ = Z ⊢ Y ′；

• Zが σの後件部なら，ある X ′ に対して σ ′ = X ′ ⊢ Z． ⊠

ディスプレイ特性はその名のとおり，ディスプレイ・ロジックを定義付ける特徴であ

る．ベルナップによればディスプレイ特性によって，カット除去定理の証明から非本質的

な部分を取り除くことができる (“essential-only”な証明が可能になる,特に，彼はディス

プレイ特性を基礎において，システム全体がカット除去定理を満たすための十分条件を提

示することに成功している

その十分条件については後で見ることにして，その前に上の定義の例を見る．

Example 9. δBiIntにおけるシークエントの前件部・後件部，およびディスプレイ規則は

次のように定められる．
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■前件部・後件部 シークエント σ = X ⊢ Y に対して，その前件部・後件部を次のように

定める：

(a) Xは σの前件部である．

(b) Y は σの後件部である．

(c) (W ◦ Z)が σの前件部ならば，W および Zは σの前件部である．

(d) (W ◦ Z)が σの後件部ならば，W は σの前件部，Zは σの後件部である．

(e) (W • Z)が σの前件部ならば，W は σの前件部，Zは σの後件部である．

(f) (W • Z)が σの後件部ならば，W および Zは σの後件部である．

■ディスプレイ規則 δBiIntのディスプレイ規則は以下のとおりである．

X ◦ Y ⊢ Z
(1)

X ⊢ Y ◦ Z
(2)

Y ◦ X ⊢ Z

Z ⊢ X • Y
Z • X ⊢ Y
Z ⊢ Y • X

二重線は上下に行き来が可能な両方向の規則であることを表わしている． ⊠

Fact 10. δBiIntにおいてはディスプレイ特性が成り立つ．

Proof. シークエント X ⊢ Y を構成する構造 X,Y の複雑さにかんする同時帰納法による．

証明は省略する．

「ディスプレイ」の例だけを見ておくことにする：

A ◦ (B • C) ⊢ D
B • C ⊢ A ◦D
B ⊢ C • (A ◦D)

B • (A ◦D) ⊢ C

A,B,C,Dは論理式だとして，前件部・後件部の定義から，いちばん上のシークエントで

Cは後件部として現れている．そのため，ディスプレイ規則を順次適用することで，結論

のように，Cをシークエント全体の後件部として「ディスプレイ」することが可能である．

A.1.3 論理規則

ディスプレイ・ロジックの論理規則も，シークエント計算と同じく，部分論理式特性を

満たす形式をとる．ただし，ディスプレイ特性により，ディスプレイ計算の論理規則はす

べて，その主論理式がディスプレイされた形で定式化することができる．

引き続き例として，δBiIntの論理規則を列挙する：
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Example 11(δBiIntの論理規則). i ∈ {0, 1}とする．

Ai ⊢ Y (∧Li)
A0 ∧A1 ⊢ Y

X ⊢ A X ⊢ B (∧R)
X ⊢ A∧ B

A ⊢ Y B ⊢ Y (∨L)
A∨ B ⊢ Y

X ⊢ Ai (∨Ri)
X ⊢ A0 ∨A1

X ⊢ A B ⊢ Y (→ L)
A→ B ⊢ X ◦ Y

X ⊢ A ◦ B (→ R)
X ⊢ A→ B

A • B ⊢ Y (← L)
A← B ⊢ Y

X ⊢ A B ⊢ Y (← R)
X • Y ⊢ A← B

同一律とカットもここで提示しておこう．

p ⊢ p (Id)
X ⊢ A A ⊢ Y (Cut)

X ⊢ Y
⊠

A.1.4 構造規則

構造規則は次のように定義する：

Definition 12. 構造規則とは，式に対する構造の代入に閉じており，部分論理式特性を満

たしている規則である．前者の条件は次のようなことを意味する．例えば，

σ(A) ⊢ Y
(r)

σ ′(A) ⊢ Y
σ(X) ⊢ Y

(r)
σ ′(X) ⊢ Y

左図が規則 rの適用だとし，σ(A),σ ′(A)は論理式 Aの現れを含む構造だとする．このと

き，その Aの現れを任意の構造 Xで置き換えたもの (右図)もまた，rの適用である． ⊠

Example 13(δBiIntの構造規則).

X ⊢ Y
X ◦ I ⊢ Y

X ⊢ Y
X ⊢ Y • I

X ⊢ Y (lm)
X ◦ Z ⊢ Y

X ⊢ Y (rm)
X ⊢ Y • Z

X ◦ X ⊢ Y (lc)
X ⊢ Y

X ⊢ Y • Y (rc)
X ⊢ Y

(X ◦ Y) ◦ Z ⊢W
(la)

X ◦ (Y ◦ Z) ⊢W
W ⊢ (X • Y) • Z

(ra)
W ⊢ X • (Y • Z)

⊠
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A.2 同一律・カット除去定理

A.2.1 同一律除去定理

以上のように，ディスプレイ規則，論理規則，カットと同一律，それに構造規則で，ディ

スプレイ・ロジックのシステムがひとつ決まる．個々のシステムに対してわれわれが関心

をもつのは，カットと同一律の除去定理である．同一律にかんしては，テクニカルには

それほど問題にならない．論理式の構成にかんする帰納法で例えば次のような命題が示

せる：

Example 14 (δBiInt の同一律除去定理). 任意の論理式 A ∈ LB について，A ⊢ A が

δBiIntで導出可能である．

Proof. Aの構成にかんする帰納法による．

ただし，同一律除去定理の成否は，反映原理における検証可能性と本質的に同値である

ので，テクニカルに簡単だからといって概念的に瑣末だとは言えない．それについては後

で見ることにして，先にディスプレイ・ロジックの特長である一般的なカット除去定理に

ついて見ることにしよう．

A.2.2 一般的カット除去定理

シークエント計算についての説明の際に述べたように，カット除去定理の成立のために

は，主に二つの要素が必要である．ひとつは，本論で主題的に扱ってきた「カットの還元」

である．すなわち，左図のような，複合的論理式をカット式とするカットの適用を，

X ⊢ A X ⊢ B
X ⊢ A∧ B

A ⊢ Y
A∧ B ⊢ Y(Cut)

X ⊢ Y
7→ X ⊢ A A ⊢ Y (Cut)

X ⊢ Y

右図のような，より単純な式のカットへと還元する操作である．

カット除去定理のために重要なもうひとつの要素は，与えられたカットの適用を，上の

ようなカット還元可能な形へもたらすために，規則の適用順序を交換できるかどうかであ

る．例えば次のような場合である：

X ⊢ A X ⊢ B
X ⊢ A∧ B

A ⊢ Y
A∧ B ⊢ Y (rm)

A∧ B ⊢ Y • Z(Cut)
X ⊢ Y • Z

7→
X ⊢ A X ⊢ B

X ⊢ A∧ B
A ⊢ Y

A∧ B ⊢ Y (Cut)
X ⊢ Y (rm)

X ⊢ Y • Z
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ここではカットと rmの順序を交換することで，右図のカットは先のように還元可能な形

になった．

こうした順序交換とカットの還元を繰り返して，最終的にカットは消去される．これら

二つの要素のうち，カットの還元可能性に関係するのは，基本的には論理規則であり，還

元可能かどうかはすぐに目でチェックすることができる．難しいのは順序交換のほうであ

る．どのような条件のもとで，どのような場合に順序交換が可能なら，カット還元と組み

合わせてカット除去定理が導けるか，それはただちに明らかとは言えない．ベルナップ

は，ディスプレイ・ロジックという枠組とともに，その条件を定式化した．以下で，それ

らの条件を簡単に説明する (Belnap, 1982, 1990)．

パラメータ

ディスプレイ・ロジックのシステムがひとつ与えられたとする．まず，そのシステムの

各推論におけるパラメータと何かを決める．ふつうパラメータとは，規則の定式化におい

て，構造の図式文字 (Xや Y)で表された部分 (に現れている構造)であると考えればよい．

(パラメータでない部分が，active forumulaと主論理式ということになる．)

X ⊢ A B ⊢ Y (→ L)
A→ B ⊢ X ◦ Y

例えば，→ Lにおいては，Xや Y をパラメータと定めるのが自然だろう．ここで Xと Y

は二回ずつ現れているが，それぞれの二つの現れは「合同 (congruence)である」というこ

とができる．定められた推論におけるパラメータとその間の合同関係には，いくつかの条

件が設定される．特に，合同なパラメータはいずれも同じ極性をもつ (上の Xの二つの現

れは，いずれもシークエントの前件部である)．

順序交換：正則性

順序交換の可能性を正確に定式化したのが，正則性 (regularity)という概念である．

Definition 15 (正則性). 論理式 A が次の条件をみたすとき，A は後件部正則 (succedent

part regular)だと言われる：

• 任意の規則 rの適用において，Aが後件部のパラメータとして現れているとき，r

は Aに対する任意の構造の代入にかんして閉じており，かつ，

• X ⊢ Aが Aを主論理式として導出する任意の推論の結論とする．任意の規則 rの

適用において，Aが前件部のパラメータとして現れているとき，rは Aに対する X

の代入にかんして閉じている．
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SP正則性と対称的に AP正則性も定められる．Aが SP正則であるか AP正則であるかの

いずれかであるとき，Aは正則だと言われる． ⊠
例をとって説明する：Aが SP正則だとする．下図で (r)と (l)は，Aを主論理式とし

て導入する推論だとし，Π, Σ中では Aはパラメータだとする．

X(r)
X ′ ⊢ A

Π

X ⊢ A

Y (l)
A ⊢ Y ′

Σ

A ⊢ Y (Cut)
X ⊢ Y

7→
X(r)

X ′ ⊢ A

Y (l)
A ⊢ Y ′

Σ

A ⊢ Y (Cut)
X ′ ⊢ Y

Π[A := Y]

X ⊢ Y

7→

X(r)
X ′ ⊢ A

Y (l)
A ⊢ Y ′

(Cut)
X ′ ⊢ Y ′

Σ[A := X ′]

X ′ ⊢ Y
X ′ ⊢ Y

Π[A := Y]

X ⊢ Y

Aは SP正則だから，そのひとつめの条件から，後件部のパラメータとして Aが現れてい

るときには，そこに任意の構造が代入できる．そこで Π中の Aに Y を代入し，中図のよ

うにカットを “引き上げる” ことができる．次に，Σ中の Aにも代入を施して，カットを

右にも引き上げたいが，その際には任意の構造が代入できなくとも構わない．右図を得る

には，SP正則性の二つめの条件が定めるより弱い代入可能性で十分である．

Aが SP正則なら，このようにしてカットとそれ以外の規則適用の順序を交換すること

ができる．右図まで変換できたならば (そして (r)と (l)が論理規則ならば)，問題はカッ

トの還元可能性に帰着する．Aが AP正則のときは，これとまったく対称的に順序交換を

行えばよい．よって，任意の Aが AP正則か SP正則なら，カット除去に必要な順序交換

の可能性が保証されるということである．

振り返ってまとめると次のようになる．まず，ディスプレイ・ロジックのシステムで

は，ディスプレイ特性を満たすディスプレイ規則の集合を備え，各規則は部分論理式特性

を満たしている．さらにカット還元が可能であり，正則性をはじめとするパラメータにか

んする諸条件が満たされているならば，そのシステムではカット除去定理が成り立つ (cf.

Belnap, 1982, Theorem 4.4)．

A.3 反映原理

この節では，第 2章で述べた，反映原理における正当化・検証可能性とカット・同一律

還元の関係を，ディスプレイ・ロジックの枠組で正確に定式化し，証明する．また，前節

の一般的なカット除去定理の説明を踏まえ，規則の間の局所的関係と，カット・同一律除
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去定理という大域的性質との関係についても簡単に考察する．

A.3.1 規則の形式

サンビンらの反映原理は，ゲンツェンのシークエントを用いていたが，われわれはディ

スプレイ・ロジックへと枠組を一般化する．そこでまずは，ディスプレイ・ロジックのシ

ステムをひとつ固定する．

Definition 16. 命題結合子の集合 Lと構造結合子の集合 Sに対し，ディスプレイ特性を満

たすディスプレイ規則の集合 Dが与えられているとする．任意の論理式 A ∈ Lに対する

(Id) A ⊢ Aと (Cut)
X ⊢ A A ⊢ Y

X ⊢ Y ，および Dを合わせて Sと呼ぶ． ⊠

ディスプレイ・ロジックのシステムであるから，各シークエントに現れる各構造に対し

て，その極性 (前件部であるか後件部であるか)が定められている．またここで，ディスプ

レイ規則はいずれも，論理式に対する構造の代入にかんして閉じていると仮定する (つま

り，定義から言うと構造規則の一種であるとも言える)．

さて，反映原理における「定義方程式」は，シークエント (メタ)・レベルの構造と，そ

れを命題レベルで反映する命題結合子の関係として定式化される．定義方程式を形成する

「定義規則」と，それによって正当化・検証されるべき「反映規則」は一般に次のような

形であると想定することができる：

Definition 17 (規則). n項結合子 α ∈ Lは次のような組み合わせの規則のペアをもつ．

X ⊢ σ1 · · ·X ⊢ σk (αDR)
X ⊢ α(A1, . . . ,An)

[Ci
1;Zi

1] · · · [Ci
m;Zi

m]
(αLi)

α(A1, . . . ,An) ⊢ τi(Zi
1, . . . .,Zi

m)

あるいは

σ1 ⊢ X · · ·σk ⊢ X
(αDL)

α(A1, . . . ,An) ⊢ X
[Ci

1;Zi
1] · · · [Ci

m;Zi
m]

(αRi)
τi(Z

i
1, . . . .,Zi

m) ⊢ α(A1, . . . ,An)

αDRないし αDLを定義規則，(αLi)i ないし (αRi)i を反映規則と呼ぶ．定義規則は単一

の規則であり，反映規則は単一とは限らず複数個の規則の集合でありうる ((αLi)i を αL

と総称する)．ただし，

• 構造 σi に現れる論理式はいずれも {A1, . . . ,An} に含まれる．ただし，各 Ai は

σ1, . . . ,σk すべてを合わせた中にたかだか一回しか現れない．
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• 各 [Ci
p;Zi

p]は，C
i
p ⊢ Zi

p あるいは Zi
p ⊢ Ci

p のいずれかの形のシークエントである．

• 各 Ci
p は {A1, . . . ,An}のいずれかであり，各 Ai は Ci

1, . . . ,Ci
m の中にたかだか一

回しか現れない．

• 構造 τ(Z1, . . . ,Zm) の中には図式文字 Zp がすべて現れており，前提における Zp

の極性は保存されている．

これらは次のように略記する (例えば定義規則が右規則の場合)．(
X ⊢ σi

)
i (αDR)

X ⊢ α
[Ci

p;Zi
p]p

(αLi)
α ⊢ τ(Zp)p

特に αは α(A1, . . . ,An)の略記であることに注意されたい． ⊠

各結合子は左右いずれかの辺で「定義」される．定義規則は，前提に現れている構造結

合子を命題結合子で置き換える形式である．これまで見てきた中では例えば，

A,B ⊢ Y
(⊗L)

A⊗ B ⊢ Y
X ⊢ A ◦ B (→ R)
X ⊢ A→ B

といった規則である (⊗Lはシークエント算の規則であるが，考え方は同じである)．逆に

反映規則では一般に，命題結合子とともに構造結合子も導入される．

X ⊢ A Y ⊢ B (⊗R)
X,Y ⊢ A⊗ B

X ⊢ A B ⊢ Y (→ L)
A→ B ⊢ X ◦ Y

コンマや ◦が，元の定義規則で使われていたそれと一致するのは偶然ではなく，これらの
規則の間に正当化・検証が成り立つからに他ならない．われわれはそのことを，一般的な

設定のもと確かめていく．

δBiIntにおける ∧や ∨の規則は，構造結合子がまったく使われない特殊例である．ま

た，左右の規則の両方が定義規則の形であったり，逆に両方とも反映規則の形であったり

するときには，次のように考えることができる．すなわち，それらの規則の間で同一律・

カットの還元が可能だとすると，それら規則のペアはいずれも，それと同値な，定義規則

と反映規則の組み合わせへと書き換えることができる．以上のことから，このように定め

た規則の形式の組み合わせは十分に一般的だと言える．

これらの論理規則におけるパラメータは，自然と定まるだろう．すなわち，規則の定式

化において，構造に対する図式文字で表されている部分 (に現れる構造)がパラメータであ

るとすればよい．すると，以上の形式をした任意の規則は明らかに，パラメータへの構造

の代入にかんして閉じている．それゆえ，あとは各結合子にかんしてカット還元が可能な
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らば，ディスプレイ・ロジックの一般的カット除去定理より，Sと論理規則からなるシス

テムについて，カット除去定理が成り立つ．このように話が簡単なのは，ひとつには (典

型的には量化子や様相演算子のシークエント算の規則に付随するような)適用のための付

帯条件をもたない規則だけを考えているからである．もうひとつには，構造規則の存在を

ここでは考慮に入れていないからである．これらの要因にかんする考察は，本論の範囲を

超える．

A.3.2 正当化とカット還元

この節では，反映原理における正当化とカットの還元可能性が同値であることを示す

(Theorem 22)．特に，正当化可能性からカット還元可能性への含意は，シークエント算の

枠組での Bonnay & Simmenauer (2005)の証明を，ディスプレイ・ロジックへと移し変え

ただけである．規則の形式の組み合わせは対称的に定式化しているので，左右どちらの規

則が定義規則であろうと，片方の場合さえ調べれば十分である．以下では，右規則が定義

規則である場合だけを考えていく．

Definition 18. 定義規則

(
X ⊢ σi

)
i (αDR)

X ⊢ α
，および各 1 ⩽ i ⩽ k に対し，

X ⊢ α
X ⊢ σi

を

αDR−1と表記し，さらに

α ⊢ σi (RAi)

の形のシークエントを反映公理と呼ぶ．反映公理は同一律 α ⊢ αに αDR−1を適用するこ

とで得られる． ⊠

Definition 19 (正当化). 反映規則 αLj が定義規則 αDR によって正当化されるとは，αLj

の前提から結論へ至る S+ αDR−1の導出が構成できるときである．

Definition 20. αDRと αLにかんしてカット還元が可能であるとは，任意の αLj と任意の

カットの適用 (
X ⊢ σi

)
i(αDR)

X ⊢ α
[Ci

p;Zi
p]p

(αLi)
α ⊢ τ(Zp)p

(Cut)
X ⊢ τ(Zp)p

に対して，
(
X ⊢ σ1

)
i
および [Ci

p;Zi
p]p から X ⊢ τ(Zp)p へ至る Sの導出が存在すること

である．ただし，その導出中でのカットの適用は，α(A1, . . . ,An)の真部分論理式，すな

わち A1, . . . ,An をカット式とするものに限られる． ⊠
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カット還元が可能なときには，左図のような導出が得られていることになる．(
X ⊢ σi

)
i
· · · [Ci

p;Zi
p]p

Π

X ⊢ τ(Zp)p

7→

(
α ⊢ σi

)
i
· · · [Ci

p;Zi
p]p

Π[X := α]

α ⊢ τ(Zp)p

図式文字 Xは導出中でパラメータであるから，そこに αを代入することができる (右図)．

特に，α ⊢ σi はいずれも反映公理であるから，右の導出は S + αDR−1 の導出だといえ

る．つまり，カット還元が可能ならば正当化は可能である．

逆に，正当化の導出が右図のような形をしていると言えるならば，パラメータの αを今

度は Xに置き換えることで，カット還元の導出が得られる．そこで，正当化可能性がカッ

ト還元可能性を含意することを示すためには，次の二つを示せば十分である．

Lemma 21. 反映規則 αLj が S+ αDR−1の導出 Πによって正当化されたとする．このと

き，Πにかんして次のことが言える．

1. Π は S + (RAi)i の導出に書き換えることができる．言い換えれば，Π における

αDR−1の適用は同一律 α ⊢ αに対するものだけと考えることができる．
2. Π の中では，結合子 α を含むカット式に対するカットは行われておらず，カッ

トは α(A1, . . . ,An)の真部分論理式 A1, . . . ,An をカット式とするものに限られる

(Bonnay & Simmenauer, 2005)．

Proof. 1. Π中の αDR−1の適用で最も上に現れているものを考える (左図)．

Π ≡

α ⊢ α
Π0

X ′ ⊢ α
(αDR−1)

X ′ ⊢ σi

Π1

7→

α ⊢ σi

Π ′
0

X ′ ⊢ σi

X ′ ⊢ σi

Π1

7→

α ⊢ σi

Π ′
0

X ′ ⊢ σi

Π1

Π0 中で αDR−1 は使われていない．また S + αDR−1 において α を右辺に導入できるの

は，図示したように同一律だけである．ところで，右辺の αは Π0中で常にパラメータで

あるから，σi を代入し (中図)，中間にできる余計なステップを取り除けば，元の αDR−1

の適用は消去され，反映公理 α ⊢ σi が現れる (右図)．これを繰り返せば，Π中のすべて

の αDR−1の適用を，反映公理に置き換えることができる．
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2. αを含むカット式に対するカット適用のうち，最も上にあるものを考える (左図)．

Π ≡

α ⊢ α
Π0

W ⊢ α
Π1

α ⊢ Z (Cut)
W ⊢ Z
Π2

7→

Π1

α ⊢ Z
Π ′

0

W ⊢ Z

先ほどと同様，右辺に α を導入できるのは図示したように同一律だけであり，その右辺

の αは常にパラメータであるから，それをすべて Z で置き換え，その上に Π1 を乗せれ

ば，元のカット適用は消去できる (右図)．これを繰り返せば，αを含むカット式に対する

カット適用はすべて消去できる．それゆえ，Π 中で適用されるカットは，α を含まない

A1, . . . ,An に対するものだけであると想定できる．

以上のことから，次の同値性が確かめられた．

Theorem 22.反映規則 αLi が αDRによって正当化されることと，αDRと αLi にかんす

るカット還元が可能であることは同値である．

A.3.3 検証と同一律

次に，同一律の還元可能性と検証可能性が同値であることを示そう．

Definition 23. αDRと αLにかんして同一律の還元が可能であるとは，α(A1, . . . ,An)の真

部分論理式に対する同一律 A1 ⊢ A1, . . . ,An ⊢ An から α(A1, . . . ,An) ⊢ α(A1, . . . ,An)

へ至る S+ αDR+ αL− Cutの導出が存在することである*1．

Definition 24. 反映規則の集合 αLが αDRによって検証されるとは，各 iに対して，αDR

の結論 X ⊢ αから前提 X ⊢ σi へ至る S+ αLの導出が存在することである．

Theorem 25. αDRと αLにかんして，同一律の還元可能性と検証可能性は同値である．

Proof. まず同一律の還元が可能だとすると，αDRと αLの形から，同一律の導出は一般

に次の形をとると想定できる．二重線はディスプレイ同値を表す．

C1
1 ⊢ C1

1 · · ·C1
m1
⊢ C1

m1(αLj1)
α ⊢ τ1

α ⊢ σ1 · · ·

Ck
1 ⊢ Ck

1 · · ·Ck
mk
⊢ Ck

mk (αLjk )
α ⊢ τk
α ⊢ σk (αDR)

α ⊢ α
*1 実際にはディスプレイ規則も使わないと想定できるがどちらでもよい．
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これ以外の場合，例えば定義規則よりも反映規則のほうが後に適用されている場合など

も，導出と規則の構造を検討すれば，この形へ還元することができる．すると，検証可能

性は明らかである．X ⊢ αから X ⊢ σi を得るには，

X ⊢ α

Ci
1 ⊢ Ci

1 · · ·Ci
mi
⊢ Ci

mi(αLji )
α ⊢ τi
α ⊢ σi (Cut)

X ⊢ σi

とすればよい．

逆に，検証が可能だとすると各 iに対し次のような導出が存在する (左図)．

X ⊢ α
Πi

X ⊢ σi

7→
α ⊢ α
Π ′

i

α ⊢ σi

ここで，パラメータ Xに αを代入すると右図を得る．Π ′
i は S + αLの導出である．ここ

で，Π ′
i からはカットをすべて除去することができる．というのは，

Π ′
i ≡

B ⊢ B
Σ0

W ⊢ B
Σ1

B ⊢ Z (Cut)
W ⊢ Z
Π2

7→

Σ1

B ⊢ Z
Σ0[B := Z]

W ⊢ Z

Π ′
i 中で最も上にあるカットの適用 (左図)を考えると，S+αLには右辺への導入則が存在

しないため，右辺にあるカット式 Bは同一律によって導入されたものでしかありえず，し

たがって右図のようにして，元のカットを除去することができるからである．

このようにして Π ′
i からカットを除去して得られた導出を Π ′′

i とする．このとき同時

に，α ⊢ αの形の同一律も除去されている．というのは，そうでなければ α ⊢ αの右辺

の αが結論に現れざるをえないからである．したがって，Π ′′
i で使われている同一律は，

α(A1, . . . ,An)の真部分論理式に対する Aj ⊢ Aj だけであり，Π ′′
i で使われている規則は

ディスプレイ規則と αLだけである．このような Π ′′
i が各 iに対して得られるので，

Π ≡
Π ′′

1

α ⊢ σ1 · · ·
Π ′′

k

α ⊢ σk (αDR)
α ⊢ α

とすることで，求めている同一律の導出が得られる．

大域的性質との関係を簡単に見ておこう．同一律除去定理は明らかである．
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Proposition 26. すべての結合子 αとその規則にかんして検証が可能ならば，すべての論

理式 A ∈ Lに対して A ⊢ Aが導出可能になる．

Proof. Aの構成にかんする帰納法による．

さらに，ここでの設定に基づけば一意性まで示すことができる．まず，検証可能性は実

質的には次の「置換可能性」を保証する．

Corollary 27. αLが αDRによって検証可能だとする．さらに，各 1 ⩽ i ⩽ nについて，

Ai ⊢ Bi および Bi ⊢ Ai の両方が導出可能だとする (「Ai ⊣⊢ Biが導出可能」と言うこと

にする)．このとき，
α(A1, . . . ,An) ⊣⊢ α(B1, . . . ,Bn)

が導出可能になる．すなわち，

α(A1, . . . ,An) ⊢ α(B1, . . . ,Bn), α(B1, . . . ,Bn) ⊢ α(A1, . . . ,An)

の両方が導出可能になる．つまり，同値な論理式は αの引数の中で置き換え可能である．

Proof. α にかんする検証が可能なら，Theorem 25の証明の最後に出てくるような，

α(A1, . . . ,An ⊢ α(A1, . . . ,An)を結論にもつ導出 Πが構成できる．このとき，最後の推

論ステップの各前提 α ⊢ σi 中に現れる論理式 Aj(1 ⩽ j ⩽ n)は，導出の最上部で同一律

Aj ⊢ Aj で導入され，α ⊢ σi に至るまでのすべての推論でパラメータのはずである．その

ような Aj の現れをすべて Bj で置き換える．すると，Aj を導入した Aj ⊢ Aj は，Aj ⊢
Bj あるいは Bj ⊢ Aj となり (どちらになるかは α ⊢ σi における Aj の極性によって決ま

る)，Πの結論は α(A1, . . . ,An) ⊢ α(B1, . . . ,Bn)となる．α(B1, . . . ,Bn) ⊢ α(A1, . . . ,An)

の導出も同様にして得られる．

この性質を使って，一意性は次のように示される．言語 ⟨L,S⟩ の各命題結合子に対し
て，定義規則と反映規則が与えられているとする．それら論理規則と S (同一律・カット・

ディスプレイ規則) を合わせたシステムを L とする．⟨L,S⟩ に新しい結合子 α∗ を加え，

その規則は，結合子 α ∈ Lの規則 αDR，αLとまったく同じ形式だとする．

Proposition 28(一意性). Lの各反映規則は対応する定義規則によって検証されるとする．

このとき，α∗ で拡張された言語 L+ {α∗}の任意の論理式 Aに対し，

A ⊣⊢ A[α∗/α]

が L+ {α∗
DR,α∗L}で導出可能である．ただし，A[α∗/α]は，A中の αの現れをすべて α∗

で置き換えて得られる論理式である．
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Proof. Aの構成にかんする帰納法による．

(Basis)Aが原子論理式のときはトリヴィアルに成り立つ．

(Inductive step)A が γ(B1, . . . ,Bm) の形で，γ ̸= α のとき．帰納法の仮定により，各

1 ⩽ i ⩽ mについて Bi ⊣⊢ Bi[α
∗/α]が導出可能である．βの規則は検証可能性を満たし

ているので，前命題の置換可能性により，

γ(B1, . . . ,Bm) ⊣⊢ γ(B1[α
∗/α], . . . ,Bm[α∗/α])

が導出可能である．右辺は
(
γ(B1, . . . ,Bm)

)
[α∗/α]にほかならない．

A = α(A1, . . . ,An) のとき．帰納法の仮定により，各 1 ⩽ i ⩽ n について，Ai ⊣⊢
Ai[α

∗/α]が導出可能である．それゆえ，前命題の証明中で行なった操作により，

α(A1, . . . ,An) ⊢ α(A1[α
∗/α], . . . ,An[α

∗/α])

が導出できる．ただし，その導出の最後の推論ステップは αDRである．αDRと α∗
DRは

同じ形式をしているから (また規則の適用に付帯条件はないので)，そのステップを α∗
DR

に変えれば，結論は

α(A1, . . . ,An) ⊢ α∗(A1[α
∗/α], . . . ,An[α

∗/α])

となる．右辺は
(
α(A1, . . . ,An)

)
[α∗/α] である．逆方向は対称的な導出で導出できる．

以上により，検証可能性を満たす定義規則と反映規則のペアたちからなるシステムで

は，同一律除去定理と一意性という大域的性質まで必然的に成り立つことがわかった．

A.3.4 規則の生成法

以上では，定義規則と反映規則がそれぞれ独立に与えられたと考えて，その間の正当

化・検証可能性，カット・同一律還元について調べてきた．一方で，与えられた規則から，

それと正当化・検証 (カット・同一律還元) が可能な規則を生成する方法も簡単に定義で

きる．以下の生成法は，ワンシングの「一般的規則」(Wansing, 1998, ch.5)と，シュレー

ダー=ハイスターの「定義反省」(e.g. Schroeder-Heister, 2010)のアイディアを，この文脈

に合わせて改変したものである．

Definition 29. 定義規則あるいは反映規則に対する変形 (−)∗ を次のように定義する：

X ⊢ σ1 · · ·X ⊢ σk (αDR)
X ⊢ α(A1, . . . ,An)

7→
( [Ci

1;Zi
1] · · · [Ci

m;Zi
m]

(αDR∗
i = αLi)

α(A1, . . . ,An) ⊢ σi(Z
i
1, . . . .,Zi

m)

)
1⩽i⩽k
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k個の前提をもつ定義規則 αDRに対する (αDR∗)1⩽i⩽k = (αiL)1⩽i⩽k は，上のような形

の k個の規則の集合 (反映規則)である．ただし，各 iについて

• Ci
1, . . . ,Ci

m は σi 中に現れる α(A1, . . . ,An)の部分論理式を列挙したものであり，

• Ci
j が X ⊢ σi において AP ならば [Ci

j;Z
i
j] = Zi

j ⊢ Ci
j,

• Ci
j が X ⊢ σi において SPならば [Ci

j;Z
i
j] = Ci

j ⊢ Zi
j,

• σi(Z
i
1, . . . .,Zi

m)は，σi 中の Ci
1, . . . ,Ci

m を，上で対応が付けられた Zi
1, . . . .,Zi

m で

置き換えた構造である．

逆に，k個の規則からなる反映規則に対しては，次のような k個の前提をもつ定義規則を

対応させる：( [Ci
1;Zi

1] · · · [Ci
m;Zi

m]
(αLi)

α(A1, . . . ,An) ⊢ τi(Zi
1, . . . .,Zi

m)

)
1⩽i⩽k

7→ X ⊢ τ1 · · ·X ⊢ τk ((αL)∗ = αDR)
X ⊢ α(A1, . . . ,An)

ただし各 iについて，X ⊢ τi の τi は，τi(Z
i
1, . . . .,Zi

m)における各 Zi
j を，αLi の前提に

おいてそれに対応する Ci
j で置き換えた構造である．

定義規則が αLの場合や，反映規則 (αR)i に対しても同様に定義する． ⊠

Example 30.

X ⊢ A ◦ B (→D R)
X ⊢ A→ B

7→ X ⊢ A B ⊢ Y (→ L)
A→ B ⊢ X ◦ Y

定義規則→D Rの前提 X ⊢ A ◦ Bにおいて，まず Aは AP として現れているので X ⊢ A
を作る．次に Bは SPなので B ⊢ Y を作る．右辺にくる構造は (A◦B)[X/A,Y/B] = X◦Y
となる．こうして反映規則が生成される，さらに得られた反映規則に，再び (−)∗ を適用

すると，元の定義規則に戻ることがわかる． ⊠

Proposition 31. (−)∗∗ = id，すなわち

(αDR)∗∗ = αDR, (αLi)
∗∗
i = (αLi)i[

(αDL)∗∗ = αDL, (αRi)
∗∗
i = (αRi)i

]
⊠

定義の仕方から次は明らかだろう：

Proposition 32. • αDRが与えられたとき，(αDR)∗ = αLは αDRによって正当化・

検証される (それゆえ両者はカット・同一律の還元を可能にする)．



付録 A 162

• αLが与えられたとき，(αL)∗ = αDRは αLを正当化・検証する (それゆえ両者は

カット・同一律の還元を可能にする)． ⊠
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